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一 氏名又は名称及び住所 

 氏名又は名称   国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 住    所   茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1 

  

二 工場又は事業所の名称及び所在地 

 名    称   新型転換炉原型炉ふげん 

 所 在 地   福井県敦賀市明神町３番地 

 

三 発電用原子炉の名称 

 名    称   新型転換炉原型炉施設 

 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

4.1 廃止措置対象施設の範囲及びその敷地 

 

(1) 廃止措置対象施設 

新型転換炉原型炉施設（熱出力 557MW，電気出力 165MW）は，重水

減速沸騰軽水冷却圧力管型原子炉の原型炉であり，昭和 45 年 3 月 2 日

に原子炉設置の許可を申請した以降，表 4－1 に示す原子炉設置許可及び

原子炉設置変更許可（以下「原子炉設置許可等」という。）を受けた施設

であり、表 4－2 に示す核燃料物質使用許可及び核燃料物質使用変更許可

（以下「核燃料物質使用許可等」という。）を受けた施設である。 

廃止措置対象施設の範囲は，原子炉本体，核燃料物質の取扱施設及び

貯蔵施設等の原子炉設置許可等を受けた原子炉施設並びに核燃料物質使

用許可等を受けた新型転換炉原型炉ふげん核燃料物質使用施設等である。

ただし，汚染のない（管理区域として設定した履歴のない）すべての地下

の建屋及び構造物並びに基礎を除く。 

廃止措置対象施設を表 4－3 に示す。 
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(2) 廃止措置対象施設の敷地 

敷地は，福井県敦賀市敦賀半島のほぼ北端に位置している。なお、敷地

は，日本原子力発電株式会社敦賀発電所の敷地の一部を借用しており，

敷地面積は約 30 万ｍ２である。廃止措置対象施設及びその敷地を図 4－

1 に示す。 

 

4.2 廃止措置対象施設の状況 

(1) 廃止措置対象施設の概要 

新型転換炉原型炉施設（熱出力 557MW，電気出力 165MW）は，重水

減速沸騰軽水冷却圧力管型原子炉の原型炉であり，昭和 45 年 3 月 2 日

に原子炉設置の許可を申請した以降，表 4－1 に示す原子炉設置許可及び

原子炉設置変更許可を受けた施設である。 

 

(2) 廃止措置対象施設の運転履歴 

昭和 53 年 3 月 20 日に初臨界に到達以降，平成 15 年 3 月 29 日に原

子炉の運転を終了するまで，約 25 年間の原子炉の運転実績を有し，施設

内外に放射性物質の汚染を生じるような事故を起こすことなく，安全に

原子炉を運転してきた。 

平成 15 年 3 月 29 日に原子炉の運転を終了した後，原子炉の機能停

止措置として，燃料体は，平成 15 年 8 月 13 日に原子炉から全量の取出

しを完了し，使用済燃料として使用済燃料貯蔵プールに貯蔵している。  

 

(3) 廃止措置対象施設の状況 

新型転換炉原型炉施設は，平成 15 年 3 月 29 日の原子炉の運転終了

に伴い，原子炉の運転のために必要な施設については，供用を終了し，機

能を停止した状態にある。 
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一方，使用済燃料，重水，放射性廃棄物等を貯蔵保管していること及び

廃止措置対象施設の一部が汚染していることから，原子炉の運転終了以

降も継続して維持管理が必要な放射線管理施設等の施設及び今後の廃止

措置に必要な消火設備等の施設については，原子炉運転中と同様の機能

を維持管理中である。 

なお，供用を終了した施設のうち，系統内に残存する放射性物質があ

る場合，放射性物質の施設内外への漏えい防止及び弁等の誤操作対策等

の観点から，系統の隔離，密封等の適切な措置を講じるとともに，系統内

に残存する放射性気体及び放射性液体を可能な限り除去してきている。  
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表 4-1 新型転換炉原型炉施設における原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯 

許可年月日 許可番号 備     考 

昭和 45 年 11 月 30 日 45 原第 7659 号 新型転換炉原型炉施設の設置のため 

昭和 47 年 2 月 28 日 47 原第 1731 号 
新型転換炉原型炉施設の変更（一次
冷却系ループ数，最高使用圧力及び
温度，燃料体数等の変更） 

昭和 49 年 8 月 31 日 49 原第 7136 号 

新型転換炉原型炉施設の変更（プル
トニウム燃料の同位体混合比，カラ
ンドリア管内径及び肉厚，隔離冷却

系ポンプ駆動方式，希ガスホールド
アップ装置等の変更) 

昭和 51 年 8 月 20 日 51 安（原規）第 25 号 

新型転換炉原型炉施設の変更（特殊
燃料集合体の追加，固体廃棄物貯蔵

庫の新設及び新燃料貯蔵設備の容量
変更等） 

昭和 54 年 9 月 28 日 54 安（原規）第 109 号 
新型転換炉原型炉施設の変更（使用
済燃料貯蔵設備の変更） 

昭和 55 年 7 月 7 日 55 安（原規）第 88 号 
新型転換炉原型炉施設の変更（燃料
集合体の濃縮度等の変更） 

昭和 57 年 5 月 24 日 57 安（原規）第 7 号 
新型転換炉原型炉施設の変更（敷地
の一部変更） 

昭和 58 年 5 月 20 日 58 安（原規）第 46 号 
新型転換炉原型炉施設の変更（固体
廃棄物貯蔵庫の増設） 

昭和 59 年 3 月 17 日 59 安（原規）第 28 号 
新型転換炉原型炉施設の変更（照射
用 36 本燃料集合体の装荷） 

昭和 60 年 11 月 25 日 60 安（原規）第 150 号 
新型転換炉原型炉施設の変更（照射
用セグメント燃料集合体の装荷） 

昭和 61 年 8 月 7 日 61 安（原規）第 104 号 

新型転換炉原型炉施設の変更（使用
済イオン交換樹脂貯蔵タンクの増
設，雑固体廃棄物焼却設備の新設
等） 

昭和 63 年 9 月 22 日 63 安（原規）第 300 号 
新型転換炉原型炉施設の変更（照射
用ガドリニア燃料集合体の装荷） 

― ― 
変更届出 本文 9, 10 の追記（原子

炉設置変更許可申請書添付書類 9, 10
の本文への記載） 

平成 30 年 4 月 25 日 原規規発第 1804253 号 
新型転換炉原型炉施設の変更（使用
済燃料の処分の方法の変更） 
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表 4-2 核燃料物質使用許可等の経緯 

許可年月日 許可番号 備     考 

昭和 52 年６月 27 日 52 安(核規)第 1659 号  

昭和 58 年８月１日 58 安(核規)第 372 号 

(1) 核燃料物質の種類にプルトニウ
ム年間予定使用量 1×10-12gPu236(6
×10-4μCi)を追加 

(2) 使用の目的に放射能測定試料中
のプルトニウムの分析測定を追
加 

(3) 使用施設及び貯蔵施設にプルト
ニウム 236 関係を追加 

平成４年６月 30 日 ４安(核規)第 197 号 

(1) 使用施設の設備として，放射線管
理用機器を追記 

(2) 第２事務棟の環境分析室及び環
境測定室におけるプルトニウム
236 の使用に関する記載を削除 

平成 19 年６月 12 日 19 諸文科科第 1023 号 

(1) 使用の方法に核燃料の移動に伴
う中性子検出器の追記 

(2) 核燃料物質の種類に濃縮ｳﾗ ﾝ
(UO2，U-235：93.1wt%)の追記 

(3) 年間予定使用量に濃縮ｳﾗﾝ(UO2，
U-235：93.1wt%)1.08ｇの追記 

(4) 使用済燃料の処分の方法に核燃
料の移動に検認に使用する中性
子検出器の保管廃棄方法を追記 

(5) 使用施設の位置，構造及び設備に
アニュラス部の追記 

(6) 本文参考図面の追加 

平成 23 年 10 月 17 日 23 受文科科第 4400 号 

(1) 貯蔵施設の位置，構造及び設備か
ら４号倉庫の削除 

(2) 本文参考図面の削除 
(3) 核物質防護上の観点からの図面

の見直し 

平成 25 年５月 23 日 原規研発第 1305232 号 
(1) 非破壊分析測定装置の実証試験

実施に伴う変更 
(2) その他記載の適正化 

平成 25 年 10 月８日 原規研発第 1310081 号 

(1) 非破壊分析測定装置の実証試験
終了に伴う変更 

(2) 原子炉の運転終了に伴う変更 
(3) その他記載の適正化 
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表 4－3 廃止措置対象施設 〔1／4〕 

(1) 原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた施設 

施設区分 設備等の区分 設 備（ 建 屋 ） 名 称 

原子炉施設
の一般構造 

その他の主要な構造 

原子炉建屋＊2 
原子炉補助建屋＊2 
タービン建屋 
燃料貯蔵プール建屋＊2 
廃棄物処理建屋 

原子炉本体 

炉心 圧力管，カランドリア管，燃料体，制御棒 

燃料体 燃料体 

減速材及び反射材 重水 

原子炉容器 
圧力管 
カランドリアタンク 
カランドリア管 

放射線遮へい体 
鉄水遮へい体 
外周壁及び原子炉建屋外壁 

核燃料物質
の取扱施設
及び貯蔵施
設 

核燃料物質取扱設備 
燃料交換装置 
燃料移送装置 
キャスク取扱装置 

核燃料物質貯蔵設備 
新燃料貯蔵設備 
使用済燃料貯蔵設備＊2 

原子炉冷却
系統施設 

一次冷却設備 

冷却材再循環系 
主蒸気系 
タービン 
復水器 
タービン・バイパス系 
給水系 
原子炉冷却材浄化系 

非常用冷却設備 

高圧注水系 
低圧注水系 
急速注水系 
隔離冷却系 
蒸気放出プール冷却系 

その他の主要な事項 余熱除去系 

計測制御系

統施設 

計装 

核計装 
その他の主要な計装 
（蒸気ドラム水位，蒸気ドラム圧力，冷却材再循
環流量，給水流量，蒸気流量，制御棒位置，重水
系流量，カランドリアタンク重水水位など） 

安全保護回路 
原子炉停止回路 
その他の主要な安全保護回路 
（補助保護機能，警報回路，連動回路） 

*2 核燃料物質使用許可施設、設備にも該当。 
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表 4－3 廃止措置対象施設 〔2／4〕 

(1) 原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた施設 

施設区分 設備等の区分 設 備（ 建 屋 ） 名 称 

計測制御系
統施設 

制御設備 
制御材（制御棒，ほう素濃度の調整） 
制御材駆動設備 

非常用制御設備 重水ダンプ系 
その他の主要な事項 初圧調整装置 

放射性廃棄
物の廃棄施
設 

気体廃棄物の廃棄施設 

貯留タンク 
活性炭式希ガスホールドアップ装置 
減衰管 
主排気筒 
廃棄物処理建屋排気筒 

液体廃棄物の廃棄設備 

機器ドレン処理系 
床ドレン処理系 
再生廃液処理系 
洗濯廃液処理系 
重水ドレン処理系 
復水器冷却水放水路 

固体廃棄物の廃棄設備 

使用済イオン交換樹脂貯蔵タンク 
(粒状廃樹脂貯蔵タンク，粉末廃樹脂貯蔵タンク) 
フィルタスラッジ貯蔵タンク 
雑固体廃棄物焼却設備 
ベーラ 
アスファルト固化装置 
固体廃棄物貯蔵庫＊2 
（第 1 固体廃棄物貯蔵庫，第 2 固体廃棄物貯蔵
庫） 

放射線管理

施設 

屋内管理用の主要な設備 

放射線管理関係設備 
(放射線管理室，汚染検査室等) 

放射線監視設備 
（プロセスモニタ，エリアモニタ＊2，分析用放射
線測定装置＊2，携帯用及び半固定放射線検出器＊

2） 

屋外管理用の主要な設備 

主排気筒モニタ 
廃棄物処理建屋排気筒モニタ 
復水器冷却水放水路の放水槽モニタ 
液体廃棄物処理系排水モニタ 
気象観測設備*1 
固定モニタリング設備*1 
放射能観測車（無線装置付） 

*1 日本原子力発電株式会社 敦賀発電所との兼用部分については除く。 

*2 核燃料物質使用許可施設、設備にも該当。 
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表 4－3 廃止措置対象施設 〔3／4〕 

(1) 原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた施設 

施設区分 設備等の区分 設 備（ 建 屋 ） 名 称 

原子炉格納
施設 

構造 
原子炉格納容器 
外周コンクリート壁 

その他の主要な事項 
原子炉格納容器空気再循環設備 
アニュラス排気設備 
原子炉格納容器内部スプレ設備 

その他原子
炉の附属施
設 

重水系 

重水冷却熱交換器 
重水貯槽 
重水循環ポンプ 
ポイズン除去塔 
重水浄化塔 

ヘリウム系 

エゼクタ 
気液分離器 
再結合器 
冷却器（重水混合式） 
予熱器 
脱湿器 
活性炭吸着器 
冷却器（円筒多管式） 

炭酸ガス系 液体炭酸ガス貯槽 

原子炉補機冷却系 
熱交換器 
原子炉補機冷却水ポンプ 

海水系 原子炉補機冷却系海水ポンプ 

換気設備 

原子炉建屋換気系 
原子炉補助系統換気系 
廃棄物処理系統換気系 
中央制御室換気系 
保物室換気系 
タービン建屋換気系 
燃料貯蔵プール建屋換気系 
廃棄物処理建屋設備室換気系 
廃棄物処理建屋制御室換気系 

非常用電源設備 

受電系統 
（275ｋV*1，77ｋV） 
ディーゼル発電機 
蓄電池 
（所内用，核計装用） 

*1 日本原子力発電株式会社 敦賀発電所との兼用部分については除く。 
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表 4－3 廃止措置対象施設 〔4／4〕 

(2) 廃止措置を実施するために必要な主要施設 

施設区分 設備等の区分 設 備（ 建 屋 ） 名 称 

廃止措置を

実施するた

めに必要な

主要施設 

発電所補助系設備 
消火設備 

圧縮空気系設備 

 - クレーン設備 

 

 

 

  



10 

 

 

 

 

第 4-1 図 廃止措置対象施設の敷地 
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図 4－1 新型転換炉原型炉施設の廃止措置対象施設及びその敷地 
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五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

5.1 廃止措置の基本方針 

新型転換炉原型炉施設の廃止措置は，以下の基本方針の下に，｢核原料物

質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律｣（以下｢原子炉等規制法｣と

いう。），｢核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令｣，

｢研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置，運転等に関する規則

（平成 12 年 11 月 6 日総理府令第 122 号，平成 17 年 11 月 22 日改正及び平

成 30 年 8 月 21 日改正）｣（以下「開発段階炉規則」という。）等の関係法

令（以下「関係法令」という。）の遵守及び｢核燃料物質の加工の事業に関す

る規則等の規定に基づき，線量限度等を定める告示｣（以下「線量告示」と

いう。）等の関係告示の要求を満足するように行うとともに，原子力安全委

員会指針である「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方（平成

13 年 8 月 6 日一部改訂）」に適合するようにする。 

 

(1) 新型転換炉原型炉施設の廃止措置は，施設周辺の一般公衆及び放射線

業務従事者に対し，原子炉等規制法に基づき定められている線量限度を

遵守するとともに，ALARA の基本的考え方に基づき，合理的に達成可能

な限り放射線被ばくを低減するよう，適切な解体撤去方法・手順及び核

燃料物質による汚染の除去方法・手順を策定して実施する。また，解体撤

去等に伴い発生する放射性廃棄物の処理・処分についても同様とする。  

 

(2) 廃止措置期間中において，保安のために必要な原子炉施設を適切に維

持管理するとともに，放射線管理及び放射性廃棄物管理は，原子炉運転

中と同様に関係法令及び線量告示に適合するようにする。 

 

(3) 廃止措置に係る工事等を安全・確実に行うために，装置を導入する場

合は，それらの装置の機能等に応じて日本産業規格等の規格及び規準に
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準拠する。 

これらの導入する装置は，専ら廃止措置のために原子炉周辺設備解体

撤去期間以降に設置する装置であり，原子炉運転中における考慮すべき

施設・設備の事故やこれに起因する放射性物質の環境への大量漏えいの

危険性と比較し，これらの装置を含めた施設・設備のリスクは低いもの

の，廃止措置のために導入する装置は，安全確保対策として，事故防止対

策はもとより，ALARA の基本的考え方の観点から被ばく低減対策，漏え

い及び拡散防止対策を講じるために，遮へい機能，漏えい防止機能等を

備えたものとする。 

 

(4) 原子炉施設の建屋強度を考慮して，各建屋を適切に維持管理するとと

もに，適切な解体撤去方法・手順等を策定し，廃止措置を実施する。  

 

(5) 廃止措置の実施に当たっては，上述の(1)から(4)までに係る保安のため

に必要な措置を「新型転換炉原型炉施設 原子炉施設保安規定」（以下「保

安規定」という。）に定め，これに基づき適切な品質マネジメントシステ

ムの下に保安管理を実施する。 

そのほか，新型転換炉原型炉施設の廃止措置を通して得られる知見や

経験は，今後の原子力施設の廃止措置等においても有効に活用できる成

果であり，新型転換炉原型炉施設を利用した研究開発等の実施を含め，

関係機関と連携をとりつつ技術協力と技術成果の公開に努めていく。  

 

5.2 廃止措置対象施設の解体方法 

廃止措置対象施設のうち，解体の対象となる施設は，汚染のないすべて

の地下の建屋及び構造物並びに基礎を除く新型転換炉原型炉施設である。  

これらの施設の解体は，以下の解体方針の下に廃止措置対象施設に応じ

た手順で行うものとする。 
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解体撤去の工事等の主要な手順を図 5－1，廃止措置対象施設の解体撤去

の工事方法を表 5－1 に示す。 

 

(1) 新型転換炉原型炉施設の廃止措置は，使用済燃料を貯蔵していること，

廃止措置工事に関する経験・実績を蓄積すること，原子炉運転中の定期

点検時と同等以下の総被ばく線量となる放射能減衰を考慮すること等か

ら，以下の 4 段階の期間に区分し，この順序で実施する。 

 

① 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間においては，「七 廃止措置

に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質による汚染分布とそ

の評価方法を含む。）」の方法に従って行う重水系・ヘリウム系等の汚

染の除去工事及び解体撤去物の搬出ルート及び処理エリア確保のため

に，原子炉冷却系統施設のうち，一次冷却設備である復水器等の解体

撤去工事を行う。 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間においては，施設内に使用

済燃料を貯蔵していることから，使用済燃料の貯蔵に係る安全確保の

ための機能を維持管理し，その機能に影響を与えない範囲で，供用を

終了した放射能レベルの比較的低い及び汚染のない施設・設備の解体

撤去を行い，解体撤去工事を通じて廃止措置工事に関するデータ取得，

経験・実績の蓄積を図る。 

 

② 原子炉周辺設備解体撤去期間 

原子炉周辺設備解体撤去期間においては，原子炉建屋内における原

子炉領域の解体撤去に用いる原子炉領域遠隔解体装置及び解体撤去物

搬送装置の設置完了までとし，これらの設置範囲にある干渉設備・機

器等（原子炉周辺設備）である原子炉冷却系統施設の一次冷却設備の



 
14 

一部（冷却材再循環系等）及びその他原子炉の附属施設の一部（重水

系・ヘリウム系等）等の解体撤去工事を行う。 

また，原子炉周辺設備解体撤去期間においては，重水系・ヘリウム系

等の汚染の除去期間と同様に，施設内に使用済燃料を貯蔵しているこ

とから，使用済燃料の貯蔵に係る安全確保のための設備である核燃料

物質の取扱施設及び貯蔵施設等を維持管理し，その機能に影響を与え

ない範囲で，供用を終了した放射能レベルの比較的低い及び汚染のな

い施設・設備の解体撤去を行うとともに，重水系・ヘリウム系等の汚染

の除去期間と同様に，解体撤去工事を通じて廃止措置工事に関するデ

ータ取得，経験・実績の蓄積を図る。 

 

③ 原子炉本体解体撤去期間 

原子炉本体解体撤去期間においては，放射線業務従事者の総被ばく

線量が原子炉運転中の定期点検時と同等以下の総被ばく線量となる放

射能減衰を考慮し，かつ，重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間及び

原子炉周辺設備解体撤去期間に蓄積した廃止措置工事に関するデータ，

経験・実績を活かして，放射能レベルの比較的高い原子炉領域の解体

撤去を行う。 

また，使用済燃料の搬出が完了するまでは，使用済燃料の貯蔵に係

る安全確保のための設備を維持管理し，その機能に影響を与えない範

囲で, 供用を終了した放射能レベルの比較的低い及び汚染のない施設・

設備の解体撤去を継続して行う。使用済燃料の貯蔵に係る安全確保の

ための設備である核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設等については，

使用済燃料搬出完了後に解体撤去を行う。 

これらの汚染したすべての設備・機器等を解体撤去し，各建屋及び

構築物の汚染の除去工事を行うとともに，施設内の汚染を除去した後

に，すべての管理区域を解除する。 
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④ 建屋解体期間 

建屋解体期間においては，管理区域を解除した建屋及び汚染のない

建屋も含めて廃止措置対象施設をすべて（汚染のないすべての地下の

建屋及び構造物並びに基礎を除く。）解体する。 

 

(2) 解体撤去工事に当たっては，事前に工事対象範囲の汚染状況等の確認

を行い，その結果に基づき，放射性物質の漏えい及び拡散防止対策，被ば

く低減対策等の安全確保対策を定めて，工事を行うことにより，環境へ

の放射性物質の放出抑制及び放射線業務従事者の被ばく低減に努める。

さらに，解体撤去工事の実施においては，周辺設備及び他系統へ影響が

及ばないこと，工事で発生する解体撤去物を放射能レベルや性状別に管

理できること等を考慮して，解体撤去手順を策定し，保安規定に基づき

安全に工事を実施する。 

 

(3) 廃止措置対象施設の解体撤去の順序は，供用を終了した設備・機器等

を対象とし，安全確保対策と合わせて，主に，以下を考慮して決定する。 

・廃止措置対象施設の放射能レベル及び汚染の状況 

・汚染の除去工事が必要な廃止措置対象施設 

・廃止措置のために導入する装置の設置場所の確保 

・解体撤去物の運搬ルートの確保 

・資機材置き場の確保 

 

5.2.1 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間の解体 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間では，重水搬出を計画的に行う

とともに，使用済燃料の貯蔵に係る安全確保のために，使用済燃料の施設

外への搬出完了まで維持する設備である核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施

設等により，未臨界維持，貯蔵，遮へい，除熱，浄化に係る機能を維持管理
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し，その機能に影響を与えない範囲で，供用を終了した設備・機器等の解体

撤去に着手する。 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に解体撤去に着手できる廃止措

置対象施設は，供用を終了した放射能レベルの比較的低い及び汚染のない

以下の施設・設備が対象である。 

・原子炉冷却系統施設（余熱除去系を除く。） 

・計測制御系統施設 

・気体廃棄物の廃棄施設 

・放射線管理施設 

・原子炉格納施設 

これらの施設・設備について，解体方針に基づき解体撤去を行っていく。

この期間の廃止措置対象施設は，原子炉運転中に行ってきた定期点検時に

おける分解・開放点検，設備取替え等での経験・実績を活かして比較的容易

に解体撤去できるポンプ，冷凍機，熱交換器，配管類等の設備・機器等及び

解体撤去物が放射性物質として扱う必要のないものと推定される設備・機

器等を優先的に解体撤去する。また，作業量の平坦化を考慮しつつ，安全か

つ合理的で適切な解体撤去工事を進め，廃止措置工事に関するデータ取得，

経験・実績の蓄積を図っていく。廃止措置対象施設の解体撤去は，工具等を

用いて分解・取外しを行うとともに，熱的切断装置若しくは機械的切断装

置で切断又はブレーカ等で破砕等を行う。 

これらの解体撤去工事は，放射能レベルが比較的低い設備・機器等を対

象とした工事であるが，工事に伴う環境への放射性物質の放出を抑制する

ために，必要に応じて汚染拡大防止囲い，局所フィルタ及び局所排風機等

を導入する。 

ただし，原子炉冷却系統施設の熱交換器類の解体撤去は，｢七 廃止措置

に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質による汚染分布とその評

価方法を含む。）｣の方法に従って行う汚染の除去工事の完了後に着手する
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ものとする。 

なお，原子炉領域と接続している原子炉冷却系統施設のうち，冷却材再

循環系の解体撤去については，安全かつ合理的に行うために，隣接する重

水系・ヘリウム系等の他の設備の解体撤去に合わせて，原子炉周辺設備解

体撤去期間以降に行う。 

 

5.2.2 原子炉周辺設備解体撤去期間の解体 

原子炉周辺設備解体撤去期間においては，使用済燃料搬出を計画的に行

うとともに，使用済燃料の貯蔵に係る安全確保のために，使用済燃料の施

設外への搬出完了まで維持する設備である核燃料物質の取扱施設及び貯蔵

施設等により，未臨界維持，貯蔵，遮へい，浄化に係る機能を維持し，その

機能に影響を与えない範囲で，供用を終了した設備・機器等の解体撤去を

行う。 

また，原子炉領域解体撤去に用いるための熱的切断装置又は機械的切断

装置，把持装置，吊り上げ装置及び解体用プール等から構成する原子炉領

域遠隔解体装置，解体撤去物搬送装置を設置するために，これらの設置範

囲にある干渉設備・機器等の解体撤去に着手する。また，重水系・ヘリウム

系等の汚染の除去期間中に解体撤去に着手できる施設・設備も継続して解

体撤去していく。 

原子炉周辺設備解体撤去期間に新たに解体撤去に着手できる廃止措置対

象施設は，供用を終了した放射能レベルの比較的低い及び汚染のない以下

の施設・設備が対象である。 

・核燃料物質取扱施設及び貯蔵施設のうち燃料交換装置，新燃料貯蔵設

備及び燃料移送装置のうち燃料出入機 

・ 原子炉冷却系統施設のうち余熱除去系 

・放射性廃棄物の廃棄施設のうち重水ドレン処理系及びアスファルト固

化装置 
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・その他原子炉の附属施設のうち重水系・ヘリウム系，原子炉補機冷却

系，炭酸ガス系，非常用電源設備のうち蓄電池（核計装用）及び 275kV

受電系統 

これらの施設・設備の解体撤去は，解体方針に基づき，工具等を用いて分

解・取外しを行うとともに，熱的切断装置若しくは機械的切断装置で切断

又はブレーカ等で破砕等を行う。 

また，重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に解体撤去に着手した施

設・設備と同様に，原子炉運転中に行ってきた定期点検時における分解・開

放点検，設備取替え及び重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間の設備・機

器等の解体撤去での経験・実績を活かして比較的容易に解体撤去できるポ

ンプ，冷凍機，熱交換器，配管類等の設備・機器等及び解体撤去物が放射性

物質として扱う必要のないものと推定される設備・機器等を優先的に選定

する。また，作業量の平坦化を考慮しつつ，安全かつ合理的で適切な解体撤

去工事を進め，廃止措置工事に関するデータ取得，経験・実績の蓄積を図っ

ていく。 

これらの解体撤去工事は，放射能レベルが比較的低い設備・機器等を対

象とした工事であるが，解体撤去工事に伴う環境への放射性物質の放出を

抑制するために，必要に応じて汚染拡大防止囲い，局所フィルタ及び局所

排風機等を導入する。 

ただし，重水系・ヘリウム系，供用を終了した熱交換器類及び供用を終了

した放射性廃棄物の廃棄施設のうち，放射性廃棄物貯蔵タンク類の解体撤

去は，｢七 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質によ

る汚染分布とその評価方法を含む。）｣の方法に従って行う汚染の除去工事

の完了後に着手するものとする。 

なお，原子炉領域と接続している冷却材再循環系，重水系・ヘリウム系等

の各設備の解体撤去については，重水系・ヘリウム系等のトリチウム除去

工事が完了し，原子炉領域と隔離するための措置を施してから，着手する
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ものとする。 

 

5.2.3 原子炉本体解体撤去期間の解体 

原子炉本体解体撤去期間では，放射能レベルが比較的高い原子炉領域の

解体撤去に着手する。その後，原子炉領域の解体撤去に伴い供用を終了す

る換気設備等の解体撤去に着手する。 

なお，原子炉周辺設備解体撤去期間と同様に，使用済燃料搬出を計画的

に行うとともに，使用済燃料の搬出が完了するまでは，使用済燃料の貯蔵

に係る安全確保のために，使用済燃料の施設外への搬出完了まで維持する

設備である核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設等により，未臨界維持，貯

蔵，遮へい，浄化に係る機能を維持し，その機能に影響を与えない範囲で，

供用を終了した設備・機器等を継続して解体撤去を行う。 

放射能レベルが比較的高い原子炉領域等の解体撤去に当たっては，重水

系・ヘリウム系等の汚染の除去期間及び原子炉周辺設備解体撤去期間に着

手した設備・機器等の解体撤去で培った経験等を活かすことにより，安全

かつ合理的で適切な解体撤去工事を行っていく。 

解体撤去手順としては，作業場所の線量当量率が十分低いことを確認し

て，原子炉周辺設備解体撤去期間中に設置した原子炉領域遠隔解体装置及

び解体撤去物搬送装置を使用し，原子炉領域及び放射線遮へい体の外周壁

である生体遮へい体の解体撤去を行う。 

原子炉領域を構成する設備・機器等の解体撤去は，放射能レベルが比較

的高い設備・機器等を対象とした工事であり，放射線業務従事者の被ばく

低減のために，原子炉領域遠隔解体装置等を使用するとともに，解体撤去

物を適切に処理・搬送するために，解体撤去物搬送装置等を使用する。さら

に，工事に伴う環境への放射性物質の放出を抑制するために，必要に応じ

て汚染拡大防止囲い，局所フィルタ及び局所排風機等を使用する。なお，各

装置の使用に当たっては，放射能レベルの比較的高い汚染物を取り扱う等
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の使用状況及び据付状況に応じて，必要な安全確保対策を講じることとす

る。 

また，原子炉領域を構成する設備・機器等は，放射能レベルが比較的高

く，材質の一部にジルコニウム合金を使用していることから，切断時の解

体撤去物，放射性粉じん等の粒子状放射性物質による被ばくの低減，発火

防止対策を図るため，原子炉領域上部に設置した解体用プールの水中にお

いて，熱的切断装置又は機械的切断装置等で切断して解体撤去する。さら

に，水遮へい効果が期待でき，より一層の被ばく低減を図ることができる。 

なお，原子炉領域解体撤去工事の着手時期は，それまでの解体撤去工事

で培った経験等が解体撤去工事に反映でき，また，この期間に行うすべて

の解体撤去工事における想定総被ばく線量が原子炉運転中の定期点検時に

おける総被ばく線量を下回ることに加え，ALARA の基本的考え方に基づき，

合理的に達成可能な限り放射線被ばくが低減できる放射能減衰等を考慮し

て，適切に設定した。 

使用済燃料搬出完了後には，供用を終了した核燃料物質取扱施設及び貯

蔵施設の解体撤去を行う。原子炉領域の解体撤去及び使用済燃料搬出完了

に伴い供用を終了する放射性廃棄物の廃棄施設，換気設備等の施設及びそ

の他の汚染された設備・機器等について，解体撤去を行う。これらの施設

は，放射能レベルが比較的低い設備・機器等であることから，重水系・ヘリ

ウム系等の汚染の除去期間及び原子炉周辺設備解体撤去期間に解体撤去し

た設備･機器等と同様の方法により解体撤去を行う。 

ただし，蒸気放出プール，燃料交換プール，使用済燃料貯蔵プール，熱交

換器類及び放射性廃棄物の廃棄施設のうち，放射性廃棄物貯蔵タンク類の

解体撤去は，｢七 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物

質による汚染分布とその評価方法を含む。）｣の方法に従って行う汚染の除

去工事の完了後に着手するものとする。 

また，本期間中に，汚染された設備・機器等をすべて解体撤去した建屋か
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ら，「七 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質による

汚染分布とその評価方法を含む。）」の方法に従って，各建屋及び構築物の

汚染の除去工事完了後に，すべての管理区域を順次解除していく。 

 

5.2.4 建屋解体期間の解体 

建屋解体期間では，原子炉本体解体撤去期間中に行った管理区域に設定

していた建屋等の汚染の除去工事により管理区域を解除した建屋及び汚染

のない建屋も含めて，廃止措置対象施設をすべて（汚染のないすべての地

下の建屋及び構造物並びに基礎を除く。）大型ブレーカ等の重機を用いて解

体する。 

 

廃止措置終了後の状態を図 5－2 に示す。 

 

5.3 新型転換炉原型炉施設を用いた研究開発 

新型転換炉原型炉施設を用いて実施する廃止措置に関わる安全性実証試

験(測定調査手法の検証，解体撤去物の除染試験，設備・機器等の解体試験

等)及び構造材等に関わる高経年化のための調査研究(耐応力腐食割れ等の

保全対策技術の有効性確認，経年劣化事象の評価に係る材料特性の把握等)

等において，維持管理する施設の機能並びに性能に影響を与えないよう保

安管理を行っていく。 

 

5.4 解体撤去物等の扱い 

解体撤去に伴い発生する廃棄物のうち，放射性気体廃棄物及び放射性液

体廃棄物は，関係法令，告示，廃止措置の基本方針等に基づき，原子炉運転

中における取扱い方法に準じ適切に処理を行い，主排気筒，廃棄物処理建

屋排気筒，復水器冷却水放水路より管理放出する。また，放射性固体廃棄物

は，関係法令，告示，廃止措置の基本方針等に基づき，放射能レベル区分や
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性状に応じて，適切な方法により処理を行い，廃止措置期間完了までに原

子炉等規制法に基づき廃棄の事業の許可を受けた者（以下「廃棄事業者」と

いう。）の廃棄施設に廃棄する。 

放射性廃棄物の処理に当たっては，分別，減容，除染等の廃棄物処理装置

等により放射性廃棄物の発生量の合理的な低減に努めるとともに，解体撤

去物及び放射性廃棄物を適切に処理・管理するために，必要な装置を導入

する。 

一方，放射性物質として扱う必要のないものについては，原子炉等規制

法に定める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出し，可能な限り再利

用に供するよう努める。なお，放射性廃棄物でない廃棄物（管理区域外から

発生した廃棄物を含む。）については，産業廃棄物として適切に廃棄すると

ともに，可能な限り再利用に供するよう努める。 

放射性廃棄物の処理・処分の詳細については，「八 廃止措置において廃

棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み

及び廃棄」に示す。 

 

5.5 解体撤去に係る安全確保対策 

解体撤去工事等（研究開発を含む。）の実施に当たっては，廃止措置の基

本方針に基づき，安全確保対策として以下の放射性物質の施設内外への漏

えい及び拡散防止対策，被ばく低減対策及び事故防止対策を講じること，

また，廃止措置のために導入する各装置については，安全対策を施した設

計を基本とする。これらの安全確保に係る事項を保安規定に定め，これに

基づき解体撤去工事等を行うこととする。 

 

(1) 漏えい及び拡散防止対策 

解体撤去工事等の実施に当たっては，放射性物質の施設内外への漏え

い防止及び拡散防止を考慮し，以下の措置を講じることとする。 
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供用を終了した施設のうち，放射性物質が系統内に残存する場合には，

解体撤去工事等の着手までに放射性物質の施設内外への漏えい防止及び

弁等の誤操作対策等の観点から，系統の隔離，密封等の適切な措置を講

じるとともに，系統内に残存する放射性気体及び放射性液体を可能な限

り除去することとする。 

解体撤去工事等により発生する気体状の放射性物質に対しては，既設

の建屋，構築物及び換気設備により施設外への拡散防止機能を維持する

とともに，この機能が損なわれないように解体撤去等の工事方法を計画

する。また，既設の建屋，構築物及び換気設備を解体撤去する等の工事の

実施に当たっては，必要に応じて汚染拡大防止囲い，局所フィルタ，局所

排風機等の施設外への拡散防止機能を有する装置を導入し，施設外への

拡散防止を図ることとする。 

放射能レベルの比較的高い汚染物を取り扱う工事を行う場合は，工事

に伴う放射性粉じん等の粒子状放射性物質の飛散を考慮して，汚染拡大

防止囲い，局所フィルタ，局所排風機を設置する等により施設内の汚染

拡散防止を図ることとする。 

また，重水の放射化により生成されたトリチウムを内包する重水系・

ヘリウム系等のトリチウム除去工事等に当たっては，既設の建屋，構築

物により障壁を構成し，原子炉補助系統換気系の非常用ガス処理系，ト

リチウム除去装置等により施設内への拡散防止を図ることとする。  

解体撤去工事等により発生する液体状の放射性物質に対しても同様に，

既設の液体廃棄物の廃棄設備を用いて処理を行うこととし，漏えい防止

機能を維持するよう工事方法を計画する。また，既設の液体廃棄物の廃

棄設備を解体撤去する等の工事の実施に当たっては，必要に応じて放射

性廃棄物処理装置等の漏えい防止機能を有する装置を導入する。 

なお，解体撤去工事等において，施設外への放射性物質の漏えい及び

拡散防止対策に係る管理が適切に行われていることを確認するため，解
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体撤去等の工事中の原子炉施設からの放射性物質の放出管理に係る放射

線モニタリング及び周辺環境に対する放射線モニタリングを適確に行う

こととする。 

 

(2) 被ばく低減対策 

解体撤去工事等の実施に当たっては，当該工事対象範囲における放射

性物質の表面密度，線量当量率及び空気中の放射性物質濃度を考慮して，

以下の措置を講じることにより，合理的に達成可能な限り被ばく低減に

努めることとする。 

放射能レベルの比較的高い原子炉領域は，放射能の減衰期間を考慮し

た解体撤去工程とする。 

外部被ばく低減のため，線量当量率の高い区域で工事を行う場合は，

作業区域内の線量当量率に応じて適切な遮へい設計を考慮した遠隔解体

装置等を導入し，放射線業務従事者の被ばくの低減を図る。また，線量当

量率等を考慮して，必要に応じて遮へいマット等を用いて放射線遮へい

措置を講じるとともに，作業の効率化又は立入制限等による被ばくの低

減を図ることとする。 

内部被ばく低減のため，放射性粉じん等の粒子状放射性物質の発生を

抑制する工法を採用するとともに，汚染レベルの高い区域で工事を行う

場合においては，汚染拡大防止囲い，局所フィルタ，局所排風機，マスク

等の防護具を用いる。また，重水系・ヘリウム系等に内包されるトリチウ

ムによる内部被ばくのおそれのある区域で工事を行う場合は，必要に応

じて汚染拡大防止囲い，原子炉補助系統換気系の非常用ガス処理系によ

る吸引，トリチウム防護服，マスク等の防護具の着用等により内部被ば

く低減に努める。 

さらに，解体撤去着手前に，外部被ばく又は内部被ばく低減のために，

設備・機器等の線量当量率，当該工事対象範囲における放射性物質の表
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面密度等を考慮して，必要に応じてトリチウム除去工事等の汚染の除去

工事を行うこととする。なお，汚染の除去工事については，｢七 廃止措

置に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質による汚染分布とそ

の評価方法を含む。）｣に示す。 

工事の実施に当たっては，あらかじめ計画した目標線量（以下「計画線

量」という。）を設定し，工事の進捗に伴い実績線量と比較し，必要に応

じて改善策を検討する等して被ばく低減に努める。また，工事区域内の

放射線環境に応じてサーベイメータ等により線量当量率を測定するとと

もに，線量当量率が著しく変動するおそれのある工事については，可搬

式エリアモニタ装置等を用いて，作業中の線量当量率を監視する。  

 

(3) 事故防止対策 

解体撤去工事等に当たっては，周辺設備及び廃止措置対象外施設への

影響を回避する工事方法を計画する。 

地震，台風等の自然事象に備え，内包する有意な汚染を除去するまで

放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮へい体

として既設の建屋及び構築物を維持する。建屋の一部の壁においては，

圧縮強度が設計基準強度を下回るデータが得られていることから，コン

クリート強度を考慮した工事方法を計画し，実施することとする。また，

低い圧縮強度のデータが得られた壁に支持されている設備・機器等の解

体撤去工事を行う場合には，立入制限等の保安措置を講じることとする。

なお，廃止措置期間中においても各建屋の巡視及び点検等を継続実施す

る。 

火災，爆発及び重量物の取扱いによる人為事象に対する安全対策とし

て，火災の防護の観点から難燃性の資機材の使用，可燃性ガスを使用す

る場合の管理の徹底，重量物に適合した揚重設備の使用等の措置を講じ

る。 
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事故発生時には，事故拡大防止等の応急措置を講じるとともに，早期

の復旧に努めることとする。 

なお，一般労働災害防止対策として，高所作業対策，石綿等有害物対

策，感電防止対策，粉じん障害対策，酸欠防止対策，振動対策，騒音対策，

火傷防止対策，回転工具取扱対策等を講じる。 

 

(4) 廃止措置のために導入する装置の安全設計 

新型転換炉原型炉施設の廃止措置に係る工事を安全・確実に行うため

に，解体撤去，廃棄物の処理に係る各装置の導入を行う。 

各装置の導入に当たっては，廃止措置の基本方針に基づき，それらの

装置の機能等に応じて日本産業規格等の規格及び規準に準拠するととも

に，必要に応じて漏えい及び拡散防止対策，被ばく低減対策，事故防止対

策の安全確保対策を講じたものとする。また，廃止措置のために導入す

る装置のうち，放射性物質を内包する装置である減容安定化処理装置及

びセメント混練固化装置については，仕様が確定した段階で廃止措置計

画に反映し，変更認可を受けるものとする。 

廃止措置のために導入する装置に対する安全対策の設計方針を表 5－2

に示す。 
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六 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し 

6.1 施設内の核燃料物質の状況 

平成 19 年 9 月 30 日時点における新型転換炉原型炉施設の原子炉設置許可等に

よる核燃料物質の貯蔵状況は，表 6－1 に示すとおりである。 

なお，未使用燃料は貯蔵しておらず，今後も核燃料物質を新型転換炉原型炉施

設内には持ち込まない。 

核燃料物質使用許可等による核燃料物質の種類及び数量（年間予定使用量）は，

表 6－2 に示すとおりである。 

 

6.2 核燃料物質の管理 

原子炉設置許可等による使用済燃料は，全量の搬出が完了するまで使用済燃料

貯蔵プールに貯蔵し，原子炉設置許可申請書に記載のとおり，原子炉運転中と同

様の取扱い・管理を行うこととする。 

原子炉設置許可等による使用済燃料については，既設の専用燃料取扱施設で取

り扱うとともに，臨界管理，貯蔵管理，遮へい管理を行う。また，使用済燃料の

取扱い及び貯蔵に係る施設に関して，必要な機能を維持管理することを保安規定

に定めるとともに，定期的な点検・検査を行う。 

核燃料物質使用許可等による核燃料物質については，許可を受けた貯蔵施設に

おいて適切に管理する。 

 

6.3 核燃料物質の措置 

原子炉設置許可等による使用済燃料は，国内又は我が国と原子力の平和利用に

関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者に全量を譲り渡す。 

核燃料物質使用許可等による核燃料物質は，許可を受けた貯蔵施設の機能を停

止する前までに他施設へ搬出する。 
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6.4 核燃料物質の搬出計画 

原子炉設置許可等による使用済燃料は，専用の使用済燃料輸送用容器に収納し，

専用の輸送船により，2026 年度までに国内又は我が国と原子力の平和利用に関す

る協力のための協定を締結している国の再処理事業者の再処理施設へ全量を搬出

する予定である。使用済燃料の搬出は，事業所内の運搬，事業所外の運搬等の関

係法令を遵守して実施していく。 
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表 6－1 原子炉設置許可等による核燃料物質の貯蔵状況 

種  別 貯蔵場所 体数 

使

用

済

燃

料 

標準燃料集合体 

濃縮ウラン燃料集

合体 

使用済燃料貯蔵プール  14 体 

ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物燃料

集合体 

使用済燃料貯蔵プール 418 体 

特殊燃料集合体 使用済燃料貯蔵プール  28 体 

照射用 36 本燃料集合体 使用済燃料貯蔵プール 1 体 

照射用セグメント燃料集合体 使用済燃料貯蔵プール 0 体 

照射用ガドリニア燃料集合体 使用済燃料貯蔵プール 5 体 

未使用燃料 新燃料貯蔵庫 0 体 

合  計 466 体 

（平成 19 年 9 月 30 日時点） 

 

表 6－2 核燃料物質使用許可等による核燃料物質の種類及び数量 

種類 数量 

濃縮ウラン （U3O8,UO2,U-235:80～95wt%） 0.07 g 

濃縮ウラン （UO2,U-235:93.1wt%） 1.08 g 

混合ウラン （UO2,U-235:10～30wt%,U-234:70～90wt%） 0.09 g 

プルトニウム （Pu(NO3)4, Pu-236 水溶液） 1×10-12 g（22.2 Bq） 
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七 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質による汚染分布とそ

の評価方法を含む） 

 

新型転換炉原型炉施設の廃止措置対象施設の一部においては，核燃料物質又は核

燃料物質によって汚染された物による汚染がある。 

これらの汚染設備・機器等については，「五 5.1 廃止措置の基本方針」に基づき，

公衆及び放射線業務従事者の被ばく低減及び放射性物質の施設内外への漏えい防止

の観点から，解体撤去工事の着手前までに系統内に残存する放射性物質を合理的に

可能な限り除去する。 

新型転換炉原型炉施設の汚染は，約 25 年間の原子炉の運転に伴い，原子炉冷却系

統施設，重水系等の設備・機器等を構成する金属の腐食によって溶出した，鉄，コ

バルト等の成分が放射化したことによる放射性腐食生成物等に起因している。また，

減速材及び反射材に重水を使用していることから，重水の放射化により生成したト

リチウムによる汚染がある。 

これらの汚染の除去は，事前に対象施設・設備の汚染状況等の確認を行い，その

結果に基づき，その実施要否及び方法を確定するとともに，被ばく低減の観点から，

合理的に達成可能な目標線量当量率を定めて実施する。また，放射性物質の漏えい

及び拡散防止対策，被ばく低減対策等の安全確保対策を定めて，汚染の除去を行う

ことで，環境への放射性物質の放出抑制及び放射線業務従事者の被ばく低減に努め

ることとする。さらに，周辺設備及び他系統へ影響が及ばないよう，運用管理につ

いて保安規定に定め，これに基づき安全に工事を行う。 

また，原子炉運転中の設備・機器等の定期点検等に際し，被ばく低減対策として

行ってきた系統除染，高圧水洗浄等の化学的及び機械的除染の経験・実績を活かし，

設備・機器等に応じた合理的かつ適切な汚染の除去を行う。 

 

7.1 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による汚染の除去の方法 

新型転換炉原型炉施設における解体撤去工事を除く汚染の除去対象施設は，放
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射性腐食生成物が付着又は蓄積している設備・機器等及びトリチウムを内包して

いる重水系・ヘリウム系等であり，以下の汚染の除去を行う。 

解体撤去工事を除く核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による汚

染の除去の工事方法を表 7－1 に示す。 

 

(1) 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去工事 

重水系・ヘリウム系等の系統内には，トリチウムを内包していることから，

内部被ばくの要因となり，また，重水系・ヘリウム系の一部の機器には，放射

性腐食生成物が付着していることから，外部被ばくの要因となる。 

このため，解体撤去工事における被ばく低減を図る観点から，設備・機器等

の解体撤去に先立ち，以下のとおり汚染の除去を行う。 

① 残留重水回収工事 

重水系・ヘリウム系等の系統内には，系統構造上，重水貯槽への重水回

収後も一部の重水が残留している。このため，各系統の機器及び配管ごと

に範囲を分割して，弁又は配管切断・閉止による隔離後，重水が残留して

いる箇所の切断・穿孔等により重水を可能な限り回収し，施設外へ搬出す

る。 

② トリチウム除去工事 

カランドリアタンクを含む重水系・ヘリウム系等のトリチウムを内包す

る設備・機器等を対象としてトリチウム除去工事を実施する。このため，

トリチウム除去装置を導入し，対象系統に接続して乾燥空気を通気し循環

させるとともに，必要に応じて局部加熱等を行い，系統内の空気を置換す

る。導入する装置は，放射線業務従事者の被ばく低減のため，放射性物質

の漏えい防止機能を考慮するものとする。 

なお，トリチウム除去に伴い回収する液体のうち，重水として再利用可

能なものについては，施設外へ搬出する。また，トリチウムを含む再利用

できない廃液（以下｢トリチウムを含む廃液｣という。）については，非常用
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ガス処理系の収集タンクに収集し，放射性廃棄物の廃棄施設により処理す

る。 

また，原子炉本体のうち，カランドリアタンク等のトリチウム除去に当

たっては，制御棒の案内管等に重水が残留していることから，トリチウム

除去工事前に制御棒等を撤去する。 

③ 重水系・ヘリウム系の放射性腐食生成物の除染工事 

重水系・ヘリウム系を構成する重水冷却熱交換器等の一部の機器には，

放射性腐食生成物が蓄積し，線量当量率上昇の要因となっている。このた

め，設備・機器等の解体撤去に先立ち，被ばく低減，放射性物質の漏えい

及び拡散防止の観点から，原子炉運転中の定期点検時に行った系統除染の

知見・経験を踏まえ，化学的除染法による放射性腐食生成物除染装置を導

入し，除染を行う。また，必要に応じて機械的除染法を適用する。導入す

る装置は，日本産業規格等の規格及び規準に準拠し，放射性物質の漏えい

防止機能及び遮へい機能を考慮するものとする。 

なお，除染により発生した廃液等は，放射性廃棄物の廃棄施設により，

性状及び汚染拡大防止を考慮した方法で処理する。 

 

(2) 各プールの汚染の除去工事 

① 蒸気放出プールの除染工事 

冷却材再循環系の圧力異常上昇時の蒸気逃しラインから発生する蒸気の

凝縮水の流出先及び低圧注水系等の取水源である蒸気放出プール内には，

冷却材を保有していることから，冷却材に含まれる放射性腐食生成物が蓄

積している。このため，解体撤去に先立ち，被ばく低減を図る観点から，

原子炉運転中の定期点検時に行った類似箇所への機械的除染法の知見・経

験を踏まえ，高圧水洗浄等の方法で除染を行う。なお，除染により発生し

た廃液等は，放射性廃棄物の廃棄施設により，性状及び汚染拡大防止を考

慮した方法で処理する。 



 
52 

② 燃料交換プールの除染工事 

炉心からの取出し又は装荷する燃料体等を使用済燃料貯蔵プールへ移送

する際に経由する燃料交換プール内には，使用済燃料等の取扱いに伴い，

放射性腐食生成物が蓄積している。このため，燃料交換プール内にある遮

へいプラグ及び制御棒等炉内挿入物の移送完了後，解体撤去に先立ち，被

ばく低減を図る観点から，原子炉運転中の定期点検時に行った機械的除染

法の経験，実績等を踏まえ，高圧水洗浄等の方法で除染を行う。 

なお，除染により発生した廃液等は，放射性廃棄物の廃棄施設により，

性状及び汚染拡大防止を考慮した方法で処理する。 

③ 使用済燃料貯蔵プールの除染工事 

使用済燃料，制御棒等を貯蔵している使用済燃料貯蔵プール内には，使

用済燃料等の取扱い及び貯蔵に伴い，放射性腐食生成物が蓄積している。

このため，使用済燃料貯蔵プール内にある使用済燃料等の貯蔵物品をすべ

て搬出後，解体撤去に先立ち，被ばく低減を図る観点から，使用済燃料貯

蔵プールの一部である燃料受渡プール内の設備を対象として原子炉運転

中の定期点検時に行った機械的除染法の経験，実績等を踏まえ，使用済燃

料貯蔵プールを高圧水洗浄等の方法で除染する。なお，除染により発生し

た廃液等は，放射性廃棄物の廃棄施設により，性状及び汚染拡大防止を考

慮した方法で処理する。 

(3) 熱交換器類の汚染の除去工事 

原子炉冷却系統施設のうち，原子炉冷却材浄化系等の熱交換器については，

冷却材によって運ばれる放射性腐食生成物が内部に蓄積しており，線量当量率

が上昇している。このため，機器解体撤去に先立ち，被ばく低減を図る観点か

ら，必要に応じて原子炉運転中の定期点検時に行った化学的及び機械的除染法

の経験・実績等を踏まえ，化学的又は機械的方法により除染を行う。 

なお，除染により発生した廃液等は，放射性廃棄物の廃棄施設により，性状

及び汚染拡大防止を考慮した方法で処理する。 
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(4) 放射性廃棄物貯蔵タンク類の汚染の除去工事 

放射性廃棄物の廃棄施設のうち，液体廃棄物及び固体廃棄物の受入れ又は貯

蔵するタンク内には，液体廃棄物及び固体廃棄物の放射性腐食生成物が蓄積し

ており，タンク内の廃棄物の抜き出し後に，タンク内に残留する放射性腐食生

成物により線量当量率が上昇する。このため，解体撤去に先立ち，被ばく低減

を図る観点から，原子炉運転中の定期点検時に行った機械的除染法の知見・経

験等を踏まえ，必要に応じて高圧水洗浄等の方法で除染を行う。 

なお，除染により発生した廃液等は，放射性廃棄物の廃棄施設により，性状

及び汚染拡大防止を考慮した方法で処理する。 

 

(5) 各建屋及び構築物の汚染の除去工事 

各建屋及び構築物については，管理区域の解除に先立ち，すべての汚染設備

が撤去された建屋又は構築物から順次，残存している汚染をはつり等の方法で

除染する。 

なお，はつり等の除染により発生した廃棄物は，必要に応じて既設の放射性

廃棄物の廃棄施設又は可搬式処理装置で処理を行うとともに，容器に収納し，

適切に処理する。 

 

7.2 汚染の除去に係る安全確保対策 

汚染の除去の実施に当たっては，「五 5.1 廃止措置の基本方針」に基づき，安

全確保対策として，放射性物質の施設内外への漏えい及び拡散防止対策，被ばく

低減対策，事故防止対策を講じることを基本とし，これらについては，「五 5.5 解

体撤去に係る安全確保対策」に準じて行う。 
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八 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物

の発生量の見込み及び廃棄 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物は，放射性気体廃棄物，

放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物に分類される。 

このうち，放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物は，関係法令，告示

及び「五 5.1 廃止措置の基本方針」等に基づいて適切に処理を行い管

理放出する。また，放射性固体廃棄物については，関係法令，告示及び「五

5.1 廃止措置の基本方針」等に基づき，放射能レベル区分及び性状に応じ

て，適切な方法により処理を行い，廃止措置期間完了までに廃棄事業者の廃

棄施設に廃棄又は原子炉等規制法に定める所定の手続き及び確認を経て放

射性物質として扱う必要のないものとして施設から搬出し，可能な限り再利

用に供するように努める。 

 

8.1 放射性気体廃棄物の廃棄 

放射性気体廃棄物は，原子炉運転中における取扱い方法と同様に，発

生から処理等の各段階において，廃棄物の漏えい，汚染の拡散及び放射

線による被ばくを防止できるよう，適切に処理を行い管理放出する。 

 

8.1.1 放射性気体廃棄物の種類及び処理処分の方法 

(1) 原子炉運転中及び廃止措置準備期間に発生した放射性気体廃棄物の

種類及び処理処分の方法 

原子炉運転中及び廃止措置準備期間に発生した放射性気体廃棄物

の種類は，主に以下のとおりである。この期間に発生した放射性気体

廃棄物は，廃棄物の種類・性状等に応じて原子炉設置許可申請書の記

載の方法に従って処理を行い，すべて処分済みである。 
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① 一次冷却設備である復水器内の空気及び非凝縮ガス等の空気抽出

器からの排ガス 

② 一次冷却設備であるタービンの軸がケーシングを貫通する部分

（タービングランド）等から排出する空気及び非凝縮ガス等の排

ガス 

③ 一次冷却設備であるタービンの起動時及び停止時等に復水器内

等の空気及び非凝縮ガス等を排出し，真空の上昇・維持を行うた

めの起動用真空ポンプ運転に伴い発生する排ガス 

④ 原子炉容器である圧力管とカランドリア管の空間部の熱遮へい

に使用する炭酸ガス系からの排ガス 

⑤ 減速材及び反射材である重水の劣化防止，炉心の重水水位保持

等に使用するヘリウム系からの排ガス（重水の放射化により生成

されたトリチウムの放射性ガスを含む。） 

⑥ 重水系・ヘリウム系等の施設の点検作業及び重水抜出し作業等に

伴い発生する気体状のトリチウムを含む排ガス 

⑦ 換気設備の運転に伴い発生する排ガス 

⑧ 固体廃棄物の廃棄設備である雑固体廃棄物焼却設備の運転に伴

い発生する排ガス（以下｢雑固体廃棄物焼却設備の排ガス｣とい

う。） 

 

(2) 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に発生する放射性気体廃棄

物の種類及び処理処分の方法 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に発生する放射性気体廃棄

物は，主に以下のものがある。この期間に発生する放射性気体廃棄物
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は，廃棄物の種類・性状等に応じて原子炉設置許可申請書の記載の方

法に従って処理を行い，以下のとおり処分する。また，必要に応じて

汚染拡大防止囲い，局所フィルタ，局所排風機を設置する等により，

汚染拡散防止を図る。 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間の放射性気体廃棄物の処理

処分フローを図 8－1に示す。 

①  放射性粉じん等の粒子状放射性物質 

汚染機器の解体撤去工事等に伴い発生する放射性粉じん等の粒子

状放射性物質は，既設の換気設備を経由し，放射性物質濃度を連続

監視しながら主排気筒又は廃棄物処理建屋排気筒から放出する。 

② 放射性よう素及び希ガス 

万一の使用済燃料破損時に雰囲気中に放出される放射性よう素及

び希ガスは，既設の換気設備を経由し，放射性物質濃度を連続監視

しながら主排気筒から放出する。 

③ 気体状のトリチウムを含む排ガス 

重水搬出のための重水抜出し作業及び重水系・ヘリウム系の放射

性腐食生成物の除染工事に伴い発生する気体状のトリチウムを含む

排ガスは，必要に応じて非常用ガス処理系を経由し，既設の換気設

備を経て，放射性物質濃度を連続監視しながら主排気筒から放出す

る。 

また，重水系・ヘリウム系等の施設の汚染の除去工事のうち，残

留重水回収工事，トリチウム除去工事に伴い発生する気体状のトリ

チウムを含む排ガスは，非常用ガス処理系を経由し，既設の換気設

備を経て，放射性物質濃度を連続監視しながら主排気筒から放出す

る。 
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なお，非常用ガス処理系の使用により回収されるトリチウムを含

む廃液は，非常用ガス処理系の収集タンクに収集し，液体廃棄物の

廃棄設備にて処理する。 

④ 雑固体廃棄物焼却設備の排ガス 

雑固体廃棄物焼却設備の排ガスは，既設の換気設備を経由し，

放射性物質濃度を連続監視しながら廃棄物処理建屋排気筒から放出

する。 

 

(3) 原子炉周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性気体廃棄物の

種類及び処理処分の方法 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性気体廃棄物は，

主に以下のものがある。この期間に発生する放射性気体廃棄物は，廃

棄物の種類・性状等に応じて原子炉設置許可申請書の記載の方法に従

って処理を行い，以下のとおり処分する。 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降の放射性気体廃棄物の処理処分

フローを図 8－2に示す。 

なお，既設の換気設備を解体撤去する際には，必要に応じて汚染拡

大防止囲い，局所フィルタ，局所排風機を設置する等により，汚染拡

散防止を図る。 

① 放射性粉じん等の粒子状放射性物質 

放射性粉じん等の粒子状放射性物質は，既設の換気設備を経由し，

放射性物質濃度を連続監視しながら主排気筒又は廃棄物処理建屋排

気筒から放出する。また，必要に応じて汚染拡大防止囲い，局所フ

ィルタ，局所排風機を設置する等により，汚染拡散防止を図る。 

② 放射性よう素及び希ガス 
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使用済燃料の貯蔵中において，万一の使用済燃料破損時に雰囲気

中に放出される放射性よう素及び希ガスは，既設の換気設備を経由

し，放射性物質濃度を連続監視しながら主排気筒から放出する。 

③ 減容安定化処理装置からの排ガス 

使用済イオン交換樹脂等の減容及び無機化・安定化処理を行う装

置（以下「減容安定化処理装置」という。）の運転に伴い発生する排

ガスは，既設の換気設備を経由し，放射性物質濃度を連続監視しな

がら主排気筒から放出する。 

④ 気体状のトリチウムを含む排ガス 

重水系・ヘリウム系等の施設の解体撤去工事に伴い発生する気体

状のトリチウムを含む排ガスは，必要に応じて非常用ガス処理系を

経由し，既設の換気設備を経て，放射性物質濃度を連続監視しなが

ら主排気筒から放出する。 

なお，非常用ガス処理系の使用により回収されるトリチウムを含

む廃液は，非常用ガス処理系の収集タンクに収集し，液体廃棄物の

廃棄設備にて処理する。 

⑤ 雑固体廃棄物焼却設備の排ガス 

雑固体廃棄物焼却設備の排ガスは，既設の換気設備を経由し，

放射性物質濃度を連続監視しながら廃棄物処理建屋排気筒から放出

する。 

 

8.1.2 放射性気体廃棄物の推定放出量 

廃止措置期間中の放射性気体廃棄物の推定放出量を表 8－1に示す。 

廃止措置期間中における放射性気体廃棄物のうち，トリチウムの最

大推定放出量は，重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間で約 1.4×
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1013Bq/年,原子炉周辺設備解体撤去期間以降で約 3.1×1011Bq/年であ

り，トリチウム以外の放射性物質の最大推定放出量は，重水系・ヘリ

ウム系等の汚染の除去期間で約 6.0×109Bq/年，原子炉周辺設備解体撤

去期間以降は約 8.7×1012Bq/年である。 

 

8.1.3 放射性気体廃棄物の管理方法 

放射性気体廃棄物を適切に処理処分するため，発生量を合理的に可

能な限り低減するとともに，既設の気体廃棄物の廃棄施設及び測定に

必要な放出管理用計測器等を維持管理する。 

また，放射性気体廃棄物の放出に際しては，主排気筒及び廃棄物処

理建屋排気筒において放射性物質濃度の測定等を行い，線量告示に定

める周辺監視区域の外の空気中の濃度限度を超えないように管理する。 

したがって，放射性気体廃棄物の管理は，表 8－1 に示す核種のう

ち，被ばく線量に寄与する割合の合計値が 90％以上を占める日常的に

測定可能な核種について推定放出量以下となるよう，必要な措置，放

出管理目標値等を保安規定に定めて行う。 

なお，表 8－1に示す核種ごとの被ばく線量に寄与する割合は，「九 

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理」表 9－7 年間実効線量評価結果

（平常時：放射性気体廃棄物）に示すとおりである。 

 

8.2 放射性液体廃棄物の廃棄 

放射性液体廃棄物は，原子炉運転中における取扱い方法に準じ，発生

から貯蔵，処理等の各段階において，廃棄物の漏えい，汚染の拡大及び

放射線による被ばくを防止できるよう，適切に処理を行い管理放出する。 
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8.2.1 放射性液体廃棄物の種類及び処理処分の方法 

(1) 原子炉運転中及び廃止措置準備期間に発生した放射性液体廃棄物の

種類及び処理処分の方法 

原子炉運転中及び廃止措置準備期間に発生した放射性液体廃棄物

の種類は，主に以下のとおりである。この期間に発生した放射性液体

廃棄物は，廃棄物の種類・性状等に応じて原子炉設置許可申請書の記

載の方法に従って処理を行い，すべて処分済みである。なお，劣化重

水については，再利用に供するため，計画的に搬出中である。 

① ポンプの軸シールから発生する冷却水等の廃液（以下「機器ド

レン廃液」という。） 

② 換気設備の局所冷却装置から発生する凝縮水等の廃液（以下「床

ドレン廃液」という。） 

③ イオン交換樹脂の再生や機器の除染等の際に発生する廃液（以

下｢再生廃液｣という。） 

④ 手洗い，シャワー水及び洗濯等により発生する廃液（以下｢洗濯

廃液｣という。） 

⑤ 重水系の樹脂交換の際等に発生する劣化重水（重水ドレン廃液） 

⑥ 重水の放射化により生成されるトリチウムを含む廃液 

 

(2) 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に発生する放射性液体廃棄

物の種類及び処理処分の方法 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に発生する放射性液体廃棄

物の種類は，主に以下のものがある。この期間に発生する放射性液体
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廃棄物は，廃液の種類・性状等に応じて原子炉設置許可申請書の記載

の方法に従って処理を行い，以下のとおり処分する。なお，劣化重水

については，再利用に供するため，計画的に搬出する。 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間の放射性液体廃棄物の処理

処分フローを図 8－3に示す。 

① 機器ドレン廃液 

以下の廃液を含む機器ドレン廃液は，ろ過処理，脱塩処理等を

行った後に廃液サンプルタンク又は床ドレンサンプルタンクに移

して放射性物質濃度及び水質を測定し，復水器冷却水放水路から海

洋に放出する。必要に応じて廃液収集タンク，廃液中和タンク等に

戻して再度処理する。 

(a) 蒸気放出プール・燃料交換プール等の排水に伴う廃液 

(b) 設備・機器等の洗浄及び汚染の除去工事等に伴い発生する廃液 

(c) 放射線遮へい体である鉄水遮へい体内の冷却水（遮へい冷却

水）の排水に伴う廃液 

② 床ドレン廃液 

床ドレン廃液は，機器ドレン廃液と同様に処理する。 

③ 再生廃液 

設備・機器等の汚染の除去工事等の際に発生する廃液を含む再

生廃液は，中和処理及び蒸発濃縮処理等を行い，その際に発生

する廃液のうち濃縮廃液は，固体廃棄物の廃棄設備により処理

し，蒸気を凝縮させた廃液は，機器ドレン廃液として処理する。 

④ 洗濯廃液 

洗濯廃液は，ろ過処理等を行った後に洗濯廃液サンプルタンク

に移して放射性物質濃度及び水質を測定し，復水器冷却水放水路か
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ら海洋に放出する。必要に応じて廃液中和タンクへ送り再生廃液と

して再度処理する。 

⑤ トリチウムを含む廃液 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去工事に伴い発生するトリチ

ウムを含む廃液及び非常用ガス処理系の使用により回収される

トリチウムを含む廃液は，非常用ガス処理系の収集タンクに収

集後，放射性物質濃度を測定し，必要に応じて希釈等の措置を講じ，

復水器冷却水放水路から海洋に放出する。 

 

(3) 原子炉周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性液体廃棄物の種

類及び処理処分の方法 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性液体廃棄物の

種類は，主に以下のものがある。この期間に発生する放射性液体廃棄

物は，重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間と同様な処理及び処

分を行うとともに，廃液の種類・性状等に応じて原子炉設置許可申

請書の記載の方法に従い処理を行い，以下のとおり処分する。 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降の放射性液体廃棄物の処理処分

フローを図 8－4に示す。 

① 機器ドレン廃液 

以下の廃液を含む機器ドレン廃液は，ろ過処理，脱塩処理等を

行った後に廃液サンプルタンク又は床ドレンサンプルタンクに移

して放射性物質濃度及び水質を測定し，復水器冷却水放水路から

海洋に放出する。必要に応じて廃液収集タンク，廃液中和タンク

等に戻して再度処理する。 

(a) 蒸気放出プール・燃料交換プール等の排水に伴う廃液 
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(b) 設備・機器等の洗浄及び汚染の除去工事等に伴い発生する

廃液 

(c) 原子炉領域及び生体遮へい体を含む設備・機器等の解体撤

去工事に伴い発生する廃液 

② 床ドレン廃液 

床ドレン廃液は，機器ドレン廃液と同様に処理する。なお，床

ドレン処理系のろ過装置（プレコートフィルタ）は，二次廃棄物

の発生を伴うため，廃棄物の低減を図る観点から使用しないこと

とし，機器ドレン処理系の二次廃棄物の発生が少ないろ過装置（中

空糸膜フィルタ）により処理する方法に変更する。変更に当たっ

ては，機器ドレン廃液及び床ドレン廃液の発生量が機器ドレン処

理系で充分に処理可能であることを確認する。 

③ 再生廃液 

設備・機器等の汚染の除去工事等の際に発生する廃液を含む

再生廃液は，中和処理及び蒸発濃縮処理等を行い，その際に発

生する廃液のうち濃縮廃液は，固体廃棄物の廃棄設備により処

理し，蒸気を凝縮させた廃液は，機器ドレン廃液として処理す

る。 

④ 洗濯廃液 

洗濯廃液は，ろ過処理等を行った後に洗濯廃液サンプルタンク

に移して放射性物質濃度及び水質を測定し，復水器冷却水放水路

から海洋に放出する。必要に応じて廃液中和タンクへ送り再生廃

液として再度処理する。 

⑤ トリチウムを含む廃液 

重水系・ヘリウム系等の設備・機器等の解体撤去工事に伴い発
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生するトリチウムを含む廃液及び非常用ガス処理系の使用によ

り回収されるトリチウムを含む廃液は，非常用ガス処理系の収集

タンクに収集後，放射性物質濃度を測定し，必要に応じて希釈等

の措置を講じ，復水器冷却水放水路から海洋に放出する。 

 

8.2.2 放射性液体廃棄物の推定放出量 

廃止措置期間中の放射性液体廃棄物の推定放出量を表 8－2に示す。 

廃止措置期間中における放射性液体廃棄物のうち，トリチウムの最

大推定放出量は，重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間で約 8.5×

1012Bq/年，原子炉周辺設備解体撤去期間以降で約 2.6×1012Bq/年であ

り，トリチウム以外の放射性物質の最大推定放出量は，重水系・ヘリ

ウム系等の汚染の除去期間で約 9.9×109Bq/年，原子炉周辺設備解体撤

去期間以降は約 3.8×108Bq/年である。 

 

8.2.3 放射性液体廃棄物の管理方法 

放射性液体廃棄物を適切に処理処分するため，発生量を合理的に可

能な限り低減するとともに，既設の液体廃棄物の廃棄設備及び測定に

必要な放出管理用計測器等を維持管理する。 

また，放射性液体廃棄物の放出に際しては，機器ドレン処理系，床

ドレン処理系及び洗濯廃液処理系の各サンプルタンク並びに非常用ガ

ス処理系の収集タンクにおいて放射性物質濃度の測定等を行い，必要

に応じて希釈等の措置を講じ，線量告示に定める周辺監視区域の外側

の境界における水中の濃度限度を超えないように管理する。 

したがって，放射性液体廃棄物の管理は，表 8－2 に示す核種のう

ち，被ばく線量に寄与する割合の合計値が 90％以上を占める日常的に
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測定可能な核種について推定放出量以下となるよう，必要な措置，放

出管理目標値等を保安規定に定めて行う。 

なお，表 8－2に示す核種ごとの被ばく線量に寄与する割合は，「九 

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理」表 9－11 年間実効線量評価結

果（平常時：放射性液体廃棄物）に示すとおりである。 

 

8.3 放射性固体廃棄物の廃棄 

放射性固体廃棄物は，原子炉運転中における取扱い方法に準じ，発生

から貯蔵，処理等の各段階において，廃棄物の飛散，汚染の拡大及び放

射線による被ばくを適切に防止できるよう放射能濃度に応じて，放射能

レベルの比較的高い低レベル放射性廃棄物（以下「レベル 1」という。），

放射能レベルの比較的低い低レベル放射性廃棄物（以下「レベル 2」と

いう。），放射能レベルの極めて低い低レベル放射性廃棄物（以下「レベ

ル 3」という。）に区分し，それぞれの区分及び性状等に応じて，適切な

方法により管理を行い，放射性固体廃棄物の合理的な低減に努め，廃止

措置期間完了までに廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する。 

なお，放射性物質として扱う必要のないものは，原子炉等規制法に定

める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出し，可能な限り再利用に

供するように努める。 

 

8.3.1放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法 

(1) 原子炉運転中及び廃止措置準備期間に発生した放射性固体廃棄物の

種類及び処理の方法 

原子炉運転中及び廃止措置準備期間に発生した放射性固体廃棄物の
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種類は，主に以下のとおりである。この期間に発生した放射性固体廃棄

物の処理は，廃棄物の種類・性状等に応じて原子炉設置許可申請書の記

載の方法に従って，以下のとおり行ってきた。放射性固体廃棄物の既貯

蔵量を表 8－3に示す。 

① 液体廃棄物の廃棄設備の蒸発濃縮処理により発生する濃縮廃液

（以下「濃縮廃液」という。）は，アスファルト固化装置により固

化処理してドラム缶詰めとし，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管して

おり，一部の濃縮廃液については，濃縮廃液貯蔵タンクに貯蔵し

ている。 

② 液体廃棄物の廃棄設備のろ過装置等から発生するフィルタスラッ

ジ（以下「フィルタスラッジ」という。）は，フィルタスラッジ貯

蔵タンクに貯蔵している。 

③ プール水冷却浄化系のろ過脱塩器から発生する粉末状の使用済イ

オン交換樹脂（以下「粉末状の使用済イオン交換樹脂」という。）

は，粉末廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵している。 

④ 原子炉冷却材浄化系の混床式脱塩器，重水系のポイズン除去塔及

び重水浄化塔，復水脱塩装置，液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置

から発生する粒状の使用済イオン交換樹脂（以下「粒状の使用済

イオン交換樹脂」という。）は，性状ごとに粒状廃樹脂貯蔵タンク

に貯蔵している。また，復水脱塩装置，液体廃棄物の廃棄設備の

脱塩装置から発生する粒状の使用済イオン交換樹脂の一部につい

ては，ドラム缶詰めとし，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管している。 

⑤ 点検作業，定常作業等により発生する紙，布等の可燃性固体廃棄

物（以下「可燃性固体廃棄物」という。）は，雑固体廃棄物焼却設

備により焼却減容又は直接ドラム缶及び鉄箱に詰め，固体廃棄物
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貯蔵庫に貯蔵保管しており，焼却により発生する焼却灰は，ドラ

ム缶に詰め，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管している。 

⑥ 点検作業，定常作業等により発生する資機材，使用済排気フィル

タ，設備更新等で発生する金属類，コンクリート等の不燃性固体

廃棄物（以下「不燃性固体廃棄物」という。）は，性状等に応じて

ドラム缶及び鉄箱に詰め，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管している。 

⑦ 炉心から交換のために取り出した制御棒は，使用済燃料貯蔵プー

ル内の制御棒収容ラックに貯蔵している。 

 

(2) 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に発生する放射性固体廃棄

物の種類及び処理の方法 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に発生する放射性固体廃

棄物の種類は，主に以下のものがある。この期間に発生する放射性

固体廃棄物は，廃棄物の種類・性状等に応じて原子炉設置許可申請書

の記載の方法に従って，以下のとおり処理する。 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間の放射性固体廃棄物の処理

処分フローを図 8－5に示す。 

① 濃縮廃液 

濃縮廃液は，濃縮廃液貯蔵タンクに貯蔵し，必要に応じてアスフ

ァルト固化装置により固化処理してドラム缶詰めとし，固体廃棄

物貯蔵庫に貯蔵保管する。 

② フィルタスラッジ 

フィルタスラッジは，フィルタスラッジ貯蔵タンクに貯蔵する。 

③ 粉末状の使用済イオン交換樹脂 

粉末状の使用済イオン交換樹脂は，粉末廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵
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する。 

④ 粒状の使用済イオン交換樹脂 

液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置等から発生する粒状の使用済イ

オン交換樹脂は，性状ごとに粒状廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵又は必

要に応じてドラム缶等に詰め，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。 

⑤ 可燃性固体廃棄物 

解体撤去及び汚染の除去に係る工事等の廃止措置関連作業により

発生する紙，布等を含む可燃性固体廃棄物は，雑固体廃棄物焼却

設備により焼却減容して，焼却灰をドラム缶等に詰め，固体廃棄

物貯蔵庫に貯蔵保管する。 

また，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管している可燃性固体廃棄物に

ついても同様の処理を行う。 

⑥ 不燃性固体廃棄物 

解体撤去及び汚染の除去に係る工事等の廃止措置関連作業によ

り発生する金属類，コンクリート等を含む不燃性固体廃棄物は，

種類・性状等に応じて以下の処理を行う。なお，放射性物質とし

て扱う必要のないものと推定されるものは，必要に応じて他の放

射性固体廃棄物と区分及び除染処理を行い，放射性物質として扱

う必要のないものとして，原子炉等規制法に定める所定の手続き

及び確認を経て施設から搬出する。 

(a) 不燃性固体廃棄物のうち，金属類については，仕分・切断等

の処理を行い，必要に応じて除染処理，減容処理を行い，

ドラム缶等に詰め，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。ま

た，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管している不燃性固体廃棄

物についても同様の処理を行う。 



78 

 

(b) 不燃性固体廃棄物のうち，コンクリートについては，必要に

応じて除染処理を行い，ドラム缶等に詰め，固体廃棄物貯

蔵庫に貯蔵保管する。また，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管

している不燃性固体廃棄物についても同様の処理を行う。 

(c) 原子炉本体の炉心に挿入中の制御棒及び燃料交換プールに

仮置きしている遮へいプラグについては，使用済燃料貯蔵プー

ルに貯蔵する。 

⑦ 放射性物質として扱う必要のないもの 

解体撤去物等のうち，放射性物質として扱う必要のないものと推

定されるものは，必要に応じて除染処理を行い，原子炉等規制法

に定める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出する。 

 

(3) 原子炉周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性固体廃棄物の種

類及び処理の方法 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降に発生する放射性固体廃棄物の

種類は，主に以下のものがある。これらの放射性固体廃棄物は，重水

系・ヘリウム系等の汚染の除去期間と同様な処理を行うとともに，廃

棄物の種類・性状等に応じて処理及び廃棄体とするため，「五 5.1 廃止

措置の基本方針」に基づき，廃止措置のための装置としてセメント混練

固化装置，減容安定化処理装置，レベル 2用モルタル充填固化装置，レ

ベル 1用廃棄体化処理・搬送装置等を導入し，以下のとおり処理する。 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降の放射性固体廃棄物の処理処分フ

ローを図 8－6に示す。 
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①  濃縮廃液 

濃縮廃液は，濃縮廃液貯蔵タンクに貯蔵する。貯蔵している濃

縮廃液は，固化材（セメント）と混練して，廃棄体を製作する装

置（以下「セメント混練固化装置」という。）によりドラム缶等に

固化材と混練して固化し，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。 

② フィルタスラッジ 

フィルタスラッジは，フィルタスラッジ貯蔵タンクに貯蔵する。

貯蔵しているフィルタスラッジは，必要に応じて減容安定化処理

装置にて処理を行い，セメント混練固化装置によりドラム缶等に

固化材と混練して固化又は直接ドラム缶等に詰め，固体廃棄物貯

蔵庫に貯蔵保管する。 

③ 粉末状の使用済イオン交換樹脂 

粉末状の使用済イオン交換樹脂は，粉末廃樹脂貯蔵タンクに貯

蔵する。貯蔵している粉末状の使用済イオン交換樹脂は，必要に

応じて減容安定化処理装置にて処理を行い，セメント混練固化装

置によりドラム缶等に固化材と混練して固化又は直接ドラム缶等

に詰め，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。 

④ 粒状の使用済イオン交換樹脂 

液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置等から発生する粒状の使用済

イオン交換樹脂は，性状ごとに粒状廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵又は

必要に応じてドラム缶等に詰め，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管す

る。 

粒状廃樹脂貯蔵タンク及び固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管してい

る粒状の使用済イオン交換樹脂は，必要に応じて減容安定化処理

装置にて処理を行い，セメント混練固化装置によりドラム缶等に
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固化材と混練して固化又は直接ドラム缶等に詰め，固体廃棄物貯

蔵庫に貯蔵保管する。 

⑤ 可燃性固体廃棄物 

解体撤去及び汚染の除去に係る工事等の廃止措置関連作業によ

り発生する紙，布等を含む可燃性固体廃棄物は，雑固体廃棄物焼

却設備により焼却減容して，必要に応じて焼却灰をセメント混練

固化装置によりドラム缶等に固化材と混練して固化又は直接ドラ

ム缶等に詰め，固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管する。また，固体廃

棄物貯蔵庫に貯蔵保管している可燃性固体廃棄物についても同様

に処理する。 

⑥ 不燃性固体廃棄物 

解体撤去及び汚染の除去に係る工事等の廃止措置関連作業によ

り発生する金属類，コンクリート等を含む不燃性固体廃棄物は，

種類・性状等に応じて，以下の処理を行う。なお，放射性物質と

して扱う必要のないものと推定されるものは，必要に応じて他の

放射性固体廃棄物と区分及び除染処理を行い，放射性物質として

扱う必要のないものとして，原子炉等規制法に定める所定の手続

き及び確認を経て施設から搬出する。 

(a) 不燃性固体廃棄物のうち，金属類については，仕分・切断

等の処理，必要に応じて除染処理，減容処理を行い，レベル 3

相当の廃棄物は，ドラム缶等に砂等を充填又は直接ドラム缶

等に詰めるとともに，レベル 2 相当の廃棄物は，ドラム缶等に

固化材（モルタル）を充填し，レベル 2の廃棄体を製作する装置

（以下「レベル 2 用モルタル充填固化装置」という。）によりド

ラム缶等に固化又は直接ドラム缶等に詰め，固体廃棄物貯蔵庫
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及び保管区域に貯蔵保管する。また，固体廃棄物貯蔵庫及び保

管区域に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物についても同様

の処理を行う。 

(b) 不燃性固体廃棄物のうち，コンクリートについては，必要に

応じて除染処理を行い，ドラム缶等に詰め，固体廃棄物貯蔵

庫及び保管区域に貯蔵保管する。また，固体廃棄物貯蔵庫及び

保管区域に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物についても同

様の処理を行う。 

(c)  制御棒，遮へいプラグ及び原子炉領域の解体撤去に伴い発

生するレベル 1相当の放射化金属等は，必要に応じて切断・減容

処理を行い，レベル 1の廃棄体を製作する装置（以下「レベル 1

用廃棄体化処理・搬送装置」という。）によりドラム缶等に砂等

を充填又は直接ドラム缶等に詰め，固体廃棄物貯蔵庫及び保管区

域に貯蔵保管する。また，使用済燃料貯蔵プールに貯蔵している

制御棒及び遮へいプラグについても同様の処理を行う。 

⑦ 放射性物質として扱う必要のないもの 

解体撤去物等のうち，放射性物質として扱う必要のないものと推

定されるものは，必要に応じて除染処理を行い，原子炉等規制法

に定める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出する。 

 

8.3.2 放射性固体廃棄物の処分方法 

放射性固体廃棄物の処分は，上述の処理を行い，固体廃棄物貯蔵庫

及び建屋内の保管区域に貯蔵保管し，廃止措置期間完了までに廃棄

事業者の廃棄施設に，搬出検査を行った後に廃棄する。廃棄先は，

解体撤去に伴い放射性固体廃棄物が発生し，廃棄施設への搬出が必要
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となる時期までに確定することとする。 

ただし，処理や運搬スケジュール，廃棄先の都合等により施設内で

の放射性固体廃棄物の貯蔵保管が必要な場合は，固体廃棄物貯蔵庫又

は建屋内に設ける保管区域に貯蔵保管する。 

保管区域の設定に際しては，廃棄物による汚染の拡大及び一般公衆

の被ばく防止等を考慮した安全確保対策を講じるとともに，貯蔵保管

する廃棄物に起因する直接線量とスカイシャイン線量について評価す

ることを保安規定に定めて管理する。 

建屋内に設定する保管区域を図 8-7 に示す。保管区域は，以下の

とおり放射性固体廃棄物のレベル区分ごとに設定し，その容量の合

計は，約 21，600m3である。 

① レベル 1 は，原子炉建屋の蒸気放出プール，燃料貯蔵プール

建屋の使用済燃料貯蔵プール（使用済燃料搬出後）に貯蔵保

管する。 

② レベル 2 及びレベル 3 は，あらかじめ指定する各建屋内の地

下階の保管区域に貯蔵保管する。 

③ 放射性物質として扱う必要のないものと推定されるものは，

あらかじめ指定する各建屋内の保管区域に貯蔵保管する。 

また，廃止措置期間を通して，解体撤去に伴い発生する解体撤去

物等の処理過程にあるものの一時保管（仮置き）を除き，放射性固

体廃棄物の貯蔵量が，固体廃棄物貯蔵庫及び保管区域の貯蔵容量を

超えないよう解体撤去，処理，貯蔵，運搬，廃棄等を行う。 
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8.3.3 放射性固体廃棄物の推定発生量 

核燃料物質によって汚染された固体状物質の既貯蔵量及び今後

の推定発生量を表 8－4 に示す。 

原子炉運転中及び廃止措置準備期間に発生した放射性固体廃棄物

の既貯蔵量は約 3，200 トン，今後の廃止措置期間中に発生する核

燃料物質によって汚染された固体状物質の推定発生量（汚染の除去

を考慮しない値）は，約 47，500 トンであり，合計で約 50，700 ト

ンと推定される。 

 

8.3.4 放射性固体廃棄物の管理方法 

放射性固体廃棄物を適切に処理処分するため，放射能レベル及び

性状別に区分管理し，必要に応じて除染・減容処理等を行い，放射

性廃棄物の発生量を合理的に可能な限り低減するとともに，固体廃

棄物の廃棄設備を維持管理する。 

また，廃止措置に伴い発生する放射性固体廃棄物については，適

切に貯蔵保管するとともに，貯蔵，処理等の過程で高濃度のものが低

濃度のものに混入することがないよう管理する。 

これらの放射性固体廃棄物の取扱いに係る必要な措置を保安規定

に定めて管理する。 

また，放射性固体廃棄物の事業所内及び事業所外における運搬は，

関係法令を遵守して実施していく。 
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- 

・残留重水回収工事に伴い発生する気体
状のトリチウムを含む排ガス
・トリチウム除去工事に伴い発生する気
体状のトリチウムを含む排ガス

・重水搬出のための重水抜出し作業に伴い発
生する気体状のトリチウムを含む排ガス
・重水系・ヘリウム系の放射性腐食生成物の
除染工事に伴い発生する気体状のトリチウム
を含む排ガス

廃棄物処理建屋
排気筒

主排気筒

雑固体廃棄物焼却設備の排ガス

換気設備
・原子炉建屋換気系
・原子炉補助系統換気系
・廃棄物処理系統換気系
・保物室換気系
・タービン建屋換気系
・燃料貯蔵プール建屋換気系
・廃棄物処理建屋設備室換気系
（貯蔵室排風機による吸引）

換気設備
・廃棄物処理建屋設備室換気系
（焼却室排風機による吸引）

放射性粉じん等の粒子状放射性物質

汚染機器の解体撤去工事等に伴い発生する放
射性粉じん等の粒子状放射性物質

放射性よう素及び希ガス

万一の使用済燃料破損時に雰囲気中に放出さ
れる放射性よう素及び希ガス

気体状のトリチウムを含む排ガス

放射性粉じん等の粒子状放射性物質

汚染機器の解体撤去工事等に伴い発生する放
射性粉じん等の粒子状放射性物質

雑固体廃棄物焼却設備の運転に伴い発生する
排ガス

液体廃棄物の廃棄設備へ

トリチウムを含む廃液

非常用ガス処理系

図 8－1 放射性気体廃棄物の処理処分フロー（重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間） 
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廃棄物処理建屋
排気筒

主排気筒

雑固体廃棄物焼却設備の排ガス

換気設備
・原子炉建屋換気系
・原子炉補助系統換気系
・廃棄物処理系統換気系
・保物室換気系
・タービン建屋換気系
・燃料貯蔵プール建屋換気系
・廃棄物処理建屋設備室換気系
（貯蔵室排風機による吸引）

非常用ガス処理系

換気設備
・廃棄物処理建屋設備室換気系
（焼却室排風機による吸引）

放射性粉じん等の粒子状放射性物質

気体状のトリチウムを含む排ガス

重水系・ヘリウム系等の施設の解体撤去工事
に伴い発生する気体状のトリチウムを含む排
ガス

放射性粉じん等の粒子状放射性物質

汚染機器の解体撤去工事等に伴い発生する放
射性粉じん等の粒子状放射性物質

雑固体廃棄物焼却設備の運転に伴い発生する
排ガス

減容安定化処理装置からの排ガス

減容安定化処理装置の運転に伴い発生する排
ガス

汚染機器の解体撤去工事等に伴い発生する放
射性粉じん等の粒子状放射性物質

液体廃棄物の廃棄設備へ

トリチウムを含む廃液

万一の使用済燃料破損時に雰囲気中に放出さ
れる放射性よう素及び希ガス(使用済燃料搬
出完了まで）

放射性よう素及び希ガス

 
図 8－2 放射性気体廃棄物の処理処分フロー（原子炉周辺設備解体撤去期間以降） 
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トリチウムを含む廃液

床ドレン廃液

再生廃液

洗濯廃液

機器ドレン廃液

廃液収集タンク

廃液中和タンク

洗濯廃液タンク

床ドレン収集タンク

・ポンプの軸シールから発生する冷却水
等の廃液
・蒸気放出プール・燃料交換プール等の
排水に伴う廃液
・設備・機器等の洗浄及び汚染の除去工
事等に伴い発生する廃液
・放射線遮へい体である鉄水遮へい体内
の冷却水（遮へい冷却水）の排水に伴う
廃液

・イオン交換樹脂の再生の際に発生する
廃液
・設備・機器等の汚染の除去工事等の際
に発生する廃液

廃液サージタンク

換気設備の局所冷却装置から発生する凝
縮水等の廃液

ろ過処理 脱塩処理

廃液サンプル
タンク

ろ過処理

床ドレンサンプル
タンク

蒸発濃縮処理

ろ過処理

洗濯廃液サンプルタンク

復水貯蔵タンク

凝集沈でん処理

復水器冷却水
放水路

固体廃棄物の廃棄設備へ

濃縮廃液

非常用ガス処理系
収集タンク

手洗い，シャワー水及び洗濯等により発
生する廃液

・重水系・ヘリウム系等の汚染の除染工
事に伴い発生するトリチウムを含む廃液
・非常用ガス処理系の使用により回収さ
れるトリチウムを含む廃液

希釈処理

 

図 8－3 放射性液体廃棄物の処理処分フロー（重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間） 
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トリチウムを含む廃液

床ドレン廃液

再生廃液

洗濯廃液

機器ドレン廃液

廃液収集タンク

廃液中和タンク

洗濯廃液タンク

床ドレン収集タンク

廃液サージタンク

換気設備の局所冷却装置から発生する凝
縮水等の廃液

ろ過処理 脱塩処理

廃液サンプル
タンク

床ドレンサンプル
タンク

蒸発濃縮処理

ろ過処理

洗濯廃液サンプルタンク

凝集沈でん処理

復水器冷却水
放水路

固体廃棄物の廃棄設備へ

濃縮廃液

非常用ガス処理系
収集タンク

手洗い，シャワー水及び洗濯等により発
生する廃液

・ポンプの軸シールから発生する冷却水
等の廃液
・蒸気放出プール・燃料交換プール等の
排水に伴う廃液
・設備・機器等の洗浄及び汚染の除去工
事等に伴い発生する廃液
・原子炉領域及び生体遮へい体を含む設
備・機器等の解体撤去工事に伴い発生す
る廃液

・イオン交換樹脂の再生の際に発生する
廃液
・設備・機器等の汚染の除去工事等の際
に発生する廃液

・重水系・ヘリウム系等の設備・機器等
の解体撤去工事に伴い発生するトリチウ
ムを含む廃液
・非常用ガス処理系の使用により回収さ
れるトリチウムを含む廃液

希釈処理

図 8－4 放射性液体廃棄物の処理処分フロー（原子炉周辺設備解体撤去期間以降） 

 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間と同様に処理及び処分を行うととも
に，原子炉周辺設備解体撤去期間以降において，機器ドレン廃液及び床ドレ
ン廃液の発生量が機器ドレン処理系で充分に処理可能であることを確認した
後，本フローのとおり処理及び処分を行う。 
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図 8－5 放射性固体廃棄物の処理処分フロー（重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間） 

フィルタスラッジ

不燃性固体廃棄物

粉末状の使用済イオン交
換樹脂

粒状の使用済イオン交換
樹脂

廃棄物 前処理 固化処理 廃棄体

濃縮廃液

濃縮廃液貯蔵タンク

粉末廃樹脂貯蔵タンク

粒状廃樹脂貯蔵タンク

フィルタスラッジ
貯蔵タンク

液体廃棄物の廃棄設備の蒸発濃縮
処理により発生する濃縮廃液

液体廃棄物の廃棄設備のろ過装置
等から発生するフィルタスラッジ

プール水冷却浄化系のろ過脱塩器
から発生する粉末状の使用済イオ
ン交換樹脂

液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置
等から発生する粒状の使用済イオ
ン交換樹脂

点検作業，定常作業，解体撤去及
び汚染の除去に係る工事等の廃止
措置関連作業により発生する紙，
布等の可燃性固体廃棄物

可燃性固体廃棄物

焼却処理

（雑固体廃棄物
焼却設備）

点検作業，定常作業，解体撤去及

び汚染の除去に係る工事等の廃止

措置関連作業により発生する金属

類，コンクリート等の不燃性固体

廃棄物

原子炉本体の炉心に挿入中の制御

棒及び燃料交換プールに仮置きし

ている遮へいプラグ

焼却灰

除染処理

処 分
（再利用含む）

処 分

廃棄物 前処理 固化処理 廃棄体 処 分

使用済燃料
貯蔵プール

除染処理 減容処理
（圧縮装置）

放射性物質として扱う必要のないもの

仕分処理

コンクリート

金属類

解体撤去物等のうち，放射性物質
として扱う必要のないものと推定
されるもの

固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管している可燃性固体廃棄物

固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物

：新規導入装置を示す

固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫

放射能濃度測定

制御棒及び
遮へいプラグ

放射性物質として扱う必
要のないもの

アスファルト固化

(アスファルト固化

装置）

アスファルト固化体
（均質） 固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫ドラム缶等

ドラム缶等

ドラム缶等

ドラム缶等

除染処理

仕分・切断処理

搬
出
検
査

廃
棄
施
設
へ
廃
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：新規導入装置を示す

フィルタスラッジ

不燃性固体廃棄物

粉末状の使用済イオン交換樹脂

粒状の使用済イオン交換樹脂

廃棄物 前処理 廃棄体化処理 廃棄体

濃縮廃液

濃縮廃液貯蔵タンク

粉末廃樹脂
貯蔵タンク

粒状廃樹脂
貯蔵タンク

フィルタスラッジ
貯蔵タンク

液体廃棄物の廃棄設備の蒸発濃縮処理
により発生する濃縮廃液

液体廃棄物の廃棄設備のろ過装置等
から発生するフィルタスラッジ

プール水冷却浄化系のろ過脱塩器か
ら発生する粉末状の使用済イオン交
換樹脂

液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置等
から発生する粒状の使用済イオン交
換樹脂

点検作業，定常作業，解体撤去及び
汚染の除去に係る工事等の廃止措置
関連作業により発生する紙，布等の
可燃性固体廃棄物

可燃性固体廃棄物
焼却処理

（雑固体廃棄物
焼却設備）

点検作業，定常作業，解体撤去及び
汚染の除去に係る工事等の廃止措置
関連作業により発生する金属類，コ
ンクリート等の不燃性固体廃棄物

セメント混練固化
（セメント混練固化

装置）

減容安定化処理
（減容安定化処理装

置）

焼却灰

砂等充填
（レベル1用廃棄体化
処理・搬送装置）

除染処理

モルタル充填固化

（レベル2用モルタル

充填固化装置）

処 分
（再利用含む）

制御棒，遮へいプラブ及び原子炉領
域の解体撤去に伴い発生するレベル1
相当の放射化金属等

処 分

搬
出
検
査

廃棄物 前処理 廃棄体化処理 廃棄体 処 分
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使用済燃料
貯蔵プール

除染処理

減容処理
（圧縮装置、減容安
定化処理装置）

放射性物質として扱う必要のないもの

仕分処理
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金属類

解体撤去物等のうち，放射性物質と
して扱う必要のないものと推定され
るもの

固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管している可燃性固体廃棄物

固体廃棄物貯蔵庫等に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物

廃棄体等
（レベル3)

均質・均一固化体
（レベル1,2）

ドラム缶等
（レベル1)

廃棄体等
（レベル1）

固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫
及び保管区域

固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管している粒状の使用済イオン交換樹脂

放射能濃度測定

廃
棄
施
設
へ
廃
棄

(濃縮廃液を除く)

制御棒及び
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仕分・切断処理
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ドラム缶等
（レベル1,2)

固体廃棄物貯蔵庫
及び保管区域

固体廃棄物貯蔵庫等に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物

砂等充填

充填固化体
（レベル2）

ドラム缶等
（レベル2,3)

ドラム缶等
（レベル3)

廃棄体等
（レベル3）

砂等充填

 
 

 

図 8－6 放射性固体廃棄物の処理処分フロー（原子炉周辺設備解体撤去期間以降） 
 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間と同様に処理及び処分を行うとともに，
廃止措置のための装置を導入した上で，本フローのとおり処理及び処分を行う。 
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図８－７（１） 建屋に設定する保管区域の場所と容量（地下２階） 
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図８－７（２） 建屋に設定する保管区域の場所と容量（地下１階） 
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図８－７（３） 建屋に設定する保管区域の場所と容量（地上１階） 
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図８－７（４） 建屋に設定する保管区域の場所と容量（地上２階） 
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図８－７（５） 建屋に設定する保管区域の場所と容量（地上３階）
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表 8－1 廃止措置期間中に放出される放射性気体廃棄物の推定放出量 

（単位：Bq/年） 

 

＊1: 「九 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理」において，一般公衆への影響評価に用

いている核種である。 

＊2: 減容安定化処理装置の運転及び原子炉建屋コンクリートの汚染の除去工事に伴い

放出される核種である。 

＊3: 原子炉領域及び生体遮へい体解体撤去工事に伴い放出される核種である。 

＊4: 1年間に全量放出したと仮定した場合の最大推定放出量である。 

期 間 放出核種＊1 推定放出量＊4 

重水系・ヘリウム系等の汚染の

除去期間 

トリチウム 1.4×1013 

コバルト-60 6.0×109
 

原子炉周辺設備解体撤去期間

以降 

トリチウム 3.1×1011 

炭素-14＊2 8.7×1012 

8.7×1012   コバルト-60 6.0×109
 

コバルト-60＊3 2.9×107 
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表 8－2 廃止措置期間中に放出される放射性液体廃棄物の推定放出量 

（単位：Bq/年） 

 

＊1: 「九 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理」において，一般公衆への影響評価に用

いている核種である。 

＊2: 原子炉領域及び生体遮へい体解体撤去工事に伴い放出される核種の最大推定放出

量である。 

＊3: 1年間に全量放出したと仮定した場合の最大推定放出量である。 

 

期 間 放出核種＊1 推定放出量＊3 

重水系・ヘリウム系等の汚染の

除去期間 

トリチウム 8.5×1012 

マンガン-54 4.0×108
 

9.9×109
 

コバルト-60 6.1×109
 

ストロンチウム-90 3.3×108
 

セシウム-134 4.0×108
 

セシウム-137 2.7×109
 

原子炉周辺設備解体撤去期間

以降 

トリチウム 2.6×1012 

マンガン-54 8.2×107
 

3.8×108 

鉄-55＊2 9.7×106
 

コバルト-60 8.2×107
 

コバルト-60＊2 1.1×107 

ストロンチウム-90 2.9×106
 

アンチモン-125＊2 3.2×107
 

セシウム-134 8.2×107
 

セシウム-137 8.2×107
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表 8－3 原子炉運転中及び廃止措置準備期間に発生した放射性固体廃棄物の既貯蔵量 

（単位：トン） 

（平成 19年 9月 30日時点） 

１．表 8－3の記載条件は以下のとおり。 

＊1：レベル 1 の放射性廃棄物を示す。 

＊2：レベル 2 の放射性廃棄物を示す。 

（ただし，レベル 1及びレベル 2の区分による物量は，除染を考慮していないレベルであり，今

後の除染等により各レベルの数量は変わりうる。） 

 

２．放射能レベル区分値については，以下のとおり。 

・ レベル 1の区分値の上限は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」

第 31条に定める放射能濃度 

・ レベル 1とレベル 2の区分値は，「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種

廃棄物埋設の事業に関する規則」（第 1条の 2第 2項第 4号 別表第 1）に定める放射能濃度 

・ レベル 2とレベル 3の区分値は，「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種

廃棄物埋設の事業に関する規則」（第 1条の 2第 2項第 5号 別表第 2）に定める放射能濃度 

 

廃棄物の種類 既貯蔵量 
備  考 

（貯蔵形態・貯蔵場所等） 

濃縮廃液 50  ＊2 濃縮廃液貯蔵タンク 

アスファルト固化体 525  ＊2 アスファルト固化体，固体廃棄物貯蔵庫 

フィルタスラッジ 37  ＊2 フィルタスラッジ貯蔵タンク 

使用済イオン交換樹脂 

179 ＊1 
粒状廃樹脂貯蔵タンク及び粉末廃樹脂

貯蔵タンク 

91  ＊2 ドラム缶，固体廃棄物貯蔵庫 

可燃性固体廃棄物 228  ＊2 ドラム缶，鉄箱，固体廃棄物貯蔵庫 

焼却灰 20  ＊2 ドラム缶，固体廃棄物貯蔵庫 

不燃性固体廃棄物 2,021  ＊2 ドラム缶，鉄箱，固体廃棄物貯蔵庫 

制御棒 1  ＊1 
使用済燃料貯蔵プール内制御棒収容ラ

ック 

合 計 約 3,200   
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表 8－4 核燃料物質によって汚染された固体状物質の既貯蔵量及び今後の推定発生量 

（単位：トン） 

放射能レベル区分 

既貯蔵量 今後の推定発生量 

合   計 * 原子炉運転中及び廃
止措置準備期間に発
生した放射性固体廃
棄物 

廃止措置期間中に発
生する核燃料物質に
よって汚染された固
体状物質 

低レベル 
放 射 性 
廃 棄 物 

放射能レベルの

比較的高いもの 

［レベル 1 ］ 

180 260 約 500 

放射能レベルの

比較的低いもの 

［レベル 2 ］ 

2,970 1,380 約 4,400 

放射能レベルの

極めて低いもの  

［レベル 3 ］ 

－ 45,360 約 45,400 

放射性物質として扱う必要
のないもの 

－ 510 約 600 

合 計 * 約 3,200 約 47,500 約 50,700 

＊ 既貯蔵量及び今後の推定発生量は，十トン単位で切り上げ，合計値については，百トン単位で切

り上げた値である。（端数処理のため合計値が一致しないことがある。） 

 

１．表 8－4の記載条件は以下のとおり。 

・ 既貯蔵量は，平成 19年 9月 30日時点の物量を示す。 

・ 今後の推定発生量のレベル区分は，平成 18 年 3 月までに取得したデータを基に，運転終了

4.5年後（平成 19年 9月末）時点での算出結果を示す。 

・ 既貯蔵量及び今後の推定発生量における放射能レベル区分ごとの物量は，除染を考慮して

いないレベル区分で集計したものである。（今後の除染等により各レベルの数量は変わりう

る。） 

 

２．放射能レベル区分値については，以下のとおり。 

・ レベル 1の区分値の上限は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」

第 31条に定める放射能濃度 

・ レベル 1とレベル 2の区分値は，「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種

廃棄物埋設の事業に関する規則」（第 1条の 2第 2項第 4号_別表第 1）に定める放射能濃度 

・ レベル 2とレベル 3の区分値は，「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種

廃棄物埋設の事業に関する規則」（第 1条の 2第 2項第 5号_別表第 2）に定める放射能濃度 

・ レベル 3と放射性物質として扱う必要のないものの区分値は，「工場等において用いた資材そ

の他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要

としないものであることの確認等に関する規則」（令和 2 年 8 月 13 日原子力規制委員会規則

第 16号）による改正前の「製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含

まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則」別表第 1 に定める放射能濃

度 

３．廃止措置期間中に発生する「放射性廃棄物でない廃棄物（管理区域外から発生した廃棄物を含

む）」の今後の推定発生量は，約 138,500トンである。 
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九 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理 

9.1 概要 

新型転換炉原型炉施設の廃止措置期間中において，ALARA の考え方に基づき，

安全確保を図るための放射線管理の方法を示すとともに，解体に当たっての安全

性の評価として，廃止措置計画認可申請書に基づく廃止措置工事によって生ずる

と想定される平常時の被ばく線量評価を行い，新型転換炉原型炉施設の廃止措置

に伴う一般公衆及び放射線業務従事者の被ばくが合理的に達成可能な限り低いこ

とを示す。 

 

9.2 放射線管理 

一般公衆に対する安全確保及び放射線業務従事者の放射線被ばく低減対策等を

図るため，区域管理，施設内及び施設外の放射線モニタリング，被ばく管理，出

入管理及び搬出物品管理等の放射線管理は，原子炉運転中と同様に，関係法令を

遵守し，管理目標値等を定めた保安規定に基づいて実施する。 

なお，放射線管理は，新型転換炉原型炉施設の管理区域解除までの期間におい

て実施し，その期間中，放射線管理に必要な設備・機器等を維持管理することと

する。 

 

9.2.1 管理区域の設定等 

9.2.1.1 管理区域 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設等の場所

であって，その場所における外部放射線に係る線量，空気中の放射性物質

の濃度（空気又は水のうち自然に含まれている放射性物質を除く。）若し

くは放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度（以下

「表面密度」という。）が法令に定める管理区域設定の基準値を超えるか
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又は超えるおそれがある場合は，対象区域を管理区域として設定する。廃

止措置工事の進捗に伴い，設定した管理区域が法令に定める基準値を超え

ず，汚染のおそれがないことを確認した場合は，管理区域の設定を解除す

る。また，管理区域以外の区域における線量当量率等が一時的に法令に定

める基準値を超えるか又は超えるおそれがある場合は，対象区域を一時管

理区域として設定する。新型転換炉原型炉施設の廃止措置計画認可申請後

の平成 19年 9月 30日時点における全体及び各建屋のフロアごとの管理区

域図を図 9－1(1)～(6)に示す。また，設定した管理区域及び一時管理区

域は，放射線業務従事者等の不必要な被ばくを防止するため，これらの区

域に対する立入りを制限する措置として，法令に定める措置を講じる。 

 

9.2.1.2 保全区域 

管理区域外であって，新型転換炉原型炉施設の保全のために特に管理を

必要とする区域を保全区域として設定する。設定した保全区域は，法令に

定める措置を講じる。 

 

9.2.1.3 周辺監視区域 

周辺監視区域は，「『原子炉設置許可申請書』及び『原子炉設置変更許可

申請書』（以下『原子炉設置許可申請書』という。） 添付書類９」に記載

する場所と同様とする。 

新型転換炉原型炉施設の周辺監視区域図を図 9－2 に示す。また，設定

した周辺監視区域は，新型転換炉原型炉施設への第三者の不法な接近等を

防止する措置として，法令に定める措置を講じる。 
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9.2.2 放射線モニタリング 

周辺環境へ放出される放射性物質の管理が適切に行われていることを確認

するため，廃止措置期間中の新型転換炉原型炉施設内外における放射線モニタ

リングを適確に行う。 

放射線モニタリングは，周辺環境の安全及び放射線業務従事者の放射線作業

環境を確認することにより，万一の放射線レベルの異常及び事故の早期発見時

に迅速かつ確実に対処して放出放射性物質の低減化を図るためのものである。

また，新型転換炉原型炉施設周辺の一般公衆及び新型転換炉原型炉施設の放射

線業務従事者等の放射線障害を未然に防止し，安全を確保するものである。 

放射線モニタリングに用いる設備・機器等は，プロセスモニタ，エリアモニ

タ等の固定モニタ，体表面モニタ等の半固定モニタ，各種サーベイメータ等の

携帯モニタ，サンプリング及びスミヤ等の分析試料測定用の計測器，周辺環境

モニタ用の放射能観測車がある。 

固定モニタは，作業管理上又は新型転換炉原型炉施設周辺の一般公衆及び新

型転換炉原型炉施設の放射線業務従事者等に対する安全対策上，特に連続監視

及び記録を必要とする箇所に設けられており，その指示計，記録計，警報器等

は，中央制御室又は廃棄物処理建屋制御室に設置している。 

各種サーベイメータ等の携帯モニタは，十分余裕のある数量を確保する。 

 

9.2.2.1 施設内の放射線モニタリング 

(1) 固定モニタによる監視 

「原子炉設置許可申請書 添付書類８」に記載されているプロセスモニ

タのうち各建屋の換気系モニタ等の放射線管理上必要なプロセスモニタ

及びエリアモニタにより，施設内の連続監視を行う。換気系モニタによる

放射性ガスの連続監視は，使用済燃料の貯蔵中に燃料貯蔵プール建屋につ
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いて行う。 

(2) サーベイメータ等による測定 

放射線業務従事者等が頻繁に立ち入る場所及び施設の安全管理上必要

な箇所においては，外部放射線に係る線量当量率，空気中及び水中の放射

性物質濃度並びに表面密度のうち，必要なものを定期的に測定監視する。 

外部放射線に係る線量当量率の測定については，各種のサーベイメータ

により行い，空気中及び水中の放射性物質濃度の測定については，サンプ

リングにより行う。また，表面密度の測定については，サーベイメータ又

はスミヤ法により行う。 

(3) その他の放射線測定 

放射線防護の観点から特に注意を要する場合，例えば外部放射線に係る

線量当量率，空気中及び水中の放射性物質濃度若しくは表面密度が著しく

高いか又は一時的に高くなるおそれのある場所において作業を行う場合

には，作業の実施前及び実施中に必要な放射線の測定監視を行う。 

 

9.2.2.2 施設外に関連する放射線モニタリング 

(1) 排ガス及び排水等の監視 

主排気筒及び廃棄物処理建屋排気筒から大気中に放出する排ガス中の

放射性物質濃度は，「原子炉設置許可申請書 添付書類９」に記載のとお

り，各々に設置した主排気筒モニタ及び廃棄物処理建屋排気筒モニタによ

り連続監視し，復水器冷却水放水路から海洋へ放出する排水中の放射性物

質濃度は，放水槽モニタにより連続監視する。また，モニタリングポスト

により，周辺監視区域境界付近における空気吸収線量率を連続監視する。 

(2) サンプリングによる測定 

主排気筒及び廃棄物処理建屋排気筒から大気中に放出する排ガス中の
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放射性物質濃度は，サンプリング装置により定期的に採取し，その濃度を

測定するとともに評価し，法令に定める周辺監視区域の外における濃度限

度を超えないように管理する。 

放射性液体廃棄物を復水器冷却水放水路から海洋へ放出する場合には，

放出する前に放射性液体廃棄物の性状に応じて区分している各サンプル

タンク等から試料を採取して，その濃度を測定するとともに評価し，法令

に定める周辺監視区域の外側の境界における濃度限度を超えないように

管理する。 

(3) 風向風速等の連続測定 

「原子炉設置許可申請書 添付書類９」に記載のとおり，放射性気体廃

棄物の放出管理のため，気象観測設備により風向風速等の連続測定を行う。 

 

9.2.3 被ばく管理 

9.2.3.1 概要 

放射線業務従事者の被ばく管理は，被ばく線量が法令の定める線量限度

を超えないように監視評価する。また，新型転換炉原型炉施設内の各種業

務は，各人の被ばく線量を合理的に達成可能な限り低く保ち，かつ，無用

な被ばくが避けられるよう，系統及び機器の除染並びに汚染拡大の防止，

放射性粉じん等の発生防止及び防護具の使用，遮へい体又は遠隔操作装置

の活用，作業目標線量の設定，放射線モニタリング，教育訓練の放射線被

ばく低減化対策を確実に行い，放射線業務従事者の安全を図ることとする。 

 

9.2.3.2 被ばく線量の監視評価 

管理区域に立ち入る者に対しては，所定の個人線量計を着用させ，外部

被ばく線量をその日ごとに監視するとともに，外部被ばくの積算値を定期
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的に測定評価する。また，汚染のおそれのある管理区域に立ち入り，放射

性物質の体内摂取のおそれのある者については，定期的又は必要に応じて

内部被ばく線量を測定評価する。 

 

9.2.3.3 管理区域への出入管理及び搬出物品管理 

管理区域には，あらかじめ指定された者以外の立入りを原則として禁止

する。管理区域に立ち入るときは，所定の個人線量計及び作業上必要な防

護具を着用させ作業を行う。また，高線量当量率区域及び高汚染区域に対

して立入制限等の安全上の措置を行う。 

また，管理区域から人が退出し，又は物品を持ち出そうとする場合には，

身体表面及び衣服等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする

物品等の汚染検査を行い，法令に定める基準値を超えないことを確認する

とともに，汚染が検出された場合は，汚染除去等必要な措置を採る。 

 

9.3 被ばく評価 

今後の廃止措置期間中における放射線業務従事者の被ばく評価及び新型転換炉

原型炉施設周辺の一般公衆の平常時における被ばく評価は，以下のとおりである。 

 

9.3.1 放射線業務従事者の被ばく評価 

廃止措置期間中における放射線業務従事者の総被ばく線量は，国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）が開発した

COSMARD(Computer Systems for Planning and Management of Reactor 

Decommissioning)を使用し，各建屋の機器及び施設の廃止措置工事における人

工数を想定するとともに，作業場所の代表線量当量率を乗じることにより評価

する。解体撤去工事に必要となる人工数は，廃止措置対象施設の設備・機器等
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の単位重量等の基準となる量に対応した解体撤去工事人工数をあらかじめ計

算しておき，作業状況を考慮して主要系統ごとに作業人工数を計算する。作業

場所の代表線量当量率は，平成 19 年 4 月時点の線量当量率測定データを用い

る。 

評価の結果，廃止措置期間中に想定される施設の解体撤去工事のみに伴う作

業の人工数は約 22万人･日，総被ばく線量は，約 2.5人･Svとなる。 

内部被ばくについては，原子炉運転中と同様に，放射線モニタリングの実施

等適切な作業管理，マスク等の防護具の着用により無視できる。 

 

9.3.2 一般公衆の平常時における被ばく評価 

廃止措置期間中の平常作業時における環境への放射性物質の放出に伴う新

型転換炉原型炉施設周辺の一般公衆の被ばく線量は，原子力安全委員会指針で

ある「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方（平成 13 年 8 月 6 日

一部改訂）」に記載のとおり，原子力安全委員会指針である「発電用原子炉施

設の安全解析に関する気象指針（平成 13年 3月 29日一部改訂）」（以下「気象

指針」という。）の拡散式を用いて，局所フィルタ等の放射性物質除去装置の

機能を適切に設定して放射性物質の放出量を算出した上で，放出放射性物質に

起因する被ばく線量を評価する。 

また，被ばく線量評価に当たっては，原子力安全委員会指針である「発電用

軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（平成 13年 3 月 29日一部改

訂）」（以下「線量目標値指針」という。）及び「発電用軽水型原子炉施設周辺

の線量目標値に対する評価指針（平成 13年 3月 29日一部改訂）」（以下「評価

指針」という。）並びに原子炉安全基準専門部会報告書である「発電用軽水型

原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について（平成 13 年 3 月

29 日一部改訂）」（以下「一般公衆線量評価」という。）に準拠し，「原子炉設
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置許可申請書 添付書類９」において評価されている放射性気体廃棄物及び放

射性液体廃棄物による被ばく線量評価方法を基本とし，解体撤去工事に伴い発

生する放射性物質による被ばく線量及び廃止措置期間中に予定している使用

済イオン交換樹脂の減容及び無機化・安定化処理作業に伴う被ばく線量等を考

慮して評価する。 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間及び原子炉周辺設備解体撤去期間以

降において，放射性気体廃棄物と放射性液体廃棄物の放出放射能量を評価し，

全廃止措置期間の被ばく線量を評価するとともに，放射性固体廃棄物からの直

接線量及びスカイシャイン線量についても評価する。「原子炉設置許可申請書 

添付書類９」に記載されている評価を適用する場合には，ICRP1990 年勧告取

入れに伴う実効線量係数及び呼吸率等のパラメータ変更を考慮し，再評価を行

うものとする（以下「新指針に基づく再評価」という。）。 

また， 財団法人電力中央研究所の「実用発電用原子炉廃止措置工事環境影

響評価技術調査－環境影響評価パラメータの調査研究－」（平成 13年度経済産

業省委託調査）の添付「廃止措置工事環境影響評価ハンドブック（第 2次版）」

（以下「ハンドブック」という。）及び「実用発電用原子炉廃止措置工事環

境影響評価技術調査－環境影響評価パラメータの調査研究－」における試

験結果等の新型転換炉原型炉施設の廃止措置に適用可能な共通的な部分

（金属の切断に関するパラメータ，地表沈着による外部被ばく線量の評価式，

海産物摂取による内部被ばく線量の評価式におけるパラメータの一部等）を参

考にして評価する。 

 

9.3.2.1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく 

(1) 評価の概要 

解体撤去工事等に伴う放出放射性物質の発生源を重水系・ヘリウム系等
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の汚染の除去期間と原子炉周辺設備解体撤去期間以降に区分して整理し，

放射性物質の種類ごとに年間放出量を求めた後，想定する被ばく経路の評

価式に従って被ばく線量を評価する。 

放出放射性物質の発生源の計算に当たっては，「原子炉設置許可申請書 

添付書類９」に記載のとおり，評価指針に基づく放射性希ガス及び放射性

よう素のほか，重水の放射化により発生するトリチウムについて着目する

ことはもとより，解体撤去工事等に伴い放出するトリチウム以外の放射性

物質を新たに追加して評価する。 

トリチウムについては，原子炉運転中と同様に，「原子炉設置許可申請

書 添付書類９」に記載のとおり，呼吸摂取による内部被ばく線量につい

て，新指針に基づく再評価を行う。 

トリチウム以外の放射性物質においては，解体撤去工事等に伴い発生す

る放射性粉じん等の粒子状放射性物質（以下「粒子状放射性物質」という。）

であるコバルト-60等が放出する。また，原子炉運転中に重水中に含まれ

る酸素-17 の放射化，炭酸ガスに不純物として含まれる窒素-14 の放射化

等により炭素-14が生成されていることから，重水系の使用済イオン交換

樹脂（以下「重水系廃樹脂」という。）の減容及び無機化・安定化処理を

行う減容安定化処理装置の運転及び原子炉建屋コンクリートの汚染の除

去工事に伴い炭素-14 を放出する。これらの放射性物質については，「原

子炉設置許可申請書 添付書類９」において，評価されていないことから，

地表沈着及び放射性雲からの外部被ばく，呼吸摂取，農産物（葉菜，穀類

等）摂取，畜産物（牛乳，肉類）摂取による内部被ばく等のすべての被ば

く経路，施設周辺の農産物及び畜産物の状況を考慮した上で，評価指針及

び一般公衆線量評価の被ばく経路の考え方を参考に，地表沈着及び放射性

雲からの外部被ばく，呼吸摂取及び葉菜摂取による内部被ばくを対象とし
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て評価する。なお，評価指針及び一般公衆線量評価に評価対象として記載

されている牛乳摂取による内部被ばくについては，「原子炉設置許可申請

書 添付書類９」に記載のとおり，施設周辺では乳牛の飼育はされておら

ず，牧草地もないことから考慮しない。 

また，放射性希ガス及び放射性よう素については，原子炉の運転が終了

していること，貯蔵中の使用済燃料に存在する放射能量が減衰により大き

く低減していること，さらに，主排気筒における放射性ガス濃度測定実績

からも検出限界値を超えることなくこれまで適切に管理されており，主排

気筒における濃度測定実績（検出限界値以下：2×10-3 Bq/cm3）から排気

筒の排風量(5×105 m3/h)を考慮して年間放出量を評価しても，8.8×1012 Bq

となり，「原子炉設置許可申請書 添付書類９」に記載してある年間放出

量 5.2×1014 Bqよりも十分少なくなることから無視する。 

被ばく評価に用いるトリチウム以外の放射性物質の放射能量は，廃止措

置計画認可申請後の平成 19年 9月 30日時点（原子炉運転終了後 4.5年）

のものとし，廃止措置工事の工程による放射能減衰を考慮せず，保守的に

評価することとする。また，重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間のト

リチウムの年間放出量は，「原子炉設置許可申請書 添付書類９」に記載

の年間放出量を基に，原子炉の運転終了後 4.5年間の減衰を考慮して評価

し，原子炉周辺設備解体撤去期間以降のトリチウムの年間放出量は，廃止

措置計画認可後の平成 20年度から平成 29年度までに実施してきた重水搬

出，残留重水の回収及びトリチウム除去工事中の実績値にて評価する。 

 

(2) 評価条件 

① 放出放射性物質の発生源 

放出放射性物質の発生源は，重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間
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と原子炉周辺設備解体撤去期間以降に区分して以下のとおり整理する。 

(a) 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に放出する放射性物質 

・ 二次汚染のある設備・機器等の解体撤去工事及び不燃性固体廃棄

物の処理作業 

二次汚染のある設備・機器等（以下「汚染機器」という。）解体

撤去工事及び不燃性固体廃棄物の処理作業に伴うコバルト-60 等

の粒子状放射性物質の放出を考慮する。 

・ 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去工事 

重水を内包していたカランドリアタンクを含む重水系・ヘリウ

ム系の汚染の除去工事に伴うトリチウムの放出を考慮する。 

(b) 原子炉周辺設備解体撤去期間以降に放出する放射性物質 

・ 汚染機器の解体撤去工事及び不燃性固体廃棄物の処理作業 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間と同様に，コバルト-60

等の粒子状放射性物質の放出を考慮する。 

・ 重水系・ヘリウム系等の解体撤去工事 

重水を内包していたカランドリアタンクを含む重水系・ヘリウ

ム系の解体撤去工事に伴うトリチウムの放出を考慮する。 

・ 原子炉領域及び生体遮へい体解体撤去工事 

最も放射能レベルの高い放射化汚染のある原子炉領域の設備・

機器等（以下「放射化機器」という。）は，鉄水遮へい体下部の外

側にある一部機器を除き，粒子状放射性物質の抑制及びジルコニ

ウム合金を使用していることによるジルコニウム粉じんの発火防

止，さらに遮へいによる外部被ばく低減の観点から水中切断によ

る解体撤去工事（以下「放射化機器の水中解体工事」という。）を

行う。放射化機器の水中解体工事は，原子炉上部に解体用プール
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を設置し，原子炉領域遠隔解体装置で圧力管等を水中にて切断す

るが，その際に発生する放射性の水中浮遊物の一部が気中に移行

して浮遊することに伴うコバルト-60 等の粒子状放射性物質の放

出を考慮する。また，鉄水遮へい体下部の外側にある圧力管下部

延長管等の一部放射化機器の気中での解体撤去工事においても，

コバルト-60等の粒子状放射性物質の放出を考慮する。 

・ 減容安定化処理装置の運転 

重水系廃樹脂に炭素-14が多く含まれることから，重水系廃樹脂

を減容及び無機化・安定化処理を行うための減容安定化処理装置

の運転に伴う炭素-14の放出を考慮する。 

一方，廃樹脂に含まれる粒子状放射性物質は，減容安定化処理

装置の高性能粒子フィルタにより十分に捕集できることから，被

ばくに影響するような放射能量の放出はなく，無視する。 

・ 各建屋及び構築物の汚染の除去工事等 

原子炉運転中に重水中に含まれる酸素-17の放射化，炭酸ガスに

不純物として含まれる窒素-14 の放射化等により生成された炭素

-14 が原子炉建屋内のコンクリート内へ浸透し汚染しているため，

原子炉建屋内のコンクリートのうち，炭素-14の汚染の除去工事の

対象である建屋コンクリート（生体遮へい体を除く。）からの炭素

-14 の放出を考慮する。 

なお，生体遮へい体を含む建屋コンクリートの解体撤去工事に

伴うコバルト-60等の粒子状放射性物質の放出量は，汚染機器の解

体撤去工事等の粒子状放射性物質の放出量と比較し，十分に少な

いため無視する。 
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② 年間放出量 

環境に放出される放射性物質の年間放出量の評価は，局所フィルタ等

の放射性物質除去装置の機能を適切に設定し，以下のとおり行う。 

(a) 解体撤去工事等に伴う粒子状放射性物質の年間放出量 

汚染機器及び放射化機器の解体撤去工事，不燃性固体廃棄物の処

理作業に伴う粒子状放射性物質の年間放出量は，解体対象物切断部

分の残存放射能量に，切断に伴う粒子状放射性物質の気中移行割合

を乗じ，換気設備フィルタ等の捕集効率及び仮設の汚染拡大防止囲

いからの漏えい割合を考慮して求め，すべての解体撤去工事等を 1

年間で行い，対象設備・機器等の切断に伴う粒子状放射性物質が１

年間ですべて放出されるものとする。また，切断方法は，熱的切断

時の粒子状放射性物質の気中移行割合が，発熱の影響により機械的

切断時よりも大きくなることから，気中及び水中の解体撤去工事と

もに，熱的切断として保守的に評価する。 

解体撤去工事等に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への移行

フローを図 9－3(1)及び図 9－3(2)に示す。解体撤去工事等に伴い発

生する粒子状放射性物質は，これらの図に示すとおり環境に移行し

ていくものとし，環境への年間放出量の評価は，以下のとおり行う。 

QAi＝AAi･FA･[(1- r1)･(1- DFA1) ･(1- DFA2)+ r1･(1- DFA2)] 

ここで， 

QAi  ：切断に伴う核種 iの環境への年間放出量 (Bq) 

AAi  ：解体対象物（汚染機器，放射化機器，不燃性固体廃棄物）切

断部分の核種 iの残存放射能量 (Bq) 

FA  ：切断に伴う粒子状放射性物質の気中移行割合 (-) 

DFA1：汚染拡大防止囲いの局所フィルタの捕集効率 (-) 
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DFA2：換気設備のフィルタ捕集効率 (-) 

r1  ：汚染拡大防止囲いからの漏えい割合 (-) 

解体撤去工事等に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への年間放

出量計算に使用するパラメータを表 9－1に示す。 

解体撤去工事等に伴う粒子状放射性物質の年間放出量の評価結果は，

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間において 6.0×109 Bq，原子炉

周辺設備解体撤去期間以降においては 6.1×109 Bqとなる。 

ここで，切断に伴う粒子状放射性物質の気中移行割合は，財団法

人電力中央研究所の「実用発電用原子炉廃止措置工事環境影響評

価技術調査－環境影響評価パラメータの調査研究－」における試

験結果を参考に設定した。 

また，独立行政法人原子力安全基盤機構の「発電用原子炉廃止措

置工事環境影響評価技術調査（研究開発段階発電用原子炉施設の廃

止措置に係る調査）」（平成 16 年度 原子力安全基盤機構年報）によ

り実施されたジルコニウム合金の気中切断時の粉じん挙動を測定す

るコールド実験において，スズの粉じん飛散量が他の元素（鉄，ジ

ルコニウム，ニオブ）と比較し，100倍程度高くなるという結果が得

られていることから，本評価ではスズが放射化して生成されるアン

チモン-125 の気中への移行については，他の核種の移行割合の 100

倍を考慮する。 

一方，汚染拡大防止囲いの局所フィルタ及び換気設備フィルタの

捕集効率は 0.99 とするが，高性能粒子フィルタを有していないタ

ービン建屋換気系においては，保守的に 0 とする。なお，切断作

業は，既設の建屋内において換気設備を維持管理し負圧管理によ

り実施することから，切断作業時の放射性物質の建屋外への漏え
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いの可能性は低く無視する。 

(b) 減容安定化処理装置の運転に伴う炭素-14の年間放出量 

重水系廃樹脂を減容及び無機化・安定化処理するための減容安定

化処理装置の運転に伴う炭素-14の年間放出量は，減容安定化処理装

置の年間処理量の最大値を用いて保守的に評価する。 

減容安定化処理装置の運転に伴う炭素-14 の環境への年間放出量

の評価は，以下のとおり行う。 

QC＝AC･G/DF 

ここで， 

QC  ：減容安定化処理装置の運転に伴う炭素-14 の環境への年間

放出量(Bq) 

AC  ：重水系廃樹脂の炭素-14の放射能濃度(Bq/cm3) 

G   ：減容安定化処理装置の年間最大処理量(cm3) 

DF ：減容安定化処理装置の炭素-14の除染係数 (-) 

換気設備フィルタの捕集効率は考慮しない。 

減容安定化処理装置の運転に伴う炭素-14 の環境への年間放出量

計算に使用するパラメータを表 9－2に示す。減容安定化処理装置の

運転に伴う炭素-14の環境への年間放出量の評価結果は 7.2×1012 Bq

となる。 

(c) 原子炉建屋コンクリートの汚染の除去工事に伴う炭素-14 の年間放

出量 

原子炉建屋コンクリートの汚染の除去工事に伴う炭素-14 の年間放

出量は，すべての汚染の除去工事を 1年間で行うものとし，換気設備

フィルタの捕集効率は考慮せず，コンクリート中に浸透している炭素

-14の放射能量 1.5×1012 Bqがすべて放出されるものとして保守的に
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評価する。 

(d) トリチウムの年間放出量 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間の重水系・ヘリウム系等

の汚染の除去工事に伴うトリチウムの年間放出量は，「原子炉設置許

可申請書 添付書類９」に記載している年間放出量を基に，原子炉

の運転終了後 4.5年の減衰を考慮して評価し，1.4×1013 Bq とする。 

原子炉の運転終了以降，廃止措置着手までの期間（以下「廃止措

置準備期間」という。）から実施している重水搬出のための重水抜出

し作業は，これまでの作業実績において年間 1.4×1013 Bq を超える

ことなく管理されている。 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降の重水系・ヘリウム系等の解体

撤去工事に伴うトリチウムの年間放出量は，廃止措置計画認可後の

平成 20 年度から平成 29 年度までの年間放出実績のうち，保守的に

評価するために最大値である 3.1×1011 Bqを用いる。 

なお，重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間において，残留重

水の回収及び施設外への搬出並びにトリチウム除去工事が完了して

いる。したがって，これまでの廃止措置期間中における実績の最大

値で保守的に評価することができる。 

(a)～(d)に示した放射性物質の年間放出量の評価結果を表 9－3に

示す。 

 

③ 気象条件 

平常時の線量計算に用いる相対濃度(χ/Q)及び相対線量(D/Q)は，「原

子炉設置許可申請書 添付書類９」に記載している新型転換炉原型炉施

設の敷地における１年間の気象観測値（標高 13ｍ及び 148ｍで観測した
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昭和 53 年 3 月から昭和 54 年 2 月までの 1 年間のデータ）を使用して，

気象指針に基づく方法で評価する。 

１年間の平均値として，16 方位の着目地点について連続放出として

相対濃度(χ/Q)及び相対線量(D/Q)を求め，着目方位とその隣接方位の

寄与を考慮し，最大となる値を評価に用いる。相対濃度(χ/Q)及び相対

線量(D/Q)は，放出源の有効高さ 75 mの条件で，両値とも浦底方向であ

る南東方位 1185 m地点で最大となり，相対濃度(χ/Q)が 2.64×10-7 s/m3，

相対線量(D/Q)が 2.96×10-14μGy/(MeV･Bq)である。 

また，財団法人日本気象協会の「平成 28 年度 敦賀発電所気象観測

年報」に記載された直近の観測値（平成 28年 4月から平成 29年 3月ま

での 1 年間のデータ）において，上記の気象観測値を含む過去 40 年の

気象観測値との統計的手法による定量的検定を行った結果，棄却件数が

少なく，異常の度合いが小さいことを確認している。 

 

(3) 実効線量の評価 

実効線量は，年間放出量及び気象指針に基づく拡散式を用いて評価する。 

トリチウム以外の放射性物質（粒子状放射性物質及び炭素－14）につい

ては，想定する４つの被ばく経路（地表沈着による外部被ばく，放射性雲

からの外部被ばく，呼吸摂取による内部被ばく，葉菜摂取による内部被ば

く）を考慮して合算することにより実効線量を保守的に評価する。トリチ

ウムについては，呼吸摂取による内部被ばくの実効線量を評価する。 

① トリチウム以外の放射性物質（粒子状放射性物質及び炭素－14） 

想定する４つの被ばく経路において，以下のとおり実効線量を評価す

る。 

評価対象核種は，新型転換炉原型炉施設の特徴的な核種である炭素
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-14，ニオブ-94，アンチモン-125 を考慮した上で，それぞれの被ばく

経路ごとに実効線量へ大きく寄与する核種（全体の比率から 90％以上

の合計値となる核種）を抽出する。不燃性固体廃棄物の処理作業に伴い

発生する評価対象核種においては，各被ばく経路の実効線量係数と汚染

核種の組成比の関係から最も実効線量への寄与が大きくなるコバルト

-60が全放射能量を占めると仮定して保守的に評価する。 

(a) 地表沈着による外部被ばく 

地表沈着による外部被ばくの実効線量計算は，一般公衆線量評価

の評価式を基に各核種の線量換算係数等をまとめている「ハンドブ

ック」中の放射性気体廃棄物（地表沈着による外部被ばく）評価

式を参考にして，以下のとおり行う。評価対象核種は，重水系・ヘ

リウム系等の汚染の除去期間においてはコバルト-60 とし，原子炉周

辺設備解体撤去期間以降においては，コバルト-60及び他の核種の移

行割合の 100倍を考慮したアンチモン-125とする。 

VGi･(χ/Q)･Qi 
AGi＝               ･[1-exp(-λGi･tG)] 

λGi 

ここで， 

AGi    ：核種 iの地表沈着放射能量(Bq/m2) 

VGi    ：乾燥沈着速度(m/s) 

(χ/Q)：相対濃度(s/m3) 

Qi     ：核種 iの年間平均の放射能放出率(Bq/s) 

λGi   ：土壌からの核種 i の実効除去率(1/s) 

λGi＝λi＋λSi 

λi    ：核種 iの崩壊定数(1/s) 

λSi   ：土壌からの核種 i の系外除去率(1/s) 



117 

 

tG     ：放射性物質の沈着を考慮する期間(s) 

地表沈着核種からのガンマ線による実効線量は， 

Gi
i

G DD Σ=  

DGi＝ KGi･AGi 

ここで， 

DG     ：地表沈着からのガンマ線による実効線量 (μSv/y) 

DGi    ：地表沈着核種 iからのガンマ線による実効線量 (μSv/y) 

KGi    ：地表沈着核種 iの実効線量係数((μSv/y)/(Bq/m2)) 

AGi    ：核種 iの地表沈着放射能量(Bq/m2) 

トリチウム以外の放射性物質の地表沈着による外部被ばくの実効

線量の計算に使用するパラメータを表 9－4(1)に示す。 

(b) 放射性雲からの外部被ばく 

放射性雲からの外部被ばくによる実効線量計算は，一般公衆線量

評価の評価式を参考に以下のとおり行う。評価対象核種は，重水系・

ヘリウム系等の汚染の除去期間においてはコバルト-60とし，原子炉

周辺設備解体撤去期間以降においては，コバルト-60 及び他の核種の

移行割合の 100倍を考慮したアンチモン-125とする。 

iE
i

E DD Σ  =  

DEγi＝ K･ (D/Q)･Ei･Qi･(3600×24×365)  

ここで， 

DEγ  ：放射性雲からのガンマ線による実効線量（μSv/y） 

DEγi  ：核種 iの放射性雲からのガンマ線による実効線量（μSv/y） 

(D/Q)：相対線量（μGy/(MeV･Bq)） 

K    ：空気吸収線量から実効線量への換算係数（Sv/Gy） 
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Ei    ：核種 iのガンマ線実効エネルギー（MeV/dis） 

Qi    ：核種 iの年間平均の放射能放出率（Bq/s） 

トリチウム以外の放射性物質の放射性雲からの外部被ばくの実効

線量の計算に使用するパラメータを表 9－4(2)に示す。 

(c) 呼吸摂取による内部被ばく 

呼吸摂取による内部被ばくによる実効線量計算は，一般公衆線量

評価の評価式を参考に以下のとおり行う。重水系・ヘリウム系等の

汚染の除去期間における評価対象核種はコバルト-60 とし，原子炉周

辺設備解体撤去期間以降における評価対象核種はコバルト-60 及び

炭素-14 として，成人，幼児，乳児についてそれぞれ評価する。 

Bi
i

B DD Σ=  

DBi＝ Ma･KBi･(χ/Q)･Qi･(3600×24×365) 

ここで， 

DB     ：呼吸摂取による実効線量（μSv/y） 

DBi    ：核種 iの呼吸摂取による実効線量（μSv/y） 

Ma     ：呼吸率（m3/s） 

KBi    ：呼吸摂取による核種 iの実効線量係数（μSv/Bq） 

(χ/Q)：相対濃度（s/m3） 

Qi    ：核種 iの年間平均の放射能放出率（Bq/s） 

トリチウム以外の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばくの実効

線量の計算に使用するパラメータを表 9－4(3)に示す。 

(d) 葉菜摂取による内部被ばく 

葉菜摂取による内部被ばくの実効線量計算は，コバルト-60等の粒

子状放射性物質については一般公衆線量評価の評価式を参考とし，
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炭素-14 については「ハンドブック」の評価式を参考に以下のとお

り行う。重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間における評価対象

核種はコバルト-60とし，原子炉周辺設備解体撤去期間以降における

評価対象核種はコバルト-60及び炭素-14として，成人，幼児，乳児

についてそれぞれ評価する。 

[コバルト-60の場合] 

Fi
i

F DD Σ=  

DFi＝KFi･Ivi･365  

Ivi＝ (χ/Q)･Qi 

Vg･(１－exp(－λeffi･ｔ1))    V'g･B･(１－exp(－λi･ｔ0)) 
・（                      ＋                 ） 

                λeffi･ρ          λi･P 

・ｆt･ｆd･Mv  

ここで， 

DF    ：葉菜摂取による実効線量（μSv/y） 

DFi   ：核種 iの葉菜摂取による実効線量（μSv/y） 

KFi   ：経口摂取による核種 iの実効線量係数（μSv/Bq） 

Ivi   ：葉菜摂取による核種 iの摂取量（Bq/d） 

Mv   ：葉菜の摂取量（g/d） 

ft    ：葉菜の栽培期間年間比（-） 

fd    ：調理前洗浄による粒子状放射性物質の残留比（-） 

λeffi ：核種 iの葉菜上実効減衰定数（s-1） 

λeffi＝λi＋λw 

λi   ：核種 iの崩壊定数（s-1） 

λw   ：ウェザリング効果による減少定数（s-1） 

ρ   ：葉菜の栽培密度（g/cm2） 
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Vg    ：粒子状放射性物質の葉菜への沈着速度（cm/s） 

V’g  ：葉菜を含む土壌への粒子状放射性物質の沈着速度（cm/s） 

(χ/Q)：相対濃度（s/cm3） 

Qi    ：核種 iの年間平均の放射能放出率（Bq/s） 

t1    ：葉菜の栽培期間（s） 

B     ：土壌 1g 中に含まれる粒子状放射性物質が葉菜へ移行す

る割合（-） 

P     ：経根移行に寄与する土壌の有効密度（g/cm2） 

t0    ：粒子状放射性物質の葉菜への蓄積期間（s） 

粒子状放射性物質の葉菜摂取による内部被ばくの実効線量の計

算に使用するパラメータを表 9－4(4)に示す。 

[炭素-14の場合] 

DFvc＝ KFc･Hvc 

Hvc ＝ 365・10-3・WVv・Cvc・Fkv 

ここで， 

DFvc   ：炭素-14に関する葉菜摂取による実効線量（μSv/y） 

KFc   ：経口摂取による炭素-14の実効線量係数（μSv/Bq） 

Hvc   ：葉菜摂取による炭素-14の摂取量（Bq/y） 

WVv   ：葉菜の摂取量（g/d） 

Fkv   ：葉菜の市場希釈係数（-） 

Cvc   ：葉菜中の炭素-14の放射能濃度（Bq/kg） 

            (χ/Q)･QC 
Cvc ＝ FCV・                        

             CA 

ここで， 

FCV    ：葉菜中の炭素の重量割合（kg-C/kg） 
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(χ/Q)：相対濃度（s/m3） 

QC     ：炭素-14の年間平均の放射能放出率（Bq/s） 

CA     ：空気 1m3中の炭素の重量（kg-C/m3） 

炭素-14 の葉菜摂取による内部被ばくの実効線量の計算に使用す

るパラメータを表 9－4(5)に示す。 

② トリチウム 

トリチウムの呼吸摂取による内部被ばくによる実効線量の計算は，

「原子炉設置許可申請書 添付書類９」に記載している評価式を参考

に，新指針に基づく再評価を行い，成人，幼児，乳児についてそれぞ

れ以下のとおり評価する。 

HTr ＝365･KT･AT･(1+ fa) 

AT＝Ma･  x  

 x ＝(χ/Q)・QT 

ここで， 

HTr  ：年間の実効線量 (μSv/y) 

KT   ：トリチウムの呼吸摂取による実効線量係数 (μSv/Bq) 

AT   ：トリチウムの摂取量 (Bq/d) 

Ma   ：呼吸率 (cm3/d) 

 x     ：トリチウムの年平均空気中濃度 (Bq/cm3) 

(χ/Q)：相対濃度（s/cm3） 

QT    ：トリチウムの年間平均の放射能放出率（Bq/s） 

fa    ：皮膚吸収による摂取率の呼吸摂取率に対する比（-） 

トリチウムの呼吸摂取による内部被ばくの実効線量の計算に使用す

るパラメータを表 9－5に示す。 

(4) 実効線量の評価結果 
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放射性気体廃棄物の放出による一般公衆の年間実効線量評価結果につ

いて，被ばく経路別の評価結果を表 9－6に，各被ばく経路を合算した評

価結果を表 9－7に示す。 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間における実効線量は年間 4.6

×10-1 μSv となる。また，原子炉周辺設備解体撤去期間以降における実

効線量は年間 6.7×10-1 μSvとなる。 

 

9.3.2.2 放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

(1) 評価の概要 

解体撤去工事等に伴う放出放射性物質の発生源を重水系・ヘリウム系等

の汚染の除去期間と原子炉周辺設備解体撤去期間以降に区分して整理し，

年間放出量を求めた後，被ばく経路の評価式に従って被ばく線量を評価す

る。 

廃止措置期間中に放出する放射性液体廃棄物は，原子炉運転中と同様に，

機器ドレン廃液，床ドレン廃液，再生廃液，洗濯廃液及びトリチウムを含

む廃液が発生することから，「原子炉設置許可申請書 添付書類９」に記

載のとおり，復水器冷却水放水路の前面海域に生息する海産物を摂取する

ことによって，放射性物質を体内摂取する場合について評価することとし，

海水中の放射性物質濃度は，放射性液体廃棄物中の放射性物質の年間放出

量を年間の復水器冷却水放水路の希釈量で除したものとする。また，前面

海域での拡散による希釈効果は無視する。 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間における放射性液体廃棄物中の

放射性物質の年間放出量は，「原子炉設置許可申請書 添付書類９」に記

載の年間放出量を基に，原子炉の運転終了後 4.5年間の減衰を考慮して評

価したものを使用し，原子炉周辺設備解体撤去期間以降においては，廃止
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措置計画認可後の平成 20年度から平成 29年度までの年間放出量実績に基

づく放出量に放射化機器の水中解体工事に伴い発生する放射性物質によ

る放出量を加算して評価することとする。 

実効線量の評価に当たっては，新指針に基づく再評価を行うが，減衰補

正を考慮し，短半減期核種を除いていること及び実効線量係数が変更され

ていることから，新指針に基づく再評価による値は，「原子炉設置許可申

請書 添付書類９」に記載している値（旧指針に基づく評価値）とは異な

る。 

被ばく評価に用いる放射化機器の水中解体工事で発生する放射性物質

の放射能量は，廃止措置計画認可申請後の平成 19年 9月 30日時点（原子

炉運転終了後 4.5年）のものとし，廃止措置工事の工程による放射能減衰

を考慮せず，保守的に評価することとする。 

(2) 評価条件 

① 放出放射性物質の発生源 

放出放射性物質の発生源は，重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間

と原子炉周辺設備解体撤去期間以降に区分し以下のとおり整理する。 

(a) 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間に放出する放射性物質 

・ 放射化機器の水中解体工事以外の放射性物質 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間においては，原子炉運

転中と同様，機器ドレン廃液，床ドレン廃液，再生廃液，洗濯廃

液及びトリチウムを含む廃液に伴う放射性物質の放出を考慮する。

一方，施設の水中解体は行わないことから，解体撤去工事に伴う

液体状の放射性物質の放出はないが，原子炉運転中及び廃止措置

準備期間における放射性液体廃棄物の発生量と同等と見なし保守

的に評価することとする。また，年間放出量は，「原子炉設置許可
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申請書 添付書類９」に記載の年間放出量を基に，原子炉の運転

終了後 4.5年間の減衰を考慮して評価する。 

(b) 原子炉周辺設備解体撤去期間以降に放出する放射性物質 

・ 放射化機器の水中解体工事以外の放射性物質 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間と同様に，機器ドレン

廃液，床ドレン廃液，再生廃液，洗濯廃液及びトリチウムを含む

廃液による放射性物質の放出を考慮する。また，年間放出量は，

廃止措置計画認可後の平成 20 年度から平成 29 年度までの年間放

出実績に基づき評価する。 

・ 放射化機器の水中解体工事からの放射性物質 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降においては，放射化機器の水

中解体工事を行うことから，水中解体工事に伴うコバルト-60等の

粒子状放射性物質の放出を考慮する。 

なお，生体遮へい体を含む建屋コンクリートの解体撤去工事に

伴うコバルト-60等の粒子状放射性物質の放出量は，放射化機器の

水中解体工事に伴う放出量と比較し，十分に少ないため無視する。 

② 年間放出量 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間における年間放出量は，原子

炉の運転終了後 4.5 年が経過していることから，「原子炉設置許可申請

書 添付書類９」に記載の年間放出量を基に，4.5年間の減衰を考慮し

て評価するとともに，その核種組成については，マンガン-54の半減期

未満となる短半減期核種を除いたものとし，トリチウム以外の放射性物

質の年間放出量を 9.9×109 Bq，トリチウムの年間放出量を 8.5×1012 Bq

とする。 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降の年間放出量においては，原子炉運
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転中と同様の機器ドレン廃液，床ドレン廃液，再生廃液，洗濯廃液及び

トリチウムを含む廃液による放射性物質の放出について，放出実績を基

に評価する。 

トリチウムの年間放出量は，廃止措置計画認可後の平成 20 年度から

平成 29 年度までの年間放出実績のうち，保守的に評価するために最大

値である 2.6×1012 Bqを用いる。 

機器ドレン廃液，床ドレン廃液，再生廃液及び洗濯廃液による粒子状

放射性物質の年間放出量は，原子炉運転中はもとより，廃止措置計画認

可後の平成 20年度から平成 29年度までにおいても全て検出限界値未満

で管理されていることから，検出限界値と同等量が放出されるとして評

価する。 

粒子状放射性物質の検出限界値は，「発電用軽水型原子炉施設におけ

る放出放射性物質の測定に関する指針（昭和 53 年 9 月 29 日）」に記載

されている値を用いガンマ線放出核種について 2.0×10-2 Bq/cm3，スト

ロンチウム-90 について 7.0×10-4 Bq/cm3とし，これに放射性液体廃棄

物の発生量の平成 20 年度から平成 29 年度までの最大値（平成 20 年度

4.1×109cm3）を乗じてそれぞれ 8.2×107 Bq，2.9×106 Bqとなる。 

上記の重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間の年間放出量に，放射

化機器の水中解体工事に伴う粒子状放射性物質の放出量を加算する。 

なお，重水系・ヘリウム系等の汚染除去期間において，残留重水の回

収及び施設外への搬出並びにトリチウム除去工事が完了している。した

がって，トリチウムを含む廃液は，これまでの廃止措置期間中における

年間放出実績の最大値で保守的に評価することができる。 

放射化機器の水中解体工事に伴い発生する粒子状放射性物質の環境

への放出量は，解体対象物切断部分の残存放射能量に，切断による粒子
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状放射性物質の水中浮遊物発生割合を乗じ，放射性液体廃棄物の廃棄設

備の除染係数を考慮して求める。切断方法は，9.3.2.1(2)②(a)に記載

したとおり，熱的切断とする。放射性気体廃棄物の評価と同様に，すべ

ての解体撤去工事を 1年間で行うとし，対象機器の切断に伴う粒子状放

射性物質が１年間ですべて放出されると仮定して保守的に評価する。 

放射化機器の水中解体工事に伴い発生する粒子状放射性物質は，図 9

－3(2)の解体撤去工事等に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への

移行フローに示すとおり環境に移行していくものとし，環境への年間放

出量の評価は，液体廃棄物の廃棄設備等の放射性物質除去機能を適

切に設定し，以下のとおり行う。 

QLi＝ALi･FL･[(1/ DFL1)･(1/ DFL2)] 

ここで， 

QLi ：切断に伴う核種ｉの環境への年間放出量(Bq) 

ALi ：解体対象とする構造物切断部分の核種 iの残存放射能量(Bq) 

FL  ：切断に伴う粒子状放射性物質の水中浮遊物発生割合(-) 

DFL1：放射性液体廃棄物の前処理時の除染係数 (-) 

DFL2：液体廃棄物の廃棄設備の除染係数 (-) 

放射化機器の水中解体工事に伴い発生する粒子状放射性物質の環境

への放出量計算に使用するパラメータを表 9－8 に示す。原子炉周辺設

備解体撤去期間以降のトリチウム以外の放射性物質の年間放出量の評

価結果は 3.8×108 Bqとなる。 

ここで，切断に伴う粒子状放射性物質の水中浮遊物発生割合は，財団

法人電力中央研究所の「実用発電用原子炉廃止措置工事環境影響評

価技術調査－環境影響評価パラメータの調査研究－」における試験

結果を参考に設定した。また，アンチモン-125 の水中浮遊物発生割
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合については，9.3.2.1(2)②(a)と同様に，他の核種の 100 倍を考慮す

る。放射性液体廃棄物の前処理時の除染係数は 100 とし，液体廃棄

物の廃棄設備の除染係数は 1000 とする。 

廃止措置期間中に環境へ放出される放射性液体廃棄物による核種別

の年間放出量の評価結果を表 9－9に示す。 

(3) 実効線量の評価 

実効線量は，年間放出量を用いて評価する。 

放射性液体廃棄物は，液体廃棄物の廃棄設備において適切に処理を行っ

て，復水器冷却水放水路より海洋へ管理放出する。その放出量を用いて，

原子炉運転中の一般公衆被ばく評価と同様の放射性物質の移行経路を考

慮し，海産物摂取による内部被ばくによる実効線量を評価する。 

海産物摂取による内部被ばくの実効線量計算は，「原子炉設置許可申請

書 添付書類９」に記載している評価式を参考に，最も被ばく線量が大き

くなる成人について，新指針に基づく再評価を以下のとおり行うものとす

る。 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降の放射化機器の水中解体工事におけ

る評価対象核種は，新型転換炉原型炉施設の特徴的な核種である炭素-14，

ニオブ-94，アンチモン-125を考慮した上で，実効線量へ大きく寄与する

核種（全体の比率から 90％以上の合計値となる核種）を抽出し，鉄-55，

コバルト-60，他の核種の移行割合の 100倍を考慮したアンチモン-125と

する。 

iFkiwki

kikkwkiki

ki
50

i
k

K

CKC

fWFC365H

HKΣD Σ

=

=

=
Fi

 

ここで， 
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DK：海産物摂取による実効線量 (μSv/y) 

K50
Fi：経口摂取による実効線量係数(μSv/Bq) 

Hki：核種ｉの海産物ｋによる摂取率(Bq/y) 

Cwki：海産物ｋ中の核種ｉの濃度(Bq/g) 

KFki：核種ｉの海産物ｋに対する濃縮係数((Bq/g)/(Bq/cm
3
)) 

Fk：市場希釈係数(-) 

Wk：海産物 kの摂取量(g/d) 

fki：海産物 kの採取から摂取までの核種ｉの減衰比(-) 

)}
12

9
365

T

0.693
exp({1

3650.693

T

12

3
f

Ri

Ri
ki −−


+=  (海藻類の場合) 

)t
T

0.693
exp(f k

Ri

ki −=  (その他の場合) 

TRi：核種ｉの物理的半減期(d) 

tk：海産物ｋの採取から摂取までの時間(ｄ) 

Ci：核種ｉの年間平均海水中濃度(Bq/cm
3
) 

なお，海水希釈効果は無視する。 

海産物摂取による内部被ばくの実効線量計算に使用するパラメータを

表 9－10に示す。 

(4) 実効線量の評価結果 

放射性液体廃棄物の放出による一般公衆の年間実効線量評価結果を表 9

－11に示す。 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間の実効線量は，年間 2.7 μSv

となる。また，原子炉周辺設備解体撤去期間以降の実効線量は，放射化機

器の水中解体工事に伴う実効線量が年間 3.8×10-1 μSv と小さいことか

ら，これを加算しても年間 3.1μSv となる。 



129 

 

 

9.3.2.3 放射性固体廃棄物からの直接線量及びスカイシャイン線量 

廃止措置期間中に発生する放射性固体廃棄物のうち，第 1固体廃棄物貯

蔵庫及び第 2固体廃棄物貯蔵庫に保管するものは，貯蔵容量を超えること

なく貯蔵保管されるため，貯蔵容量分の放射性固体廃棄物がこれら固体廃

棄物貯蔵庫に貯蔵保管された場合において，年間の直接線量及びスカイシ

ャイン線量を評価する。また，解体撤去工事において発生する放射性固体

廃棄物を建屋内に保管する場合は，あらかじめ設定した区域（保管区域）

に保管することとし，事前に年間の直接線量及びスカイシャイン線量を評

価する。なお，放射能量の大きい放射化機器の解体撤去物は，蒸気放出プ

ール及び使用済燃料搬出完了後の使用済燃料貯蔵プール内の水中に保管

する。直接線量及びスカイシャイン線量は，16 方位のうち海側方位を除

く 12 方位の周辺監視区域境界上の着目地点について評価するとともに，

周辺監視区域境界外において人の居住する可能性のある地点として，立石

地区（第 2 固体廃棄物貯蔵庫から約 760ｍ地点）及び浦底地区（第 1固体

廃棄物貯蔵庫及び第 2 固体廃棄物貯蔵庫から約 1530ｍ地点）の 2 地点に

ついても評価する。 

(1) 直接線量の評価 

第 1固体廃棄物貯蔵庫及び第 2固体廃棄物貯蔵庫からの直接線量は，「原

子炉設置許可申請書 添付書類８」に記載のとおり，貯蔵庫が十分な遮へ

い能力を有した設計であり，また，保管区域に設定する各建屋は，原子炉

の運転を考慮して十分な遮へい能力を有した設計であるとともに，各評価

方位における周辺監視区域境界上の着目地点までの距離による減衰効果

及び山が介在することによる遮へい効果を考慮することにより，十分に低

くなることから無視できる。 
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 (2) スカイシャイン線量の評価 

第 1固体廃棄物貯蔵庫及び第 2固体廃棄物貯蔵庫からのスカイシャイン

線量は，周辺監視区域境界上の着目地点においては，貯蔵庫からの距離が

最短となる北方位で最大となり，年間約 27μGy であった。また，周辺監

視区域境界外において人の居住する可能性のある地点においては，立石地

区（第 2 固体廃棄物貯蔵庫から 760ｍ地点）で最大となり，年間約 0.28

μGyとなる。 

一方，保管区域に設定する各建屋からのスカイシャイン線量は，各建屋

内の保管区域の容量及びレベル区分を設定し，全ての保管区域での評価を

合計した結果は，年間 1×10-3μGy 未満と十分に小さい。 

よって，第 1固体廃棄物貯蔵庫及び第 2固体廃棄物貯蔵庫並びに各建屋

の保管区域での合算値は，年間約 0.28μGyとなる。 

 (3) 直接線量及びスカイシャイン線量の評価 

廃止措置期間中の第 1固体廃棄物貯蔵庫及び第 2固体廃棄物貯蔵庫並び

に各建屋の保管区域からの直接線量及びスカイシャイン線量の合計の最

大値は，周辺監視区域境界上の年間約 27μGy であるが，周辺監視区域境

界は急峻な山の頂きや尾根或いは日本原子力発電株式会社敦賀発電所の

社有地であり，周辺監視区域境界及びその近傍には人の居住は考えられな

いことから，立石地区（第 2固体廃棄物貯蔵庫から約 760ｍ地点）の年間

約 0.28μGy と評価できる。 

 

 

9.3.2.4 被ばく評価のまとめ 

放射性気体廃棄物の放出による被ばく，放射性液体廃棄物の放出による

被ばくを合算した年間実効線量を表 9－12に示す。廃止措置期間中の平常
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時における一般公衆の年間実効線量は 3.8μSv となり，法令に定める線量

限度 1 mSvを下回ることはもとより，線量目標値指針に記載する線量目標

値の年間 50 μSvを下回る結果となった。これらは，汚染拡大防止囲いの

設置，放射性物質除去装置の機能の適切な設定，作業実施前の汚染の除去

等の被ばく低減対策を反映した結果であり，新型転換炉原型炉施設の廃止

措置に伴う被ばくが合理的に達成可能な限り低くなることを確認した。 

また，放射性固体廃棄物からの直接線量及びスカイシャイン線量の合計

は，年間約 0.28μGy となり，一般公衆線量評価に記載する線量の基準の

年間 50 μGy を十分下回る結果となった。 
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図 9－1(1) 管理区域図（全体図） 

  

：   管理区域を設定している建屋等   
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図 9－1(2) 管理区域図（地下 2 階） 
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図 9－1(3) 管理区域図（地下 1 階） 
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図 9－1(4) 管理区域図（地上 1 階） 
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図 9－1(5) 管理区域図（地上 2 階） 
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図 9－1(6) 管理区域図（地上 3 階） 
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図 9－2 周辺監視区域図 
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建屋

主排気筒及び廃棄物
処理建屋排気筒

汚染拡大防止囲い
局所フィルタ

（捕集効率DFA1）

換気設備フィルタ
（捕集効率DFA2）

汚染拡大防止囲いからの漏えい
（漏えい割合r1）

：切断作業

気中切断

切断に伴う粒子状放射性
物質の発生AAi･FA

建屋

主排気筒及び廃棄物
処理建屋排気筒

汚染拡大防止囲い
局所フィルタ

（捕集効率DFA1）

換気設備フィルタ
（捕集効率DFA2）

汚染拡大防止囲いからの漏えい
（漏えい割合r1）

：切断作業

気中切断

切断に伴う粒子状放射性
物質の発生AAi･FA

図 9－3（1）解体撤去工事等に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への移行フロー 

（汚染機器，放射化機器，不燃性固体廃棄物の気中切断時） 

＊2：タービン建屋換気系の
　　 捕集効率は0とする

主排気筒及び廃棄物
処理建屋排気筒から

の放出

汚染拡大防止囲い
局所フィルタ

(捕集効率DFA1：0.99）

汚染拡大防止囲い
からの漏えい

（漏えい割合r1：0.1）

換気設備フィルタ
(捕集効率DFA2：0.99）＊2

汚染拡大防止囲い
局所排風機

＊1：Sb-125は100倍の補正を行う

切断に伴う粒子状放射性物質の発生AAi･FA
＊1

＊2：タービン建屋換気系の
　　 捕集効率は0とする

主排気筒及び廃棄物
処理建屋排気筒から

の放出

汚染拡大防止囲い
局所フィルタ

(捕集効率DFA1：0.99）

汚染拡大防止囲い
からの漏えい

（漏えい割合r1：0.1）

換気設備フィルタ
(捕集効率DFA2：0.99）＊2

汚染拡大防止囲い
局所排風機

＊1：Sb-125は100倍の補正を行う

切断に伴う粒子状放射性物質の発生AAi･FA
＊1
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図 9－3（2）解体撤去工事等に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への移行フロー 

（放射化機器の水中切断時） 

主排気筒 

汚染拡大防止囲い 

局所フィルタ 

（捕集効率DFA1） 

換気設備 

フィルタ 

（捕集効率DFA2） 

建屋 

汚染拡大防止囲いからの漏えい 

（漏えい割合r1） 

放射性液体廃棄物の前処理 

（除染係数DFL1） 

液体廃棄物の 

廃棄設備 

（除染係数DFL2） 

海洋 ：切断作業 

水中切断 水の再利用 

復水器冷却水放水路 

切断に伴う粒子状放射性物質 

の発生（水中浮遊物の発生） 

ALi･FL 

切断に伴う粒子状放射性物質の発生 

（水中浮遊物の発生）ALi･FL 

液体廃棄物の廃棄設備 

（除染係数DFL2：1000） 

復水器冷却水放水路 

からの放出 

主排気筒からの放出 

切断に伴う粒子状放射性物質の発生 

      （気中への移行）AAi･FA 

汚染拡大防止囲い 

局所フィルタ 

（捕集効率DFA1：0.99） 

汚染拡大防止囲い 

からの漏えい 

（漏えい割合r1：0.1） 

換気設備フィルタ（捕

集効率DFA2：0.99） 

汚染拡大防止囲い 

局所排風機 

放射性液体廃棄物 

の前処理 

（除染係数DFL1：100） 

*1：Sb-125は100倍の補正を行う 

*1 *1 

水の再利用 

切断に伴う粒子状放射性物質の発生 

   （気中への移行）AAi･FA 
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表 9－1 解体撤去工事等に伴い発生する粒子状放射性物質の環境への年間放出量 

計算に使用するパラメータ（平常時：放射性気体廃棄物） 

パラメータ 単位 数 値 備 考 

重水系・ヘリウム系等の汚染

の除去期間における解体対象

物（汚染機器等）切断部分の

核種 i の残存放射能量 AAi 

Bq ｺﾊﾞﾙﾄ-60 
7.8×1010 *1 

気中切断時の汚染機器(タービン建屋で
の切断機器，不燃性固体廃棄物を含む)  

4.2×1010 *1 
気中切断時の汚染機器(タービン設備以
外の機器) 

原子炉周辺設備解体撤去期間

以降における解体対象物（汚

染機器，放射化機器等）切断

部分の核種 i の残存放射能量 

AAi 

Bq 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

7.8×1010 *1 
気中切断時の汚染機器(タービン建屋で
の切断機器，不燃性固体廃棄物を含む)  

4.2×1010 *1 
気中切断時の汚染機器(タービン設備以
外の機器) 

2.2×109 *1 気中切断時の放射化ｽﾃﾝﾚｽ材 

1.6×109 *1 気中切断時の放射化炭素鋼材 

3.2×1014 *1 
水中切断時の放射化ｽﾃ ﾝ ﾚ ｽ材（ Zr, 
Zr-Nb, Al,ｲﾝｺﾈﾙを含む） 

4.1×1010 *1 水中切断時の放射化炭素鋼材 

ｱﾝﾁﾓﾝ-125 

8.0×100 *1 気中切断時の放射化ｽﾃﾝﾚｽ材 

9.8×100 *1 気中切断時の放射化炭素鋼材 

9.2×1012 *1 
水中切断時の放射化ｽﾃ ﾝ ﾚ ｽ材（ Zr, 
Zr-Nb, Al,ｲﾝｺﾈﾙを含む） 

2.6×102 *1 水中切断時の放射化炭素鋼材 

切断に伴う粒子状放射性
物質の気中移行割合 FA 

－ 

7.0×10-1 *2 
汚染機器(不燃性固体廃棄物を含む)の
気中切断時 

8.5×10-3 *2 
放射化ｽﾃﾝﾚｽ材の気中切断時 
ｱﾝﾁﾓﾝ-125 のみ 100 倍を考慮 

2.2×10-3 *2 
放射化炭素鋼材の気中切断時 
ｱﾝﾁﾓﾝ-125 のみ 100 倍を考慮 

8.5×10-5 *2 
放射化ｽﾃﾝﾚｽ材の水中切断時 
ｱﾝﾁﾓﾝ-125 のみ 100 倍を考慮 

2.2×10-5 *2 
放射化炭素鋼材の水中切断時 
ｱﾝﾁﾓﾝ-125 のみ 100 倍を考慮 

汚染拡大防止囲いの局所
フィルタの捕集効率 DFA1 

－ 0.99 *3 高性能粒子フィルタを使用 

換気設備フィルタの捕集
効率 DFA2 

－ 0.99 *3 
高性能粒子フィルタを使用(タービン建

屋換気系のみ０とする。) 

汚染拡大防止囲いからの漏

えい割合 r1 
－ 0.1 *4 

汚染拡大防止囲いの局所排風機の回収効率

90％から評価 
*1: 切断カーフ幅と切断長さから計算により算出 

*2: 財団法人電力中央研究所：「実用発電用原子炉廃止措置工事環境影響評価技術調査－環境

影響評価パラメータの調査研究－」（平成 13 年度報告書，平成 15 年度報告書，平成 17

年度報告書）から引用 

*3: 「一般公衆線量評価」から引用 

*4: 「ハンドブック」から引用 
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表 9－2 減容安定化処理装置の運転に伴う炭素-14の環境への年間放出量計算 

に使用するパラメータ（平常時：放射性気体廃棄物） 

 

パラメータ 単 位 数 値 備 考 

重水系廃樹脂の炭素-14

の放射能濃度 AC 
Bq/cm3 3.0×105 

重水系廃樹脂の分析結

果より 

炭素-14の除染係数 DF － 1 
減容安定化処理装置の

性能 

年間最大処理量 G cm3 2.4×107 
減容安定化処理装置の

性能 

  

 

 

 

表 9－3 年間放出量の評価結果（平常時：放射性気体廃棄物） 

 

期 間 放出核種 年間放出量（Bq） 被ばく経路 

重水系・ヘリウム

系等の汚染の除去

期間 

ﾄﾘﾁｳﾑ 1.4×1013 呼吸摂取 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 6.0×109 
地表沈着，放射性雲，呼吸
摂取，葉菜摂取 

原子炉周辺設備解

体撤去期間以降 

ﾄﾘﾁｳﾑ 3.1×1011 呼吸摂取 

炭素-14 8.7×1012 

8.7×1012 

呼吸摂取，葉菜摂取 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60*1 
6.0×109 

(2.9×107) 

地表沈着，放射性雲，呼吸
摂取，葉菜摂取 

ｱﾝﾁﾓﾝ-125 8.5×107 地表沈着，放射性雲 

 *1:(  )内の数値は原子炉領域及び生体遮へい体解体撤去工事に伴う放出量 
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表9－4(1) トリチウム以外の放射性物質の地表沈着による外部被ばくの実効線量の

計算に使用するパラメータ（平常時：放射性気体廃棄物） 

 

パラメータ 単 位 数 値 備 考 

乾燥沈着速度 VGi m/s 0.01 *1  

相対濃度(χ/Q) s/m3 2.64×10-7 *2 

放出源の有効高さ
75m での放散 
南東方位 1185m 地
点で最大 

重水系・ヘリウム系等の汚染

の除去期間における核種 i の

年間平均の放射能放出率 Qi 

Bq/s 1.90×102 *3 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

原子炉周辺設備解体撤去期間

以降における核種 i の年間平

均の放射能放出率 Qi 

Bq/s 

1.91×102 *3 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

2.70×100 *3 核種:ｱﾝﾁﾓﾝ-125 

土壌からの核種 i の実効除

去率 λGi（λGi = λi + λSi） 
1/s 

4.17×10-9 *1 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

7.97×10-9 *1 核種:ｱﾝﾁﾓﾝ-125 

核種 iの崩壊定数 λi 1/s 
4.17×10-9 *1 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

7.97×10-9 *1 核種:ｱﾝﾁﾓﾝ-125 

土壌からの核種 iの系外除

去率 λSi 
1/s 0 *1 

系外除去効果を 

無視 

放射性物質の沈着を考慮

する期間 tG 
s 3.15×107 *1 1年間とする。 

地表沈着核種 iの実効線量

係数 KGi 
(μSv/y)/(Bq/m２) 

2.2×10-2 *1 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

4.1×10-3 *1 核種:ｱﾝﾁﾓﾝ-125 

*1: 「ハンドブック」から引用 

*2: 「気象指針」に基づき算出 

*3: 表 9－3 の年間放出量を単位換算したもの 
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表 9－4(2)  トリチウム以外の放射性物質の放射性雲からの外部被ばくの 

実効線量の計算に使用するパラメータ（平常時：放射性気体廃棄物） 

 

パラメータ 単 位 数 値 備 考 

相対線量(D/Q) μGy/(MeV･Bq) 2.96×10-14 *1 

放出源の有効高さ
75m での放散 
南東方位 1185m 地
点で最大 

空気吸収線量から実効線

量への換算係数 K 
Sv/Gy 0.8 *2  

核種 iのガンマ線実効エネ

ルギー Ei 
MeV/dis 

2.50 *3 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

4.34×10-1 *4 核種:ｱﾝﾁﾓﾝ-125 

重水系・ヘリウム系等の汚

染の除去期間における核種

i の年間平均の放射能放出

率 Qi 

Bq/s 1.90×102 *5 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

原子炉周辺設備解体撤去期

間以降における核種 i の年

間平均の放射能放出率 Qi 

Bq/s 

1.91×102 *5 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

2.70×100 *5 核種:ｱﾝﾁﾓﾝ-125 

*1: 「気象指針」に基づき算出 

*2: 「評価指針」から引用 

*3: 「一般線量公衆評価」から引用 

*4: 「JAERI Data Code 2001-004」から引用 

*5: 表 9－3 の年間放出量を単位換算したもの 
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表 9－4(3)  トリチウム以外の放射性物質の呼吸摂取による内部被ばくの 

実効線量の計算に使用するパラメータ（平常時：放射性気体廃棄物） 

 

パラメータ 単 位 数 値 備 考 

呼吸率 Ma m3/s 

2.57×10-4 *1 
成人の場合 

2.22×107 (cm3/d) 

1.01×10-4 *1 
幼児の場合 

8.72×106 (cm3/d) 

3.31×10-5 *1 
乳児の場合 

2.86×106 (cm3/d) 

呼吸摂取による核種 iの実

効線量係数 KBi 
μSv/Bq 

6.2×10-6 *2 
成人の場合 

核種:炭素-14 

1.1×10-5 *2 
幼児の場合 

核種:炭素-14  

1.9×10-5 *2 
乳児の場合 

核種:炭素-14  

3.1×10-2 *2 
成人の場合 

核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

5.9×10-2 *2 
幼児の場合 

核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

9.2×10-2 *2 
乳児の場合 

核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

相対濃度(χ/Q) s/m3 2.64×10-7 *3 

放出源の有効高さ
75m での放散 
南東方位 1185m 地
点で最大 

重水系・ヘリウム系等の汚染

の除去期間における核種 i の

年間平均の放射能放出率 Qi 

Bq/s 1.90×102 *4 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

原子炉周辺設備解体撤去期間

以降における核種 i の年間平

均の放射能放出率 Qi 

Bq/s 

2.76×105
 *4 核種:炭素-14 

1.91×102 *4 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

*1: 「評価指針」から引用 

*2: 「ICRP Pub.72」から引用 

*3: 「気象指針」に基づき算出 

*4: 表 9－3 の年間放出量を単位換算したもの 
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表 9－4(4) 粒子状放射性物質の葉菜摂取による内部被ばくの実効線量の計算 

に使用するパラメータ（平常時：放射性気体廃棄物） 

 

パラメータ 単 位 数 値 備 考 

経口摂取による核種 i の実効線量

係数 KFi 
μSv/Bq 

3.4×10-3 *1 
成人の場合 
核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

1.7×10-2 *1 
幼児の場合 
核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

5.4×10-2 *1 
乳児の場合 
核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

相対濃度(χ/Q) s/cm3 2.64×10-13 *2 

放出源の有効高さ 75m
での放散 
南東方位 1185m地点で
最大 

葉菜の摂取量 Mv g/d 

100 *3 成人の場合 

50 *3 幼児の場合 

20 *3 乳児の場合 

葉菜の栽培期間年間比  ft - 0.5 *3  

調理前洗浄による粒子状放射性物質の残
留比 fd 

- 1.0 *3  

核種 iの葉菜上実効減衰定数λeffi 

(λeffi＝λi＋λw) 
s-1 5.74×10-7 *3 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

核種 iの崩壊定数λi s-1 4.17×10-9 *4 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

ウェザリング効果による減少定数λw s-1 5.7×10-7 *3 約 14日 

葉菜の栽培密度ρ g/cm2 0.2 *3  

粒子状放射性物質の葉菜への沈着速度 Ｖg cm/s 1 *3  

葉菜を含む土壌への粒子状放射性物質の沈着

速度 Ｖ’g 
cm/s 1 *3  

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間におけ

る核種 i の年間平均の放射能放出率 Qi 
Bq/s 1.90×102 *5 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

原子炉周辺設備解体撤去期間以降における核種

i の年間平均放射能放出率 Qi 
Bq/s 1.91×102 *5 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

葉菜の栽培期間 ｔ1 s 5.18×106 *3 60日とする。 

土壌 1g 中に含まれる粒子状放射性物質が
葉菜へ移行する割合 Ｂ 

- 9.4×10-3 *3 核種:ｺﾊﾞﾙﾄ-60 

経根移行に寄与する土壌の有効密度 Ｐ g/cm2 24 *3  

粒子状放射性物質の葉菜への蓄積期間 ｔ0 s 6.31×108 *3 20年とする。 

*1: 「ICRP Pub.72」から引用 

*2: 「気象指針」に基づき算出 

*3: 「一般公衆線量評価」から引用 

*4: 「Table of Isotopes 8th Edition」から算出 

*5: 表 9－3 の年間放出量を単位換算したもの 
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表 9－4(5) 炭素-14の葉菜摂取による内部被ばくの実効線量 

の計算に使用するパラメータ（平常時：放射性気体廃棄物） 

パラメータ 単 位 数 値 備 考 

経口摂取による炭素-14 の実効

線量係数 KFc 
μSv/Bq 

5.8×10-4 *1 成人の場合 

9.9×10-4 *1 幼児の場合 

1.4×10-3 *1 乳児の場合 

葉菜の摂取量  WVv g/d 

100 *2 成人の場合 

50 *2 幼児の場合 

20 *2 乳児の場合 

葉菜の市場希釈係数 Fkv － 1 *2  

葉菜中の炭素の重量割合 Fcv kg-C/kg 0.028 *3  

相対濃度(χ/Q) s/m3 2.64×10-7 *4 

放出源の有効高さ 75m
での放散 
南東方位 1185m地点で
最大 

原子炉周辺設備解体撤去期間以

降における炭素-14 の年間平均

放射能放出率 Qc 

Bq/s 2.76×105 *5  

空気 1m3中の炭素の重量 CA kg-C/m3 1.8×10-4 *6  

*1: ICRP Pub.72から引用 

*2: 「評価指針」から引用 

*3: 「ハンドブック」，UCID-17743から引用 

*4: 「気象指針」に基づき算出 

*5: 表 9－3 の年間放出量を単位換算したもの 

*6: 「ハンドブック」，DOE/TIC-11468から引用 
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表 9－5 トリチウムの呼吸摂取による内部被ばくの 

実効線量の計算に使用するパラメータ 

（平常時：放射性気体廃棄物） 

 

パラメータ 単 位 数 値 備 考 

トリチウムの呼吸摂取によ

る実効線量係数 KT 
μSv/Bq 

1.8×10-5 *1 成人の場合 

3.1×10-5 *1 幼児の場合 

6.4×10-5 *1 乳児の場合 

呼吸率 Ma cm3/d 

2.22×107 *2 成人の場合 

8.72×106 *2 幼児の場合 

2.86×106 *2 乳児の場合 

相対濃度(χ/Q) s/cm3 2.64×10-13 *3 

放出源の有効高さ
75m での放散 
南東方位 1185m地点
で最大 

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去

期間におけるトリチウムの年間平均

の放射能放出率 QT 

Bq/s 4.44×105 *4  

原子炉周辺設備解体撤去期間以降に

おけるトリチウムの年間平均の放射

能放出率 QT 

Bq/s 9.83×103 *4  

皮膚吸収による摂取率の呼

吸摂取率に対する比 fa 
－ 0.5 *5  

*1: 「ICRP Pub.72」から引用 

*2: 「評価指針」から引用 

*3: 「気象指針」に基づき算出 

*4: 表 9－3 の年間放出量を単位換算したもの 

*5: 「ICRP Pub.30」から引用 
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表 9－6 被ばく経路別の年間実効線量評価結果（平常時：放射性気体廃棄物） 

 

被ばく経路 期間 核種 年間実効線量（μSv） 

地表沈着

による外

部被ばく 

 

重水系・ヘリウム系等

の汚染の除去期間 
ｺﾊﾞﾙﾄ-60 3.3×10-1    

原子炉周辺設備解体

撤去期間以降 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 3.3×10-1 

ｱﾝﾁﾓﾝ-125 8.1×10-4 

放射性雲

による外

部被ばく 

重水系・ヘリウム系等

の汚染の除去期間 
ｺﾊﾞﾙﾄ-60 3.6×10-4    

原子炉周辺設備解体

撤去期間以降 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 3.6×10-4  

ｱﾝﾁﾓﾝ-125 8.7×10-7 

呼吸摂取

による内

部被ばく 

  成人 幼児 乳児 

重水系・ヘリウム系等

の汚染の除去期間 

ﾄﾘﾁｳﾑ 2.6×10-2   1.7×10-2 1.2×10-2 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 1.3×10-2   9.4×10-3 4.8×10-3 

原子炉周辺設備解体

撤去期間以降 

ﾄﾘﾁｳﾑ 5.7×10-4   3.8×10-4 2.6×10-4 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 1.3×10-2   9.5×10-3 4.8×10-3 

炭素-14 3.7×10-3   2.6×10-3 1.4×10-3 

葉菜摂取

による内

部被ばく 

  成人 幼児 乳児 

重水系・ヘリウム系等

の汚染の除去期間 
ｺﾊﾞﾙﾄ-60 2.6×10-2   6.5×10-2   8.3×10-2   

原子炉周辺設備解体

撤去期間以降 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 2.6×10-2   6.5×10-2   8.3×10-2   

炭素-14 2.4×10-1   2.0×10-1   1.2×10-1   

 



150 

 

表 9－7 年間実効線量評価結果（平常時：放射性気体廃棄物） 

 

期 間 

年間実効線量*1（μSv） 

核種別の年間実効線量*2 合 計 

重水系・ヘリウム系等の汚染

の除去期間 

ﾄﾘﾁｳﾑ 2.6×10-2  (5.7%) 
4.6×10-1 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 4.3×10-1 (94.3%) 

原子炉周辺設備解体撤去期間

以降 

ﾄﾘﾁｳﾑ 5.7×10-4  (0.1%) 

6.7×10-1 炭素-14 2.4×10-1 (36.3%) 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 4.3×10-1 (63.6%) 

*1: (  )内の数値は，各期間の年間実効線量の合計値からの寄与割合を示す。    

合計値及び寄与割合は，端数処理のため数値が一致しないことがある。 

                                    

*2: 表9－6の被ばく経路別の年間実効線量評価結果を核種ごとに合算した値を示す。

内部被ばくは成人，幼児，乳児の実効線量のうち，最も大きい値を合算した。なお，

ｱﾝﾁﾓﾝ-125については，合計値からの寄与が小さいため無視した。   
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表 9－8 放射化機器の水中解体工事に伴い発生する粒子状放射性物質の 

環境への放出量計算に使用するパラメータ（平常時：放射性液体廃棄物） 

 

パラメータ 単位 数 値 備 考 

原子炉周辺設備解体撤

去期間以降における解

体対象物切断部分の核

種 iの残存放射能量 ALi 

Bq 

鉄-55 
2.8×1014 *1 

水中切断時の放射化ｽﾃﾝﾚｽ材（Zr, 
Zr-Nb, Al,ｲﾝｺﾈﾙを含む） 

5.5×1011 *1 水中切断時の放射化炭素鋼材 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 
3.2×1014 *1 

水中切断時の放射化ｽﾃﾝﾚｽ材（Zr, 
Zr-Nb, Al,ｲﾝｺﾈﾙを含む） 

4.1×1010 *1 水中切断時の放射化炭素鋼材 

ｱﾝﾁﾓﾝ-125 
9.2×1012 *1 

水中切断時の放射化ｽﾃﾝﾚｽ材（Zr, 
Zr-Nb, Al,ｲﾝｺﾈﾙを含む） 

2.6×102 *1 水中切断時の放射化炭素鋼材 

切断に伴う粒子状放射

性物質の水中浮遊物発

生割合 FL 

－ 

3.5×10-3 *2 
放射化ｽﾃﾝﾚｽ材の水中切断時 
ｱﾝﾁﾓﾝ-125 のみ 100 倍を考慮 

1.5×10-3 *2 
放射化炭素鋼材の水中切断時 
ｱﾝﾁﾓﾝ-125 のみ 100 倍を考慮 

放射性液体廃棄物の前

処理時の除染係数 DFL1 
－ 100 *3  

液体廃棄物の廃棄設備

の除染係数 DFL2 
－ 1000 *3  

*1: 切断カーフ幅と切断長さから計算により算出 
*2: 財団法人電力中央研究所：「実用発電用原子炉廃止措置工事環境影響評価技術調

査－環境影響評価パラメータの調査研究－」（平成 13 年度報告書，平成 15 年度報
告書）から引用 

*3: 「評価指針」から引用 
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表 9－9 年間放出量の評価結果（平常時：放射性液体廃棄物） 

                          

期 間 放出核種 年間放出量（Bq） 被ばく経路 

重水系・ヘリウム系

等の汚染の除去期間 

ﾄﾘﾁｳﾑ*1 8.5×1012 

海産物摂取 

ﾏﾝｶﾞﾝ-54*1 4.0×108 

9.9×109 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60*1 6.1×109 

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ-90*1 3.3×108 

ｾｼｳﾑ-134*1 4.0×108 

ｾｼｳﾑ-137*1 2.7×109 

原子炉周辺設備解体

撤去期間以降 

ﾄﾘﾁｳﾑ*1 2.6×1012 

ﾏﾝｶﾞﾝ-54*1 8.2×107 

3.8×108 

鉄-55*2 9.7×106 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60*1 8.2×107 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60*2 1.1×107 

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ-90*1 2.9×106 

ｱﾝﾁﾓﾝ-125*2 3.2×107 

ｾｼｳﾑ-134*1 8.2×107 

ｾｼｳﾑ-137*1 8.2×107 

*1: 放射化機器の水中解体工事以外で発生する核種であり，「原子炉設置許可申請

書」に記載されている核種組成のうち，マンガン-54の半減期未満の短半減期核

種を除いた核種 

*2: 放射化機器の水中解体工事に伴い発生する核種 
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表 9－10 海産物摂取による内部被ばくの実効線量計算に使用するパラメータ（平常時：放射性液体廃棄物） 

核種 i 

重水系・ヘリウム

系等の汚染の除

去期間における

核種iの年間平均

海水中濃度*3 

Ci 

(Bq/cm3) 

原子炉周辺設備解

体撤去期間以降に

おける核種 iの年間

平均海水中濃度*4 

Ci 

(Bq/cm3) 

核種 i の海産物 k に対

する濃縮係数*5 KFki  

((Bq /g)/(Bq/cm3)) 

海産物ｋの摂取量*5 

Wk  

(g/d) 

核種 i の 

物理的半減期*6 

TRi 

(d) 

海産物 k の採取か

ら摂取までの核種

i の減衰比*5 fki 

経口摂取による

実効線量係数*7 

 K50Fi 

(μSv/Bq) 

海産物 k

の採取

から摂

取まで

の時間*5 

tk (d) 

市場希釈

係数*5 

Fk 

魚類 無脊椎 海藻類 魚類 無脊椎 海藻類 海藻類 その他 

ﾄﾘﾁｳﾑ*1 2.80×10-2 1.79×10-1 1 1 1 

200 

(成人) 

 

20 

(成人) 

  

40 

 (成人) 

  

4.49×103 0.98 

1 

1.8×10-5 

0 1 

ﾏﾝｶﾞﾝ-54*1 1.32×10-6 5.66×10-6 600 10000 20000 3.13×102 0.81 7.1×10-4 

鉄-55*2 3.16×10-8 6.69×10-7 3000 20000 50000 9.85×102 0.93 3.3×10-4 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60*1 2.01×10-5 5.66×10-6 100 1000 1000 1.92×103 0.96 3.4×10-3 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60*2 3.62×10-8 7.59×10-7 100 1000 1000 1.92×103 0.96 3.4×10-3 

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ-90*1 1.09×10-6 2.00×10-7 1 6 10 1.04×104 0.99 2.8×10-2 

ｱﾝﾁﾓﾝ-125*2 1.05×10-7 2.21×10-6 40 5 2000 1.02×103 0.93 1.1×10-3 

ｾｼｳﾑ-134*1 1.32×10-6 5.66×10-6 30 20 20 7.52×102 0.91 1.9×10-2 

ｾｼｳﾑ-137*1 8.88×10-6 5.66×10-6 30 20 20 1.10×104 0.99 1.3×10-2 

*1：放射化機器の水中解体工事以外で発生する核種であり，「原子炉設置許可申請書」に記載されている核種組成のうち， 

マンガン-54の半減期未満となる短半減期核種を除いた核種 

*2：放射化機器の水中解体工事に伴い発生する核種 

*3: 3.04×108 m3/y（「原子炉設置許可申請書 添付書類 9」から引用）で除したもの 

*4: 1.45×107 m3/y（原子炉補機冷却海水ポンプ 1台（1650m3/h）運転から算出）で除したもの 

*5：「評価指針」から引用。ただし，ｱﾝﾁﾓﾝ-125の濃縮係数は「ハンドブック」から引用 

*6：「Table of Isotopes 8th Edition」からﾄﾘﾁｳﾑ，鉄-55，ｱﾝﾁﾓﾝ-125の半減期を引用，「一般公衆線量評価」からそれ以外 

の核種の半減期を引用 

*7：「ICRP Pub.72」から引用 
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表 9－11 年間実効線量評価結果（平常時：放射性液体廃棄物） 

 

期 間 
年間実効線量*1（μSv） 

核種別の年間実効線量 合 計 

重水系・ヘリウム系等の汚染

の除去期間 

ﾄﾘﾁｳﾑ 4.8×10-2     (1.8%) 

2.7×100 

ﾏﾝｶﾞﾝ-54 3.3×10-1    (12.2%) 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 2.0×100     (72.1%) 

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ-90 7.9×10-3     (0.3%) 

ｾｼｳﾑ-134 6.5×10-2    (2.4%) 

ｾｼｳﾑ-137 3.0×10-1    (11.2%) 

原子炉周辺設備解体撤去期

間以降 

ﾄﾘﾁｳﾑ 3.1×10-1   (10.0%) 

3.1×100 

ﾏﾝｶﾞﾝ-54 1.4×100    (45.0%) 

鉄-55*2 2.3×10-1     (7.4%) 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60 5.5×10-1    (17.7%) 

ｺﾊﾞﾙﾄ-60*2 7.4×10-2    (2.4%) 

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ-90 1.5×10-3     (0.0%) 

ｱﾝﾁﾓﾝ-125*2 7.3×10-2     (2.3%) 

ｾｼｳﾑ-134 2.8×10-1    (9.0%) 

ｾｼｳﾑ-137 1.9×10-1     (6.1%) 

*1: (  )内の数値は，各期間の年間実効線量の合計値からの寄与割合を示す。   

合計値及び寄与割合は，端数処理のため数値が一致しないことがある。 

*2: 放射化機器の水中解体工事に伴い発生する核種であり，その合計値は

3.8×10-1μSv となる。 
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表 9－12 年間実効線量評価結果（平常時:放射性気体廃棄物の放出による被ばく

と放射性液体廃棄物の放出による被ばくの合算値） 

 

期 間 

年間実効線量（μSv） 

放射性気体廃棄物の 

放出による被ばく 

放射性液体廃棄物の 

放出による被ばく 
合算値 

全廃止措置期間 6.7×10-1 3.1×100 3.8×100 
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十 廃止措置中の過失，機械又は装置の故障，地震，火災等があった場合に発生す

ると想定される事故の種類，程度，影響等 

10.1 概要 

新型転換炉原型炉施設の廃止措置期間の廃止措置工事において，操作上の過失，

機械又は装置の故障，地震，火災等があった場合に発生すると想定される事故

とその影響を検討し，敷地境界外における周辺公衆の最大の実効線量を評価す

ることにより，新型転換炉原型炉施設の廃止措置が周辺公衆に対し著しい放射

線被ばくのリスクを与えないことを示す。 

 

10.2 事故時における新型転換炉原型炉施設周辺の公衆の被ばく評価 

廃止措置期間中の事故時において，新型転換炉原型炉施設周辺の公衆の被ばく

線量は，原子力安全委員会指針である「原子炉施設の解体に係る安全確保の基

本的考え方（平成 13年 8月 6日一部改訂）」に記載のとおり，想定する起因事

象から放射性物質の放出量が最大である事故を想定し，気象指針の拡散式を用

いて，放射性物質の放出量を算出した上で，放出放射性物質に起因する実効線

量を評価する。 

被ばく線量評価に当たっては，原子力安全委員会指針である「発電用軽水型

原子炉施設の安全評価に関する審査指針（平成 13年 3月 29日一部改訂）」（以

下「安全評価審査指針」という。）及び「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量

目標値に対する評価指針（平成 13 年 3 月 29 日一部改訂）」並びに原子炉安全

基準専門部会報告書である「一般公衆線量評価」に準拠し，廃止措置期間の最

大事故を想定して評価する。「原子炉設置許可申請書 添付書類１０」に記載

されている評価を適用する場合には，ICRP1990 年勧告取入れに伴うパラメータ

等の変更を考慮し，再評価を行うものとする。 
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10.3 最も影響の大きい事故の想定 

新型転換炉原型炉施設内には，「六 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲

渡し」に記載のとおり，使用済燃料を貯蔵していることから，原子炉運転中の

事故時評価と同様に，「原子炉設置許可申請書 添付書類１０」に記載されて

いる燃料取扱事故を想定する。また，新型転換炉原型炉施設の廃止措置工事は，

「五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法」，

「七 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質による汚染分

布とその評価方法を含む。）」及び「八 廃止措置において廃棄する核燃料物

質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及び廃棄」に記載の

方法に従って行うことから，廃止措置工事上の過失，機械又は装置の故障，地

震，火災，その他の災害による原子炉施設の事故の種類，程度，影響等を考慮

した上で，起因事象を以下のとおり整理し，最も影響の大きい事故を選定する。 

(1)  火災 

汚染機器又は放射化機器等の切断作業時において，放射性粉じん等の粒子状

放射性物質が蓄積した汚染拡大防止囲いの局所フィルタが火災により過熱さ

れ，局所フィルタに付着している粒子状放射性物質の全量が瞬時に作業環境中

に飛散することにより，粒子状放射性物質が換気設備を通過して大気中に放出

されることを想定する。 

(2)  爆発 

汚染機器又は放射化機器等の切断作業時において，熱的切断用のガスが電気

火花等により着火して爆発に至った場合，粒子状放射性物質が蓄積した汚染拡

大防止囲いの局所フィルタに影響し，局所フィルタに付着している粒子状放射

性物質の全量が瞬時に作業環境中に飛散することにより，粒子状放射性物質が

換気設備を通過して大気中に放出される場合を想定する。したがって，爆発事

象における粒子状放射性物質の飛散経路は火災の場合と共通となることから，
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あわせて火災・爆発として想定する。 

(3)  落下・衝突 

使用済燃料貯蔵プール内において，貯蔵中の使用済燃料の取扱時に，使用済

燃料 1 体が落下又は周辺機器に衝突して燃料棒の被覆の全数が破損すること

により，燃料体内に存在する核分裂生成物の全量が瞬時に大気中に放出される

場合を想定する。 

また，重水搬出のための重水抜出し作業における重水入りドラム缶取扱時に

おいて，ドラム缶１本が落下又は周辺機器に衝突して破損することにより，ド

ラム缶内の重水の全量 200 リットルが漏えいして重水中に含まれるトリチウ

ムの全量が瞬時に大気中に放出される場合を想定する。 

さらに，放射性固体廃棄物を封入した輸送容器取扱時において，輸送容器 1

体が落下又は周辺機器に衝突して破損することにより，輸送容器内の放射性物

質の全量が瞬時に作業環境中に飛散し換気設備を通過して大気中に放出され

る場合を想定する。 

(4)  動的機器の機能停止 

汚染機器又は放射化機器等の切断作業時において，動的機器である汚染拡大

防止囲いの局所排風機の運転が何らかの原因で停止することにより，切断作業

に伴い発生した粒子状放射性物質が汚染拡大防止囲いの局所フィルタで捕集

されずに作業環境中に漏えいし，換気設備を通過して大気中に放出される場合

を想定する。 

(5)  弁の誤開閉 

汚染機器又は放射化機器等の切断作業時において，動的機器である汚染拡大

防止囲いの局所排風機のバウンダリを構成する弁が何らかの原因により開放

又は排気ラインを構成する弁が何らかの原因で閉止することにより，切断作業

に伴い発生する粒子状放射性物質が作業環境中に漏えいし，換気設備を通過し
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て大気中に放出される場合を想定する。 

また，原子炉領域の設備・機器等の水中解体工事において，原子炉領域遠隔

解体装置の解体用プールの排水ラインを構成する弁が何らかの原因で開放す

ることにより，放射性物質を含んだプール水が原子炉建屋内に全量漏えいする

場合を想定する。 

(6)  異常切断 

汚染機器又は放射化機器等の切断作業時において，汚染拡大防止囲い若しく

は汚染拡大防止囲いの局所排風機の排気ラインを誤って切断して破損するこ

とにより，切断作業に伴い発生する粒子状放射性物質が汚染拡大防止囲い又は

局所排風機の排気ラインから漏えいし，直接大気中に放出される場合を想定す

る。 

(7)  外部電源の喪失 

汚染機器又は放射化機器等の切断作業時において，外部電源の喪失により汚

染拡大防止囲いの局所排風機及び換気設備が停止することにより，切断作業に

伴い発生する粒子状放射性物質が汚染拡大防止囲い及び建屋から漏えいし，直

接大気中に放出される場合を想定する。 

(8)  津波・洪水 

津波・洪水については，新型転換炉原型炉施設の立地段階において，十分な

標高を確保していることから，事故の誘因になることはないため，起因事象と

して想定しない。 

(9)  地震 

地震については，原子炉設置許可申請書に基づき，耐震設計を施した原子炉

施設（建屋及び設備）のうち，廃止措置に必要な施設の機能について，内包す

る汚染を除去するまでの期間，継続して維持管理し，廃止措置工事を実施する

計画としていることから，事故の誘因になることはないため，起因事象として
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想定しない。 

なお，新型転換炉原型炉施設の耐震安全性については，平成 18 年 9 月改訂

以前の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成 13年 3月 29日一

部改訂）」の耐震設計上の重要度分類，基準地震動の策定，施設に作用する地

震力の算定，施設に作用する荷重の組み合わせと施設の機能維持に係る考え方，

施設の応力等の解析に関する考え方に照らして検討を行い，耐震安全性が確保

されていることを確認している。さらに，「『発電用原子炉施設の耐震設計審査

指針』等の改訂に伴う新型転換炉ふげん発電所の耐震安全性の評価等の実施に

ついて（平成 18・09・19 原院第 10 号 平成 18 年 9 月 20 日）」に基づき，耐

震安全性の評価についても確認している。 

 

ここで，使用済燃料の貯蔵中は，原子炉設置許可申請時の事故時評価と同様，

「燃料取扱事故」による希ガスの放出を想定する。全廃止措置期間においては，

火災・爆発による「汚染拡大防止囲いの局所フィルタの破損事故」の粒子状放

射性物質の放出，落下・衝突による「重水搬出のための重水抜出し作業中の重

水漏えい事故」のトリチウムの放出を想定する。 

動的機器の機能停止・弁の誤開閉・異常切断・外部電源の喪失における「汚

染拡大防止囲いの局所排風機の停止事故」，異常切断における「汚染拡大防止

囲いの破損事故」については，事故が判明した時点で廃止措置工事を停止する

ことで粒子状放射性物質の大気放出を制限できるため，放出源となる放射性物

質の移動・挙動が同一になる「汚染拡大防止囲いの局所フィルタの破損事故」

の放出量に包絡される。また，最も放射能レベルの高い放射化汚染のある原子

炉領域の設備・機器等の水中切断による解体撤去工事（以下「放射化機器の水

中解体工事」という。）における汚染拡大防止囲いの局所フィルタに付着する

放射性物質量が最大となることから，「放射化機器の水中解体工事における汚
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染拡大防止囲いの局所フィルタの破損事故」を最大事象として選定する。 

なお，放出源が異なる「放射性固体廃棄物輸送容器取扱時の輸送容器破損に

伴う放射性物質漏えい事故」の影響は，「放射化機器の水中解体工事における

汚染拡大防止囲いの局所フィルタ破損事故」による影響と比較して小さく，「原

子炉領域遠隔解体装置の解体用プール水の漏えい事故」においては，炉下部に

漏えいした放射性物質を含むプール水は，回収して液体廃棄物の廃棄設備で処

理されることから，いずれも最大の放射性物質を放出する事故とはなり得ない。 

以上から，大気中へ放射性物質を放出させる可能性のある事象として，以下

の場合を評価する。 

・ 燃料取扱事故 

・ 放射化機器の水中解体工事における汚染拡大防止囲いの局所フィルタの

破損事故 

・ 重水搬出のための重水抜出し作業中の重水漏えい事故 

 

10.4事故解析 

10.4.1 燃料取扱事故 

「原子炉設置許可申請書 添付書類１０」に記載している燃料取扱事故にお

いて，使用済燃料の放射能量の減衰を考慮し，新指針に基づく再評価を行う。 

使用済燃料貯蔵プール内において，貯蔵中の使用済燃料の取扱時に，使用済

燃料 1体が落下又は周辺機器に衝突して燃料棒の被覆の全数が破損し，燃料内

に存在する核分裂生成物の全量が瞬時に大気中に放出される場合を想定する。

大気中への放出量から公衆の実効線量を評価する。 

 

10.4.1.1 計算条件 

(1)  評価に使用する使用済燃料は，「核燃料輸送物設計承認書 平成 17・
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11・25 原第８号（平成 18年 2 月 17日付）」に記載された燃料のうち，

最も放射能強度の大きい微濃縮ウラン型燃料とする。原子炉運転中，燃

料内に生成された核分裂生成物は，原子炉の運転終了から 4.5年が経過

し，崩壊が十分進んでいることから，放射性よう素及び希ガスのうち，

短半減期核種であるよう素-131 及びキセノンは十分に減衰しており，希

ガスのクリプトン-85 が残留する。また，よう素-129（1.18×108 Bq）

はクリプトン-85（2.88×1013 Bq）の放射能量と比較し十分少ないため

無視できる。 

(2)  使用済燃料貯蔵プール内において，貯蔵中の使用済燃料の取扱時に，

使用済燃料 1体が落下又は周辺機器に衝突し，燃料内に存在する希ガス

のクリプトン-85 が使用済燃料貯蔵プール内に放出され，その全量が燃

料貯蔵プール建屋内の作業環境中に拡散する。 

(3)  希ガスのクリプトン-85 は，換気設備を経由し，そのまま大気中に放

出される。 

(4)  希ガスのクリプトン-85のガンマ線実効エネルギーは，0.0022 MeV/dis

とする。 

(5)  ガンマ線実効エネルギーに換算した大気中への放出量は，6.3×1010 

MeV・Bq となる。これは「原子炉設置許可申請書 添付書類１０」に記

載されている希ガスの放出量 2.7×1011 MeV・Bqを下回る。 

 

10.4.1.2 線量の評価方法 

(1) 線量の評価 

大気中に放出されたクリプトン-85 の放射性雲からの外部被ばくによ

る実効線量を評価する｡ 
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(2) 大気中に放出された希ガスによる線量 

新型転換炉原型炉施設の想定事故時に放出される放射性物質による敷

地周辺の線量の評価は，「原子炉設置許可申請書 添付書類９」に記載

している新型転換炉原型炉施設の敷地における１年間の気象観測値（標

高 13ｍ及び 148ｍで観測した昭和 53 年 3 月から昭和 54 年 2 月までの 1

年間のデータ）を使用して，気象指針に示された方法に従って求めた相

対線量(D/Q)を用いる。 

排気筒放散，放出源の有効高さを 25 m，実効的な放出継続時間を 1 時

間として，16方位のうち海側方位を除く 12方位の着目地点について相対

線量(D/Q)を求める。このようにして求めた値を累積し，年間累積出現頻

度が 97 ％に相当する値のうち，最大となる値を評価に用いる。また，着

目方位に隣接する方位の寄与を含め，合計 3 方位の評価とする。核分裂

生成物の線量評価に用いる相対線量(D/Q)は，排気筒の東南東方位 830 m

地点で最大となり，その値は，1.00×10-15 mGy/(MeV・Bq)である。 

 

10.4.1.3 計算方法  

事故時における周辺公衆の被ばく線量評価に当たっては，安全評価審査

指針及び一般公衆線量評価の放射性雲からの外部被ばくの実効線量評価式

を参考に以下のとおり計算する。 

Hγ = K・Qγ・(D/Q) 

ここに， 

Hγ  ：放射性雲からの外部被ばくによる実効線量 (mSv) 

K    ：空気カーマから実効線量への換算係数 (Sv/Gy) 

Qγ  ：ガンマ線換算放出量 (MeV・Bq) 

(D/Q)   ：事故時の相対線量 (mGy/(MeV・Bq)) 



 

164 

「燃料取扱事故」時の放射性雲からの外部被ばくによる実効線量計算に

使用するパラメータを表 10－1に示す。 

 

10.4.1.4 評価結果 

「燃料取扱事故」時の放射性雲からの外部被ばくの実効線量の評価にお

いて，使用済燃料（1体）の取扱事故による実効線量を評価した結果， 6.3

×10-5 mSv となる。 

 

10.4.2 放射化機器の水中解体工事における汚染拡大防止囲いの局所フィルタの

破損事故 

放射化機器の水中解体工事における汚染拡大防止囲いの局所フィルタが火

災・爆発により破損し，局所フィルタに付着している粒子状放射性物質の

全量が瞬時に作業環境中に飛散することにより，粒子状放射性物質が換気

設備を通過して，大気中に放出される場合を想定する。大気中への放出量

から公衆の実効線量を評価する。 

 

10.4.2.1 計算条件 

(1)  放射化機器の水中解体工事において，水中に浮遊する粒子状放射

性物質の一部が空気中へ移行し，その粒子状放射性物質が汚染拡大防

止囲いの局所フィルタ（捕集効率：0.99）に回収されるものとする。作

業途中のフィルタ交換は考慮せず，保守的に評価する。 

(2)  局所フィルタの火災・爆発により，フィルタに付着している粒子状放

射性物質の全量が原子炉建屋内の作業環境中に飛散する。 

(3)  原子炉建屋内の作業環境中に飛散した粒子状放射性物質は換気設備

を通過時に捕集（捕集効率：0.99）されて大気中に放出される。なお，
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原子炉建屋の構造上，汚染拡大防止囲いの局所フィルタの火災・爆発が

換気設備の火災・爆発に発展することはない。 

 

10.4.2.2 線量の評価方法 

(1) 線量の評価 

被ばく経路には，放射性気体廃棄物の放出に伴い，短期的に被ばくする

経路（放射性雲からの外部被ばく及び呼吸摂取による内部被ばく）及び放

射性物質の放出後に長期間にわたって被ばくする経路（地表沈着による外

部被ばく及び農産物摂取による内部被ばく）がある。事故時においては，

長期的に被ばくする経路（地表沈着による外部被ばく及び農産物摂取によ

る内部被ばく）については，付近への立入制限や土地表面の除染，農産物

の摂取制限等の措置により適切に制限することが可能であると考えられ

ることから，短期的に影響を受ける経路（呼吸摂取による内部被ばく，放

射性雲からの外部被ばく）について考慮する。ここで，２つの経路への核

種別の放射能量の分配は考慮せず，すべての放射性物質の放射能量が，そ

れぞれ，呼吸摂取による内部被ばくと放射性雲からの外部被ばくの経路に

移行したと仮定して被ばく線量を評価し，合算して保守的に評価する｡ま

た，内部被ばく線量においては，成人と小児について評価する。 

(2)  大気中に放出された粒子状放射性物質による線量 

粒子状放射性物質による線量評価に用いる相対線量(D/Q)は，

10.4.1.2(2)に記載した値と同様とする。 

また，粒子状放射性物質による線量評価に用いる相対濃度(χ/Q)は，

10.4.1.2(2)の記載と同様，気象指針に示された方法に従って求めたもの

を用いる。 

排気筒放散，放出源の有効高さを 25 m，実効的な放出継続時間を 1 時
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間とし，16 方位のうち海側方位を除く 12方位の着目地点について相対濃

度(χ/Q)を求める。このようにして求めた値を累積し，年間累積出現頻度

が 97 ％に相当する値のうち，最大となる値を設定する。核分裂生成物の

線量評価に用いる相対濃度(χ/Q)は，排気筒の東南東方位 830 m 地点で

最大となり，その値は，4.85×10-5 s/m3である。 

 

10.4.2.3 計算方法  

事故時における周辺公衆の被ばく線量評価に当たっては，安全評価審査

指針及び一般公衆線量評価の呼吸摂取による内部被ばくの実効線量評価

式及び放射性雲からの外部被ばくの実効線量評価式を参考に，以下のとお

り計算する。評価対象核種は，新型転換炉原型炉施設の特徴的な核種であ

る炭素-14，ニオブ-94，アンチモン-125 を考慮した上で，実効線量へ大

きく寄与する核種（全体の比率から 90％以上の合計値となる核種）とな

るコバルト-60，アンチモン-125 の粒子状放射性物質を選定する。 

(1) 呼吸摂取による内部被ばく 

呼吸摂取による内部被ばくの実効線量計算は以下のとおり行う。 

BDi
i

BD HH Σ=  

HBDi = Ma・H∞・(χ/Q)・Qi 

ここで，  

HBD    ：呼吸摂取による内部被ばくの実効線量 (mSv) 

HBDi   ：核種 iの呼吸摂取による内部被ばくの実効線量 (mSv) 

Ma       ：活動時の呼吸率（m3/s） 

H∞     ：核種 iの呼吸摂取による実効線量係数 (mSv/Bq) 

(χ/Q)：事故時の相対濃度 (s/m3) 
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Qi    ：事故における核種 i の放出量(Bq) 

「放射化機器の水中解体工事における汚染拡大防止囲いの局所フィル

タの破損事故」時の呼吸摂取による内部被ばくの実効線量計算に使用する

パラメータを表 10－2(1)に示す。 

(2) 放射性雲からの外部被ばく 

放射性雲からの外部被ばくの実効線量計算は以下のとおり行う。 

rDi
i

rD HH Σ=  

( ) iirDi QED/QKH =  

ここで， 

HrD  ：放射性雲からの外部被ばくによる実効線量 (mSv) 

HrDi  ：核種 iの放射性雲からの外部被ばくによる実効線量 (mSv) 

K    ：空気カーマから実効線量への換算係数 (Sv/Gy) 

(D/Q)：事故時の相対線量 (mGy/(MeV・Bq)) 

Ei     ：核種 iのガンマ線実効エネルギー (MeV/dis) 

Qi     ：事故における核種 i の放出量(Bq) 

「放射化機器の水中解体工事における汚染拡大防止囲いの局所フィル

タの破損事故」時の放射性雲からの外部被ばくの実効線量計算に使用する

パラメータを表 10－2(2)に示す。 

 

10.4.2.4 評価結果 

「放射化機器の水中解体工事における汚染拡大防止囲いの局所フィル

タの破損事故」時の実効線量を評価した結果，呼吸摂取による内部被ば

くの実効線量は，成人の場合 2.6×10-4 mSv，小児の場合 2.0×10-4 mSv，

放射性雲からの外部被ばくの実効線量は 9.1×10-7 mSv，２つの被ばく



 

168 

経路を合算して保守的に評価した場合の実効線量は成人において，2.6

×10-4 mSv となる。 

 

10.4.3 重水搬出のための重水抜出し作業中の重水漏えい事故 

重水搬出のための重水抜出し作業中における重水入りドラム缶取扱時にお

いて，ドラム缶 1 本が落下又は周辺機器に衝突して破損することにより，

ドラム缶内の重水の全量 200 リットルが漏えいして重水中に含まれるトリ

チウムの全量が瞬時に大気中に放出される場合を想定する。大気中への放

出量から公衆の実効線量を評価する。なお，漏えいした重水は，回収して

液体廃棄物の廃棄設備で処理し，管理放出することから，液体としての公衆の

被ばく線量評価は考慮しない。 

 

10.4.3.1 計算条件 

(1)  重水入りドラム缶の破損により，ドラム缶内の重水の全量 200 リ

ットルが漏えいし，床面に一様に分布したとする。 

(2)  漏えいした重水の蒸発（重水中トリチウムの作業環境中への移行

及び拡散）が１時間にわたって継続する。 

(3)  高濃度(約 99.7％)の重水のトリチウム濃度 2.2×108 Bq/cm3（分

析値）に重水蒸発量 650 cm3（想定される作業環境条件として，最

高室温 40℃，相対湿度 69.3%と仮定した場合の 1 時間における蒸発

量）を乗じて作業環境中へのトリチウムの移行量を算出し，その全

量のトリチウム 1.4×1011 Bq が瞬時に大気中に放出される。 

 

10.4.3.2 線量の評価方法 

(1) 線量の評価 
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トリチウムの被ばく経路の選定として，呼吸摂取による内部被ばくのみ

を採用する。評価対象は，成人と小児とする。 

(2) 大気中に放出されたトリチウムによる線量 

トリチウムの線量評価に用いる相対濃度(χ/Q)は，4.2.2(2)に記載し

た値と同様とする。 

 

10.4.3.3 計算方法  

事故時における周辺公衆の被ばく線量評価に当たっては，「原子炉設置

許可申請書 添付書類９」に記載している実効線量評価式を参考に，新指

針に基づく評価を以下のとおり計算する。 

HT = Ma・H∞・(χ/Q)・QT・(1＋fa) 

ここで， 

HT     ：トリチウムの呼吸摂取による実効線量 (mSv) 

Ma    ：活動時の呼吸率（m3/s） 

H∞      ：トリチウムの呼吸摂取による実効線量係数 (mSv/Bq) 

(χ/Q)：事故時の相対濃度 (s/m3) 

QT      ：事故におけるトリチウムの放出量(Bq) 

fa     :皮膚吸収による摂取率の呼吸摂取率に対する比(-) 

「重水搬出のための重水抜出し作業中の重水漏えい事故」時のトリチウ

ムの呼吸摂取による内部被ばくの実効線量計算に使用するパラメータを

表 10－3に示す。 
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10.4.3.4 評価結果 

「重水搬出のための重水抜出し作業中の重水漏えい事故」時の実効線量

を評価した結果，トリチウムの呼吸摂取による実効線量は成人の場合

6.1×10-5 mSv，小児の場合 4.2×10-5 mSvとなる。 

 

10.4.4 評価結果のまとめ 

「燃料取扱事故」，「放射化機器の水中解体工事における汚染拡大防止囲

いの局所フィルタの破損事故」，「重水搬出のための重水抜出し作業中の重水

漏えい事故」による実効線量の評価結果を表 10－4に示す。 

これらの想定事故のうち，最大の実効線量は，「放射化機器の水中解体工事

における汚染拡大防止囲いの局所フィルタの破損事故」の 2.6×10-4 mSvとな

り，安全評価審査指針に記載された事故時評価の判断基準である 5 mSvを十分

下回る結果となり，周辺公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えないこ

とを確認した。 
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表 10－１ 「燃料取扱事故」時の放射性雲からの外部被ばくの実効線量計算に 

使用するパラメータ 

 

パラメータ 単 位 数値 備考 

使用済燃料１体の放射能

量（クリプトン-85） 
Bq 2.88×1013 *1 

燃焼度：20,000 MWd/MT 以下 

平均比出力：16.3 MW/MT 

冷却期間：720 日以上 

ガンマ線実効エネルギー MeV/dis 0.0022 *2 核種：クリプトン-85 

ガンマ線換算放出量 Qγ MeV・Bq 6.3×1010 *3 
（使用済燃料１体の放射能量）×

（ガンマ線実効エネルギー） 

空気カーマから実効線量

への換算係数 K  
Sv/Gy 1 *4  

事故時の相対線量(D/Q) 
mGy/ 

(MeV・Bq) 
1.00×10-15 *5 

放出源の有効高さ 25 m での放

散 

東南東方位 830 m地点で最大 

*1: 「核燃料輸送物設計承認書 平成 17・11・25 原第８号（平成 18 年 2 月 17

日付）」に記載された数値 

*2:「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について（平成 13 年 3 月 29 日一部

改訂）」（原子力安全委員会）から引用 

*3: 計算により算出 

*4: 「安全評価審査指針」から引用 

*5: 「気象指針」に基づき算出 
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表 10－2(1)  「放射化機器の水中解体工事における汚染拡大防止囲いの局所フィ

ルタの破損事故」時の呼吸摂取による内部被ばくの実効線量計算に使

用するパラメータ 

 

パラメータ 単 位 数値 備考 

呼吸率 Ma  m3/s 

3.33×10-4  *1 
成人の活動時の場合 

1.2 m3/h 

8.61×10-5 *1 
小児の活動時の場合 

0.31 m3/h 

核種 i の呼吸摂取による

実効線量係数 H∞  
mSv/Bq 

3.1×10-5 *2 
成人の場合 

核種：コバルト-60  

8.6×10-5 *2 
小児の場合 

核種：コバルト-60  

1.2×10-5 *2 
成人の場合 

核種：アンチモン-125  

3.8×10-5 *2 
小児の場合 

核種：アンチモン-125  

事故時の相対濃度(χ/Q) s/m3 4.85×10-5 *3 

放出源の有効高さ 25 m での放

散 

東南東方位 830 m地点で最大 

事故における核種 i の放

出量 Qi 
Bq  

2.4×108 *4 核種：コバルト-60 

7.0×108 *4 核種：アンチモン-125 

*1: 「安全評価審査指針」から引用 

*2: 「ICRP Pub.72」から引用 

*3: 「気象指針」に基づき算出 

*4: 放射化機器の水中解体工事に伴う粒子状放射性物質の局所フィルタ捕集量と

し，解体対象物切断部分の残存放射能量に粒子状放射性物質の気中移行割合等

を乗じることにより算出 
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表 10－2(2)  「放射化機器の水中解体工事における汚染拡大防止囲いの局所フィ

ルタの破損事故」時の放射性雲からの外部被ばくの実効線量計算に使

用するパラメータ 

 

パラメータ 単 位 数値 備考 

 空気カーマから実効線量

への換算係数 K 
Sv/Gy 1 *1  

事故時の相対線量 

(D/Q)   

mGy/ 

(MeV・Bq) 
1.00×10-15 *2 

放出源の有効高さ 25 m での放

散 

東南東方位 830 m地点で最大 

核種 iのガンマ線実効エネ

ルギー Ei 
MeV/dis 

2.50 *3 核種：コバルト-60 

4.34×10-1 *4 核種：アンチモン-125 

事故における核種 iの放出

量 Qi 
Bq  

2.4×108 *5 核種：コバルト-60 

7.0×108 *5 核種：アンチモン-125 

*1: 「安全評価審査指針」より引用 

*2: 「気象指針」に基づき算出 

*3: 「一般線量公衆評価」より引用 

*4: 「JAERI Data Code 2001-004」より引用 

*5: 放射化機器の水中解体工事に伴う粒子状放射性物質の局所フィルタ捕集量と

し，解体対象物切断部分の残存放射能量に粒子状放射性物質の気中移行割合等

を乗じることにより算出 
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表 10－3  「重水搬出のための重水抜出し作業中の重水漏えい事故」時のトリチ

ウムの呼吸摂取による内部被ばくの実効線量計算に使用するパラメー

タ 

 

パラメータ 単 位 データ 備考 

呼吸率 Ma m3/s 

3.33×10-4  *1 
成人の活動時の場合 

1.2 m3/h 

8.61×10-5 *1 
小児の活動時の場合 

0.31 m3/h 

トリチウムの呼吸摂取に

よる実効線量係数 H∞  
mSv/Bq 

1.8×10-8 *2 成人の場合 

4.8×10-8 *2 小児の場合 

 事故時の相対濃度(χ/Q) s/m3 4.85×10-5 *3 

放出源の有効高さ 25 m での放

散 

東南東方位 830 m地点で最大 

事故におけるトリチウム

の放出量 QT 
Bq  1.4×1011 *4 

作業環境(最高室温 40℃, 相対

湿度 69.3%)における 1 時間の重

水蒸発量(650cm3)から評価 

皮膚吸収による摂取率の

呼吸摂取率に対する比 fa 
－ 0.5 *5  

*1: 「安全評価審査指針」より引用 

*2: 「ICRP Pub.72」から引用 

*3: 「気象指針」に基づき算出 

*4: 重水中トリチウム濃度に重水の蒸発量を乗じることにより算出 

*5: 「ICRP Pub.30」から引用  
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表 10－4 実効線量の評価結果 

 

想定事故の種類 実効線量（mSv） 被ばく経路 

燃料取扱事故 6.3×10-5 
放射性雲からの外

部被ばく 

放射化機器の水中解体工事におけ

る汚染拡大防止囲いの局所フィル

タの破損事故 

2.6×10-4  

呼吸摂取による内

部被ばく（成人）

と放射性雲からの

外部被ばくの合算 

重水搬出のための重水抜出し作業

中の重水漏えい事故 
6.1×10-5 

呼吸摂取による内

部被ばく（成人） 
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十一 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びにそ

の性能を維持すべき期間 

11.1 概 要 

廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設(以下「性能維持施設」

という。)は，「五 5.1 廃止措置の基本方針」に基づき，公衆及び放射線業務従

事者の被ばくの低減を図るとともに，使用済燃料の貯蔵のための管理，汚染の除

去工事，解体撤去工事及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄作業等の各種

作業の実施に対する安全の確保のために，必要な期間，所要の性能及び必要な機

能を維持管理する。なお，廃止措置期間中の工事の進捗状況に応じて段階的に性

能を変更する必要がある場合には，要求されている機能に支障を及ぼさないこと

とする。 

また，廃止措置のために導入する装置については，漏えい及び拡散防止対策，

被ばく低減対策，事故防止対策の安全確保のための機能が要求を満足するよう，

適切な設計を行うとともに，製作・施工の適切な時期に試験又は検査を実施し，

必要な性能を満足していることを確認していく。 

これらの設備・機器等の性能については，定期的に点検等で確認していくこと

とし，また，その結果については，適切な基準と照らし合わせて評価し，経年変

化等による性能低下又はそのおそれのある場合には，その対象機器等について，

必要な性能を満足するために，その都度，適宜更新することとする。 

これら性能維持施設の維持管理に関しては，保安規定に管理の方法を定めて，

これに基づき実施することとする。 

 

11.2 性能維持施設の維持管理に関する内容 

性能維持施設に対し，維持すべき性能，並びに維持すべき期間を表 11-1 に示
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す。 

以下に，性能維持施設の考え方について示す。 

・  放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建屋及び構築物につい

ては，これらの系統及び機器が撤去されるまでの間，放射性物質の外部

への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮へい体としての機能及び

その性能並びに拡散防止機能を維持管理する。特に，建屋の一部の壁に

おいては，圧縮強度が設計基準強度を下回るデータが得られていること

を考慮して，廃止措置期間中においても各建屋の巡視及び点検等を継続

実施していくこととする。 

・  核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設については，使用済燃料搬出完了

まで，使用済燃料の未臨界維持，貯蔵，遮へい，浄化等の各機能及びそ

の性能を維持管理する。なお，別添資料の「使用済燃料貯蔵プールの水

温評価について」に示すとおり,使用済燃料を貯蔵した状態で除熱機能を

有する設備を停止しても,使用済燃料貯蔵プールの水温が原子炉設置許

可申請書に記載の余熱除去系の機能維持が必要となる 52℃及び上限値で

ある 66℃を超えないことを確認したことから，使用済燃料貯蔵設備の除

熱機能に係る設備を供用終了とした。 

・  放射性廃棄物の廃棄施設については，気体廃棄物及び液体廃棄物を適

切に処理・放出するため，放出低減等の各機能及びその性能を維持管理

する。また，固体廃棄物を適切に処理及び貯蔵保管するため，貯蔵等の

各機能及びその性能を維持管理する。 

・  放射線管理施設については，原子炉施設内外の放射線監視，環境への

放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被

ばく管理のために，放射線監視，測定等の各機能及びその性能を維持管
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理する。 

・  換気設備については，①使用済燃料の貯蔵管理及び放射性廃棄物の処

理，②放射線業務従事者の被ばく低減，③解体撤去工事に伴い放射性粉

じんが発生する場合において，建屋内の空気浄化，放出低減，拡散防止

の各機能及びその性能を維持管理する。 

・  電源設備については，解体中の原子炉施設の安全確保上必要な場合，

適切な容量を確保し，それぞれの設備に要求される機能及びその性能を

維持管理する。なお，ディーゼル発電機については，使用済燃料の安全

貯蔵に係る非常用電源としての目的が終了したことから供用を終了する。

また，商用電源喪失時の電源供給のために新たに予備電源装置（空冷式）

を設置し，維持管理する。さらに，商用電源である受電系統については，

275kV から 77kV に切り替えるとともに，275kV は供用終了とする。 

・  その他の安全確保上必要な設備（消火設備等）については，それぞれ

の設備に要求される機能及びその性能を維持管理する。 

 燃料移送機を除く燃料移送装置については，燃料等の取扱対象物の交換プー

ルから使用済燃料貯蔵プールへの移送が完了したため，供用終了とした。

また，重水の抜出しが完了した重水貯槽及び劣化重水貯槽についても，供

用終了とした。 

・  原子炉補機冷却系については，原子炉運転中，原子炉冷却系統施設の

一次冷却設備，非常用冷却設備等の主要機器へ冷却水を供給していた。

廃止措置以降は，使用済燃料貯蔵設備の除熱機能に係る設備である余熱

除去系の供用終了により，原子炉補機冷却系の除熱対象機器は再生廃液

処理系蒸発濃縮装置濃縮器復水器，中央制御室換気系チリングユニット，

床ドレン処理系床ドレン収集ポンプ，機器ドレン処理系廃液収集ポンプ，
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プール水冷却浄化系循環ポンプ及び圧縮空気系設備空気圧縮機である。

圧縮空気系設備空気圧縮機は，空冷式のユニット型空気圧縮機に変更し，

その他の除熱対象機器は，除熱が必要な負荷ごとに適切な代替冷却装置

を設置する。 

これらの代替冷却装置と除熱対象の設備と一体的に維持管理することと

し，原子炉補機冷却系は供用終了とする。 

・  圧縮空気系設備については，原子炉運転中，原子炉の計測系計器及び空

気作動弁等に制御用空気を供給していた。廃止措置以降は，性能維持施設

及び解体作業に用いる機械設備へ圧縮空気を供給してきている。今後も，

廃止措置期間中は，必要な性能維持施設等に圧縮空気を適切に供給する事

が必要であることから，高経年化対策を図り，空冷式空気圧縮機に更新す

る。更新においては，廃止措置期間中に適切な圧縮空気を供給できるユニ

ット型空気圧縮機を設置し，維持管理することとし，圧縮空気系設備のう

ち，空気圧縮機は供用終了とする。 

 

11.3 検査・校正 

性能維持施設に対する検査・校正については，保安規定に管理の方法を定め，

実施する。 

11.4 管理区域の区分，立入制限及び保安のために必要な措置 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であっ

て，その場所における外部放射線に係る線量，空気中の放射性物質の濃度（空気

又は水のうち自然に含まれている放射性物質を除く。）若しくは放射性物質によ

って汚染された物の表面の放射性物質の密度が法令に定める管理区域設定の基

準値を超えるか又は超えるおそれがある場合は，対象区域を管理区域として設定
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する。廃止措置工事の進捗に伴い，設定した管理区域が法令に定める基準値を超

えず，汚染のおそれがないことを確認した場合は，管理区域の設定を解除する。

また，管理区域以外の区域における線量当量率等が一時的に法令に定める基準値

を超えるか又は超えるおそれがある場合は，対象区域を一時管理区域として設定

する。また,設定した管理区域及び一時管理区域は，放射線業務従事者等の不必

要な被ばくを防止するため，これらの区域に対する立入りを制限する措置として，

壁，柵等の区画物によって区画するほか，標識を設けることによって明らかに他

の場所と区別し，かつ，放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限，鍵の管

理等の措置を講じる。これら管理区域の区分，立入制限及び保安のために必要な

措置については，原子炉運転中と同様に，保安規定に定め，実施する。 

 

11.5 原子炉施設からの放出管理に係る放射線モニタリング及び周辺環境に対す

る放射線モニタリング 

主排気筒及び廃棄物処理建屋排気筒から大気中に放出する排ガス中の放射性

物質濃度は，「原子炉設置許可申請書 添付書類９」に記載のとおり，各々に設置

した主排気筒モニタ及び廃棄物処理建屋排気筒モニタにより連続監視し，復水器

冷却水放水路から海洋へ放出する排水中の放射性物質濃度は，放水槽モニタによ

り連続監視する。また，モニタリングポストにより，周辺監視区域境界付近にお

ける空気吸収線量率を連続監視する。 

また,主排気筒及び廃棄物処理建屋排気筒から大気中に放出する排ガス中の放

射性物質濃度は，サンプリング装置により定期的に採取し，その濃度を測定する

とともに評価し，法令に定める周辺監視区域の外における濃度限度を超えないよ

うに管理する 
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放射性液体廃棄物を復水器冷却水放水路から海洋へ放出する場合には，放出す

る前に放射性液体廃棄物の性状に応じて区分している各サンプルタンク等から

試料を採取して，その濃度を測定するとともに評価し，法令に定める周辺監視区

域の外側の境界における濃度限度を超えないように管理する。 

これら廃止措置期間中の原子炉施設からの放出管理に係る放射線モニタリン

グ及び周辺環境に対する放射線モニタリングについては，原子炉運転中と同様に，

保安規定に定め，実施する。 

 

11.6 原子炉施設への第三者の不法な接近を防止する措置 

原子炉施設への第三者の不法な接近を防止するため，境界に柵又は標識を設け

る等の方法によって原子炉施設への第三者の不法な接近等を防止する措置を講

じる。 

 

11.7 火災の防護設備の維持管理 

保安規定等に基づき,消火器,自動火災報知設備等の火災の防護設備の維持管理

を行う。 
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表 11-1 性能維持施設 [1/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解

体着手可能時期
備考

原子炉建屋 ―

地下2階・地上5階

鉄筋コンクリート造

　・主要寸法（内径）：約33ｍ

漏えい防止機能

拡散防止機能

遮へい機能

外観点検により機能を維持する
当該建屋内の管理区域の解

除完了まで
建屋解体期間 ―

原子炉補助建屋 ―

地下2階・地上3階

鉄筋コンクリート造

　・主要寸法

　　原子炉補機室：長さ約40ｍ，

　　　　　　幅35m，高さ約33.5m

　　廃棄物処理室：長さ約35ｍ，

　　　　　　幅26m，高さ約20m

　　電気・機械室：長さ約84ｍ，

　　　　　　幅21m，高さ約33.5m

漏えい防止機能

拡散防止機能

遮へい機能

外観点検により機能を維持する
当該建屋内の管理区域の解

除完了まで
建屋解体期間 ―

タービン建屋 ―

地下2階・地上1階

鉄筋コンクリート造

　・主要寸法：長さ約84ｍ，

　　　　　　　幅32m，高さ約30.5m

漏えい防止機能

拡散防止機能

遮へい機能

外観点検により機能を維持する
当該建屋内の管理区域の解

除完了まで
建屋解体期間 ―

燃料貯蔵プール建屋 ―

地下2階・地上2階

鉄筋コンクリート造

　・主要寸法：長さ約61ｍ，

　　　　　　　幅18.5m，高さ約27m

漏えい防止機能

拡散防止機能

遮へい機能

外観点検により機能を維持する
当該建屋内の管理区域の解

除完了まで
建屋解体期間 ―

廃棄物処理建屋 ―

地下1階・地上3階

鉄筋コンクリート造

　・主要寸法：長さ約40ｍ，

　　　　　　　幅25m，高さ約30m

漏えい防止機能

拡散防止機能

遮へい機能

外観点検により機能を維持する
当該建屋内の管理区域の解

除完了まで
建屋解体期間 ―

鉄水遮へい体 ―

側部及び上下部遮へい体からなる炭素

鋼製の溶接構造タンク

　・位置：原子炉建屋内

　・種類：堅形円筒形

　・主要寸法：全高6,980㎜

　　　　　　　   最大外径9,450㎜

遮へい機能 外観点検により機能を維持する
原子炉領域及び生体遮へい

体解体撤去工事着手まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

外周壁（生体遮へい体） ―

・位置：原子炉建屋内

・種類：鉄筋コンクリート造

・主要寸法：炉心半径方向で厚さ150cm

遮へい機能 外観点検により機能を維持する
原子炉領域及び生体遮へい

体解体撤去工事着手まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

原子炉建屋外壁 ―

・位置：原子炉建屋

・種類：鉄筋コンクリート造

・主要寸法：外径約40.5ｍ，

　　　　　　　 地上高約42.2ｍ

漏えい防止機能

遮へい機能
外観点検により機能を維持する

・放射性物質が漏えいするような有

意な損傷がない状態であること

・放射線障害の防止に影響するよう

な有意な損傷がない状態であるこ

と

原子炉建屋の管理区域の解

除完了まで（原子炉建屋解

体に準ずる）

建屋解体期間 ―

トランスファー装置

トランスファー装置

　・基数：1基

  ・位置：原子炉建屋及び

　　　　　燃料貯蔵プール建屋内

移送機能
トランスファー装置の動作状態の確認

により機能を維持する

取扱対象物の使用済燃料貯

蔵プールへの移送完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

燃料出入機

燃料出入機

　・基数：1基

  ・位置：原子炉建屋内

  ・種類：屋内クレーン型

移送機能
燃料出入機の動作状態の確認により

機能を維持する

取扱対象物の使用済燃料貯

蔵プールへの移送完了まで

原子炉周辺設備

解体撤去期間
―

燃料移送機

燃料移送機

　・基数：1基

  ・位置：燃料貯蔵プール建屋内

  ・種類：屋内クレーン型

移送機能
燃料移送機の動作状態の確認により

機能を維持する

・装置の運転状態に異常のないこと

・停止機能，ブレーキが正常に動

作すること

・燃料移送機については，グリッパ

電源が喪失した場合においても，

停止した位置で模擬燃料が保持さ

れること

取扱対象物の使用済燃料貯

蔵プールからの搬出完了ま

で

原子炉本体解体

撤去期間
―

燃料交換プール

燃料交換プール

　・基数：1基

  ・位置：原子炉建屋内

  ・種類：鉄筋コンクリート構造

  ・主要寸法：縦8,710ｍｍ（長辺）

　　7,824㎜（短辺），横4,900㎜，

    深さ17,750㎜

移送機能 外観点検により機能を維持する
取扱対象物の使用済燃料貯

蔵プールへの移送完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

設備（建屋）名称

原子炉施設の一

般構造
その他の主要な構造

・放射性物質が漏えいするような有

意な損傷がない状態であること

・放射線障害の防止に影響するよう

な有意な損傷がない状態であるこ

と

原子炉本体 放射線遮へい体

・放射線障害の防止に影響するよう

な有意な損傷がない状態であるこ

と

核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵

施設

核燃料物質取扱設備 燃料移送装置
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表 11-1 性能維持施設 [2/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解

体着手可能時期
備考

―
キャスク洗浄室

　・位置：燃料貯蔵プール建屋内
拡散防止機能 外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

使用済燃料の施設外への搬

出完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

―

キャスク取扱クレーン

　・基数：１基
　・位置：燃料貯蔵プール建屋内

　・種類：屋内天井クレーン型
　・定格荷重：80 ton

吊上げ・運搬機能
クレーンの動作状態の確認により機能
を維持する

・装置の運転状態に異常のないこと
・停止機能，ブレーキが正常に動

作すること

燃料貯蔵プール建屋の汚染
の除去工事着手前まで

原子炉本体解体
撤去期間

―

使用済燃料貯蔵プール

　・基数：１基
　・位置：燃料貯蔵プール建屋内

　・主要寸法：縦9,000㎜，
    横11,300㎜，深さ12,400㎜

貯蔵ラック

　・基数：1基
　・位置：燃料貯蔵プール内

　・主要寸法：縦6,600㎜，
　　横8,800㎜，高さ4,800㎜

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する

貯蔵ラック
　・基数：1基

　・位置：燃料貯蔵プール内
　・主要寸法：縦6,600㎜，

　　横8,800㎜，高さ4,800㎜

未臨界維持機能 外観点検により機能を維持する

使用済燃料貯蔵プール
　・基数：1基

　・位置：燃料貯蔵プール建屋内
　・主要寸法：縦9,000㎜，

    横11,300㎜，深さ12,400㎜

遮へい機能 外観点検により機能を維持する

除熱機能
※1） 系統の運転状態の確認により機能を維

持する

重水系・ヘリウム系等の汚染

の除去期間

維持すべき期間

は，使用済燃料貯
蔵プール水温が

52℃を越えないこ
とを確認したことに

よる。

浄化機能
※2） 系統の運転状態の確認により機能を維

持する

・プール水冷却循環ポンプ出口流

量が基準値を満足し安定しており，

各部の運転状態に異常がないこと

使用済燃料の施設外への搬
出完了まで

―

原子炉冷却系統
施設

その他の主要な事項 余熱除去系 ―

余熱除去ポンプ

　・台数：1台

　・位置:原子炉補助建屋内
　・種類：横置単段渦巻式

　・容量:250㎥/ｈ

熱交換器
　・台数：１基

　・位置：原子炉補助建屋内
　・種類：横置U字管式

　・容量：1.75×10
6
kcal/h

除熱機能
系統の運転状態の確認により機能を維
持する

プール水冷却浄化系の後備
冷却機能が不要となるまで

原子炉周辺設備
解体撤去期間

維持すべき期間

は，使用済燃料貯

蔵プール水温が
52℃を越えないこ

とを確認したことに
よる。

使用済燃料搬出

完了以降，レベル
1の放射性廃棄物

を使用済燃料貯蔵
プールに保管する

計画である。

・貯蔵能力に影響を与える著しい

破損，著しい変形がないこと

貯蔵対象物の使用済燃料貯

蔵プールからの搬出完了ま
で

プール水冷却浄化系

循環ポンプ
※1)，※2)

　・台数：1台
　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：横置渦巻ポンプ
　・容量：43㎥/h

冷却器
※1)

　・台数：1台
　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：横置U字管式

　・容量：1.7×10
5
kcal/h

ろ過脱塩器
※2)

　・基数:1台

　・位置：原子炉補助建屋内
　・種類：堅形円筒プレコート形フィルタ

　・容量：43㎥/h

原子炉本体解体

撤去期間

設備（建屋）名称

核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵
施設

核燃料物質取扱設備 キャスク取扱装置

核燃料物質貯蔵設備 使用済燃料貯蔵設備

使用済燃料貯蔵プー

ル

原子炉本体解体

撤去期間

―

廃棄物処理建屋排気

筒

　・基数：１基

　・位置：廃棄物処理建屋
　・排気口地上高さ：約30ｍ

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

廃棄物処理建屋排気筒に接

続されている換気設備解体
撤去工事完了まで

放射性廃棄物の
廃棄施設

気体廃棄物の廃棄施
設

排気口

主排気筒

　・基数：１基
　・位置：原子炉中心からほぼ西南西

　　約230ｍ
　・排気口地上高さ：55ｍ

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

・排気口の機能を損なうような亀
裂，変形等有意な欠陥がないこと

主排気筒に接続されている

換気設備解体撤去工事完了
まで

建屋解体期間

建屋解体期間 ―
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表 11-1 性能維持施設 [3/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解

体着手可能時期
備考

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

漏えい防止機能
警報及びインターロックの動作状態の

確認により機能を維持する

・警報及びインターロックが正常に

動作すること

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

漏えい防止機能
警報の動作状態の確認により機能を維

持する

・警報及びインターロックが正常に

動作すること

貯蔵機能

放出低減機能
外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

漏えい防止機能
警報及びインターロックの動作状態の

確認により機能を維持する

・警報及びインターロックが正常に

動作すること

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

漏えい防止機能
警報の動作状態の確認により機能を維

持する

・警報及びインターロックが正常に

動作すること

貯蔵機能

放出低減機能
外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

漏えい防止機能
警報の動作状態の確認により機能を維

持する

・警報及びインターロックが正常に

動作すること

設備（建屋）名称

放射性廃棄物の

廃棄施設

液体廃棄物の廃棄設

備

機器ドレン処理系 ―

廃液収集タンク

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：57ｍ
３

廃液サージタンク

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：57ｍ
３

機器ドレン廃液の処理完了ま

で

原子炉本体解体

撤去期間
―

汚濁水タンク

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：25ｍ
３

上澄水タンク

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：20ｍ
３

廃液サンプルタンク

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：67ｍ
３
×1基, 57ｍ

３
×1基

ろ過装置

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒中空糸膜フィルタ

　・容量：15ｍ
３
/ｈ

脱塩装置

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒混床式イオン交換塔

　・容量：15ｍ
３
/ｈ

放出低減機能
装置への通水状態の確認により機能を

維持する

・処理能力が基準値以上であること

・系統からの著しい漏洩がないこと

床ドレンサンプルタンク

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：32ｍ
３

床ドレン処理系 ―

床ドレン収集タンク

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：32ｍ
３

床ドレン廃液の処理完了まで
原子炉本体解体

撤去期間
―
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表 11-1 性能維持施設 [4/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解

体着手可能時期
備考

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

漏えい防止機能
警報及びインターロックの動作状態の

確認により機能を維持する

・警報及びインターロックが正常に

動作すること

蒸発濃縮装置

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：単効用立型大気圧蒸発罐

　・容量：1ton/h

放出低減機能
系統の運転状態の確認により機能を維

持する

・処理能力が基準値以上であること

・系統からの著しい漏洩がないこと

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

―

漏えい防止機能
警報の動作状態の確認により機能を維

持する

・警報及びインターロックが正常に

動作すること
―

貯蔵機能

放出低減機能
外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

―

漏えい防止機能
警報の動作状態の確認により機能を維

持する

・警報及びインターロックが正常に

動作すること
―

ろ過装置

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒圧力プレコートフィルタ

　・容量：10ｍ
３
/ｈ

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

―

重水ドレン処理系 ―

劣化重水貯槽（劣化重水貯蔵タンク）

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・容量：13ｍ
3
（Ａ），30ｍ

3
（Ｂ）

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する
貯蔵している劣化重水の抜

出し完了まで

原子炉周辺設備

解体撤去期間
―

復水器冷却水放水路 ―

復水器冷却水放水路

　・基数：一式

　・位置：放水槽,放水口

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

液体廃棄物の廃棄設備での

処理完了まで
建屋解体期間 ―

流体状の放射性廃棄物

の漏えい検出装置及び

警報装置

―

漏えい検出装置

　・基数：一式

　・位置：原子炉補助建屋内, 廃棄物

   処理建屋内

　・種類：電極式

漏えいの早期検出

機能

警報の動作状態の確認により機能を維

持する
・警報が正常に動作すること

液体廃棄物の廃棄設備及び

固体廃棄物の廃棄設備解体

撤去工事完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

粒状廃樹脂貯蔵タン

ク

粒状廃樹脂貯蔵タンク

　・基数：7基

　・位置：原子炉補助建屋内, 廃棄物

　　処理建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：55m
3
×2基，50m

3
×5基

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する

粉末廃樹脂貯蔵タン

ク

粉末廃樹脂貯蔵タンク

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内, 廃棄物

　　処理建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：20m
3
×1基，50m

3
×1基

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する

フィルタスラッジ貯蔵タン

ク
―

フィルタスラッジ貯蔵タンク

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：55m
3

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する
貯蔵している廃棄物の処理

完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

設備（建屋）名称

放射性廃棄物の

廃棄施設

液体廃棄物の廃棄設

備

再生廃液処理系 ―

廃液中和タンク

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：45ｍ
３
×2基

再生廃液の処理完了まで
原子炉本体解体

撤去期間

原子炉本体解体

撤去期間
―

―

洗濯廃液処理系 ―

洗濯廃液タンク

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：20ｍ
３

洗濯廃液の処理完了まで
原子炉本体解体

撤去期間

洗濯廃液サンプルタンク

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：竪型円筒開放タンク

　・容量：20ｍ
3

固体廃棄物の廃棄設

備

使用済イオン交換樹脂

貯蔵タンク

・著しい漏洩又はその形跡がなく，

亀裂，変形等有意な欠陥がない状

態であること

貯蔵している廃棄物の処理

完了まで
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表 11-1 性能維持施設 [5/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解

体着手可能時期
備考

雑固体廃棄物焼却設備 ―

雑固体廃棄物焼却設備

　・基数：1基

　・位置：廃棄物処理建屋内

　・種類：自燃式

　・容量：約355,000kcal/h

減容機能
設備の運転状態の確認により機能を維

持する
・運転状態に異常がないこと

可燃性固体廃棄物の処理完

了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

アスファルト固化装置 ―

アスファルト固化装置

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・容量：160～200㎏/h

固化機能
装置の運転状態の確認により機能を維

持する
・運転状態に異常がないこと

セメント混練固化装置設置に

伴う解体着手まで

原子炉周辺設備

解体撤去期間

アスファルト固化

装置解体後の跡

地にセメント混練

固化装置を設置す

る。

第1固体廃棄物貯蔵

庫

第１固体廃棄物貯蔵庫

　・基数：１棟

　・位置：屋外

　・種類:鉄筋コンクリート造2階建

　・貯蔵能力：ドラム缶3段積で

　8,500本相当

貯蔵機能

遮へい機能
外観点検により機能を維持する

第2固体廃棄物貯蔵

庫

第2固体廃棄物貯蔵庫

　・基数：１棟

　・位置:屋外

　・種類：鉄筋コンクリート造地上2階，

　　地下1階建

　・貯蔵能力：ドラム缶3段積で

　13,000本相当

貯蔵機能

遮へい機能
外観点検により機能を維持する

原子炉補機冷却水モニタ

　・基数：1台

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：NaI(Tl)シンチレーション

　・計測範囲：10
-1

～10
5
 ｓ

-1

監視機能
点検・校正及び警報動作状態の確認

により機能を維持する

・警報動作が警報設定値及びその

誤差範囲内で発生し，警報が正常

に動作すること

原子炉補機冷却系の解体撤

去工事着手まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

換気系モニタ

　・基数：ダストモニタ　6台

　・種類：半導体検出器

　・計測範囲：10
-1

～10
5
 ｓ

-1

監視機能
点検・校正及び警報動作状態の確認

により機能を維持する

各建屋の換気設備解体撤去

工事着手まで

原子炉本体解体

撤去期間

各建屋の換気系の

供用終了に併せ

て，当該ダストモニ

タも供用を終了す

る。

換気系モニタ

　・基数：ガスモニタ　1台

　・種類：NaI(Tl)シンチレーション

　・計測範囲：10
-1

～10
5
 ｓ

-1

監視機能

点検・校正，警報動作状態及びイン

ターロック動作状態の確認により機能

を維持する

使用済燃料の施設外への搬

出完了まで

原子炉本体解体

撤去期間

燃料貯蔵プール

建屋のガスモニタ

を機能維持する。

γ線エリアモニタ

　・基数：8台

　・位置：建屋全域

　・種類：電離箱

　・計測範囲：10
-4

～10
0 
mSv/h

監視機能
点検・校正及び警報動作状態の確認

により機能を維持する

各建屋及び構築物の汚染の

除去工事完了まで

原子炉本体解体

撤去期間

対象エリア内の施

設解体撤去着手

時には，当該エリ

アモニタの供用を

終了する。

トリチウムモニタ

　・基数：2台

　・種類：電離箱

　・計測範囲：3.5×10
-2

～3.5×10
2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bq/cm
3

監視機能

点検・校正，警報動作状態及びイン

ターロックの動作状態の確認により機

能を維持する

重水系・ヘリウム系解体撤去

工事並びに原子炉領域及び

生体遮へい体解体撤去工事

完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

分析用放射線測定装

置

測定用機器

　・基数：一式

　・位置：原子炉補助建屋内

測定機能 点検・校正により機能を維持する
各建屋及び構築物の汚染の

除去工事完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

携帯用及び半固定放

射線検出器

放射線測定器

　・基数：一式

　・位置：原子炉補助建屋内

測定機能 点検・校正により機能を維持する 管理区域の解除完了まで
原子炉本体解体

撤去期間
―

屋外管理用の主要な

設備
主排気筒モニタ ―

ガスモニタ

　・基数：1台

　・位置：排気筒モニタ小屋

　・種類：NaI(Tl)シンチレーション

　・計測範囲：10
-1

～10
5
 ｓ

-1

監視機能
点検・校正及び警報動作状態の確認

により機能を維持する

・警報動作が警報設定値及びその

誤差範囲内で発生し，警報が正常

に動作すること

使用済燃料の施設外への搬

出完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

設備（建屋）名称

放射性廃棄物の

廃棄施設

固体廃棄物の廃棄設

備

固体廃棄物貯蔵庫

・放射線障害の防止に影響するよう

な有意な損傷がない状態であるこ

と

施設内にある放射性固体廃

棄物の施設外への搬出完了

まで

建屋解体期間 ―

放射線管理施設

屋内管理用の主要な

設備
放射線監視設備

プロセスモニタ

・警報動作が警報設定値及びその

誤差範囲内で発生し，警報が正常

に動作すること

エリアモニタ

・警報動作が警報設定値及びその

誤差範囲内で発生し，警報が正常

に動作すること

・放射性物質の濃度等を測定でき

る状態であること
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表 11-1 性能維持施設［6/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解

体着手可能時期
備考

主排気筒モニタ ―

ダストモニタ

　・基数：1台

　・位置：排気筒モニタ小屋

　・種類：半導体検出器

　・計測範囲：10
-1

～10
5
 ｓ

-1

トリチウムモニタ

　・基数：1台

　・位置：排気筒モニタ小屋

　・種類：電離箱

　・計測範囲：3.5×10
-2

～3.5×10
2

Bq/cm
3

監視機能
点検・校正及び警報動作状態の確認

により機能を維持する

・警報動作が警報設定値及びその

誤差範囲内で発生し，警報が正常

に動作すること

主排気筒の維持完了まで
原子炉本体解体

撤去期間
―

廃棄物処理建屋排気筒

モニタ
―

廃棄物処理建屋排気筒モニタ

ダストモニタ

　・基数：1台

　・種類：NaI(Tl)シンチレーション

　・計測範囲：10
-1

～10
5 
ｓ

-1

トリチウムモニタ

　・基数：1台

　・種類：電離箱

　・計測範囲：3.5×10
-2

～3.5×10
2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bq/cm
3

監視機能
点検・校正及び警報動作状態の確認

により機能を維持する

・放射性物質の濃度を測定できる

状態であること

・警報設定値において警報が発信

する状態であること

廃棄物処理建屋排気筒の維

持完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

復水器冷却水放水路の

放水槽モニタ
―

放水槽モニタ

　・基数：1台

　・位置：屋外

　・種類：NaI(Tl)シンチレーション

　・計測範囲：10
-1

～10
5
 ｓ

-1

監視機能
点検・校正及び警報動作状態の確認

により機能を維持する

・放射性物質の濃度を測定できる

状態であること

・警報設定値において警報が発信

する状態であること

復水器冷却水放水路の維持

完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

気象観測設備(ただし，

日本原子力発電株式会

社敦賀発電所兼用のも

のを除く)

―

気象観測装置記録計

　・基数：1台

　・位置：中央制御室

監視機能 点検・校正により機能を維持する ・気象観測データが記録できること
各建屋及び構築物の汚染の

除去工事完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

固定モニタリング設備(た

だし，日本原子力発電株

式会社敦賀発電所兼用

のものを除く)

―

モニタリングポスト

　・基数：1台

　・位置：屋外

　・種類：NaI(Tl)シンチレーション

　・計測範囲：10～10
5
 nGy/h

監視機能
点検・校正及び警報動作状態の確認

により機能を維持する

・警報動作値が警報設定値及びそ

の誤差範囲内で発生し，警報が正

常に動作すること

各建屋及び構築物の汚染の

除去工事完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

放射能観測車（無線装

置付）
―

車載放射線測定器

　・基数：一式
監視機能 点検・校正により機能を維持する

・発電所周辺地域の環境モニタリン

グを行えること

使用済燃料の施設外への搬

出完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

原子炉格納容器 ―

直径36ｍ,高さ64ｍの上下部鏡付き円筒

型鋼板製

　・基数：１基

　･位置：原子炉建屋

漏えい防止機能

遮へい機能
外観点検により機能を維持する

外周コンクリート壁 ―

鉄筋コンクリート造

　・基数：1基

　・位置：原子炉建屋

漏えい防止機能

遮へい機能
外観点検により機能を維持する

重水系 重水貯槽 ―

重水貯槽

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：横置円筒形

　・容量：75m
3
×2基

貯蔵機能 外観点検により機能を維持する
貯蔵している重水の抜出完

了まで

原子炉周辺設備

解体撤去期間
―

原子炉補機冷却系
原子炉補機冷却水ポン

プ
―

原子炉補機冷却熱交換器

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：横置円筒多管式

原子炉補機冷却水ポンプ

　・基数：1台

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：横置両吸込渦巻ポンプ

　・容量：1,248ｍ
3
/ｈ

除熱機能
系統の運転状態の確認により機能を維

持する

・運転量が基準値を満足し，各部

の運転状態に異常のないこと

設備ごとの代替冷却装置の

供用開始まで

原子炉周辺設備

解体撤去期間

原子炉補機冷却

系の除熱対象機

器である蒸発濃縮

装置濃縮器復水

器及び中央制御

室換気系チリング

ユニットは冷却塔

による代替冷却装

置を，床ドレン収集

ポンプ，廃液収集

ポンプ及びプール

水冷却浄化系循

環ポンプは冷却水

循環装置による代

替冷却装置を設置

し，設備ごとに維持

管理する。

原子炉建屋の管理区域の解

除完了まで（原子炉建屋解

体に準ずる）

建屋解体期間 ―

その他原子炉の

附属施設

設備（建屋）名称

放射線管理施設
屋外管理用の主要な

設備

原子炉格納施設 構造

・放射性物質が漏えいするような有

意な損傷がない状態であること

・放射線障害の防止に影響するよう

な有意な損傷がない状態であるこ

と
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表 11-1 性能維持施設 [7/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解

体着手可能時期
備考

原子炉補機冷却海水ポンプ

　・基数：1台

　・位置：屋外

　・種類：立形斜流ポンプ

　・容量：1,650ｍ
3
/ｈ

除熱機能
系統の運転状態の確認により機能を維

持する

原子炉補機冷却系の設備ご

との代替冷却装置及び予備

電源装置の供用開始まで

原子炉補機冷却海水ポンプ

　・基数：1台

　・位置：屋外

　・種類：立形斜流ポンプ

　・容量：1,650ｍ
3
/ｈ

希釈放出機能
系統の運転状態の確認により機能を維

持する

重水系・ヘリウム系解体撤去

工事並びに原子炉領域及び

生体遮へい体解体撤去工事

完了まで

送風機

　・基数：2台

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：30,000m
3
/h

排風機

　・基数：2台

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：30,000m
3
/ｈ

空気浄化機能

拡散防止機能

送風機・排風機の運転状態の確認によ

り機能を維持する

フィルタユニット

　・基数：1基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：プレフィルター，高性能フィル

　　ター内蔵

　・容量：60,000m
3
/h

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

送風機

　・基数：2台

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：151,900m
3
/h

排風機

　・基数：2台

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：168,800m
3
/h

空気浄化機能

拡散防止機能

送風機・排風機の運転状態の確認によ

り機能を維持する
―

フィルタユニット

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：プレフィルター，高性能フィル

　　ター内蔵

　・容量：126,600m
3
/h

放出低減機能 外観点検により機能を維持する ―

重水系及びヘリウム系各室

　・位置：原子炉補助建屋内
拡散防止機能

送風機・排風機の運転状態における

負圧確認により機能を維持する

原子炉補助建屋の重水系・

ヘリウム系解体撤去工事完

了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

ブロア

　・基数：1台

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：たて型遠心式

　・容量：1,110Nm
3
/h

吸着塔

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内

  ・種類：たて置円筒型

　・容量：2.2m
3

放出低減機能
系統の運転状態の確認により機能を維

持する

収集タンク

　・基数：１基

　・位置：原子炉補助建屋内

　・容量：2.5m
3

貯蔵機能

放出低減機能
外観点検により機能を維持する

―

―

・給気ファン，排気ファン及びブロ

ア等の運転に異常がない状態であ

ること

原子炉補助建屋の汚染の除

去工事着手前まで

原子炉本体解体

撤去期間

非常用ガス処理系

重水系・ヘリウム系解体撤去

工事並びに原子炉領域及び

生体遮へい体解体撤去工事

完了まで

原子炉本体解体

撤去期間

原子炉本体解体

撤去期間

除熱機能停止後，

原子炉補機冷却

系熱交換器バイパ

スラインを計画す

る。

換気設備

原子炉建屋換気系 ―
・給気ファン及び排気ファンの運転

に異常がない状態であること

原子炉建屋の汚染の除去工

事着手前まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

原子炉補助系統換気系

設備（建屋）名称

その他原子炉の

附属施設

海水系
原子炉補機冷却系海水

ポンプ
―

・運転量が基準値を満足し，各部

の運転状態に異常のないこと
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表 11-1 性能維持施設 [8/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解

体着手可能時期
備考

送風機
　・基数：1台

　・位置：原子炉補助建屋内
　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：55,000m
3
/h

排風機

　・基数：2台
　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：60,700m
3
/h

空気浄化機能

拡散防止機能

送風機・排風機の運転状態の確認によ

り機能を維持する

フィルタユニット

　・基数：2基

　・位置：原子炉補助建屋内
　・種類：プレフィルター，高性能フィル

　　ター内蔵

　・容量：46,000m
3
/h

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

中央制御室換気系 ―

循環送風機

　・基数：2台

　・位置：原子炉補助建屋内
　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：45,100m
3
/h

給湯室排風機
　・基数：1台

　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：2,200m
3
/h

空気浄化機能
循環送風機・給湯室排風機の運転状

態の確認により機能を維持する

すべての管理区域解除完了

まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

送風機

　・基数：1台
　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：49,800m
3
/h

排風機
　・基数：2台

　・位置：原子炉補助建屋内
　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：58,000m
3
/h

空気浄化機能

拡散防止機能

送風機・排風機の運転状態の確認によ

り機能を維持する

フィルタユニット

　・基数：1基
　・位置：原子炉補助建屋内

　・種類：プレフィルター，高性能フィル

　　ター内蔵

　・容量：58,000m
3
/h

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

送風機

　・基数：2台
　・位置：タービン建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：220,700m
3
/h

排風機

　・基数：2台

　・位置：原子炉補助建屋内
　・種類：遠心型電動機直結型

　・容量：156,100m
3
/h

補助ボイラ室用排風機
　・基数：1台

　・位置：タービン建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：84,400m
3
/h

空気浄化機能

拡散防止機能

送風機・排風機・補助ボイラ室用排風
機の運転状態の確認により機能を維持

する

フィルタユニット

　・基数：1基

　・位置：タービン建屋内
　・種類：ラフフィルタ内蔵

　・容量：156,100m
3
/h

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

設備（建屋）名称

その他原子炉の

附属施設
換気設備

廃棄物処理系統換気系 ―

・給気ファン及び排気ファンの運転
に異常がない状態であること

原子炉補助建屋内にある廃
棄物処理室の汚染の除去工

事着手前まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

保物室換気系 ―

・給気ファン及び排気ファンの運転

に異常がない状態であること

原子炉補助建屋内にある洗

濯室，分析室，計器室等の
保物室の汚染の除去工事着

手前まで

原子炉本体解体
撤去期間

―

タービン建屋換気系 ―
タービン建屋の汚染の除去

工事着手前まで

原子炉本体解体

撤去期間
―
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表 11-1 性能維持施設 [9/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解

体着手可能時期
備考

送風機

　・基数：1台

　・位置：燃料貯蔵プール建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：53,100m
3
/h

排風機

　・基数：2台

　・位置：燃料貯蔵プール建屋内

　・種類：遠心型ベルト駆動

　・容量：58,500m
3
/h

空気浄化機能

拡散防止機能

送風機・排風機の運転状態の確認によ

り機能を維持する

フィルタユニット

　・基数：2基

　・位置：燃料貯蔵プール建屋内

　・種類：プレフィルター，高性能フィル

    ター内蔵

　・容量：44,000m
3
/h

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

送風機

　・台数：2台

　・位置：廃棄物処理建屋内

　・種類：遠心式

　・容量：57,100Nm
3
/h

貯蔵室排風機

　・台数：2台

　・位置：廃棄物処理建屋内

　・種類：遠心式

　・容量：38,660Nm
3
/h

焼却室排風機

　・台数：2台

　・位置：廃棄物処理建屋内

　・種類：遠心式

　・容量：18,500Nm
3
/h

空気浄化機能

拡散防止機能

送風機・貯蔵室排風機・焼却室排風機

の運転状態の確認により機能を維持す

る

フィルタユニット

　・基数：2基

　・位置：廃棄物処理建屋内

　・種類：プレフィルター，高性能フィル

　　ター内蔵

　・容量：38,660m
3
/h

放出低減機能 外観点検により機能を維持する

廃棄物処理建屋制御室

換気系
―

非管理区域空調機（循環ファン）

　・台数：1台

　・位置：廃棄物処理建屋内

非管理区域排風機

　・台数：1台

　・位置：廃棄物処理建屋内

空気浄化機能

非管理区域空調機・非管理区域排風

機の運転状態の確認により機能を維持

する

雑固体廃棄物焼却設備の維

持完了まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

275ｋV

開閉所母線

　・母線数：2

　・位置：屋外

起動変圧器

　・基数：1

　・位置：屋外

　・容量：22,000kVA

電源供給機能 充電状態の確認により機能を維持する
所内電源が77ｋVへの受電系

統に切替完了まで

原子炉周辺設備

解体撤去期間
―

77ｋV

開閉所母線

　・母線数：１

　・位置：屋外

予備変圧器（77ｋV変圧器）

　・基数：１

　・位置：屋外

　・容量：4,000kVA

電源供給機能 充電状態の確認により機能を維持する
各建屋及び構築物解体工事

着手まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

ディーゼル発電機 ―

ディーゼル発電機

　・基数：１基

　・位置：タービン建屋内

　・種類：3相横置同期式

　・容量：6,000kVA

　・電圧：6.9kV

　・周波数：60Hz

電源供給機能

手動にてディーゼル起動後,電源を供

給できることの確認により機能を維持

する

・手動起動操作により，ディーゼル

発電機が起動すること

・ディーゼル発電機起動後，ディー

ゼル発電機遮断器が投入されるこ

と

・ディーゼル発電機の運転状態に

異常がなく，必要な補機に対し電

源を供給できること

予備電源装置の供用開始ま

で

原子炉本体解体

撤去期間
―

非常用電源設備

受電系統
・性能維持施設に電源を供給でき

る状態であること

廃棄物処理建屋設備室

換気系
―

・給気ファン及び排気ファンの運転

に異常がない状態であること

廃棄物処理建屋の汚染の除

去工事着手前まで

原子炉本体解体

撤去期間
―

設備（建屋）名称

その他原子炉の

附属施設

換気設備

燃料貯蔵プール建屋換

気系
―

・給気ファン及び排気ファンの運転

に異常がない状態であること

燃料貯蔵プール建屋の汚染

の除去工事着手前まで

原子炉本体解体

撤去期間
―
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表 11-1 性能維持施設 [10/11] 

施設区分 設備等の区分 設備，維持台数，位置，構造等 要求される機能 機能維持の方法 性　能 維持すべき期間
維持管理後の解
体着手可能時期

備考

非常用電源設備 蓄電池 所内用

蓄電池 一式
　・基数：2基
　・位置：原子炉補助建屋内
　・種類：クラッド式エボナイト槽密封形
　・容量：2,500AH(10時間率)
　・電圧：115V

電源供給機能
通常時，停電時の充電状態の確認に
より機能を維持する

・交流電源喪失時，蓄電池側に正
常に切り替わること

各建屋及び構築物の汚染の
除去工事完了まで

原子炉本体解体
撤去期間

―

― 非常用照明設備 ―
非常用照明
　・基数：一式
　・位置：建屋全域

照明機能 通常状態の確認により機能を維持する
・商業電源が喪失した場合に非常
用照明が点灯できる状態であるこ
と

各建屋及び構築物解体工事
着手まで

建屋解体期間 ―

自動火災報知設備
　・基数：一式
  ・位置:建屋全域

報知機能
消防法に基づく点検により機能を維持
する

各建屋及び構築物解体工事
着手まで

対象エリア内の施
設解体撤去着手
時には，当該自動
火災報知設備の
供用を停止する。

水消火設備
　・基数：一式
  ・位置:建屋全域

消火機能
消防法に基づく点検により機能を維持
する

各建屋及び構築物解体工事
着手まで

対象エリア内の施
設解体撤去着手
時には，当該水消
火設備の供用を停
止する。

泡消火設備
　・基数：一式
  ・位置:建屋全域

消火機能
消防法に基づく点検により機能を維持
する

軽油タンクの供用が終了する
まで

－

不活性ガス消火設備
（炭酸ガス消火設備）
　・基数：一式
  ・位置:建屋全域

消火機能
消防法に基づく点検により機能を維持
する

当該設備の消火対象物撤去
完了まで

－

可搬式消火器
  ・基数:一式
  ・位置:建屋全域

初期消火機能
消防法に基づく点検により機能を維持
する

各建屋及び構築物解体工事
着手まで

－

－

空気圧縮機
 ・基数:一式
 ・位置：タービン建屋内

 ・容量：11.5m
3
/min

圧縮空気の供給機
能

系統の運転状態の確認により機能を
維持する

・設備の運転に異常がない状態で
あること

ユニット型空気圧縮機の供用
開始まで

原子炉本体解体
撤去期間

－

－

ユニット型空気圧縮機
 ・基数:一式
 ・位置：屋外 空気圧縮機小屋

 ・容量：13.2m
3
/min

圧縮空気の供給機
能

系統の運転状態の確認により機能を
維持する

・設備の運転に異常がない状態で
あること

換気設備解体撤去工事着手
まで

原子炉本体解体
撤去期間

空冷式のユニット
型空気圧縮機を設
置する。

蒸気放出プール －
蒸気放出プール
　・基数：一式
　・位置：原子炉建屋内

遮へい機能 外観点検により機能を維持する
・放射性廃棄物が漏えいし難い構
造であること

放射性固体廃棄物の蒸気放
出プールからの搬出完了ま
で

原子炉本体解体
撤去期間

使用済燃料搬出
完了までは，レベ
ル1の放射性廃棄
物を蒸気放出プー
ルに保管する計画
である。

使用済燃料貯蔵プール －
使用済燃料貯蔵プール
　・基数：一式
　・位置：燃料貯蔵プール建屋内

遮へい機能 外観点検により機能を維持する
・放射性廃棄物が漏えいし難い構
造であること

放射性固体廃棄物の使用済
燃料貯蔵プールからの搬出
完了まで

原子炉本体解体
撤去期間

使用済燃料搬出
完了以降，レベル
1の放射性廃棄物
を使用済燃料貯蔵
プールに保管する
計画である。

－ クレーン設備 －
クレーン設備
　・基数：一式

吊上げ・運搬機能
労働安全衛生法に基づく点検により機
能を維持する

・装置の運転状態に異常のないこ
と
・停止機能，ブレーキが正常に動
作すること

各建屋及び構築物の汚染の
除去工事完了まで

原子炉本体解体
撤去期間

－

固体廃棄物の保管設
備

設備（建屋）名称

その他原子炉の
附属施設

主要な施設

発電所補助系設備

消火設備 ― ・早期の消火を行えること
原子炉本体解体
撤去期間

圧縮空気系設備
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表 11-1 性能維持施設 [11/11] 
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使用済燃料貯蔵プールの水温評価について 

 

「ふげん」では，使用済燃料が十分な期間にわたり冷却されているものとする原子力規制委員

会の告示の施行（平成 28年 4月 1日）を受け，使用済燃料の崩壊熱が十分低いことの確認を得て

いる。 

このような背景も踏まえ，廃止措置を進める「ふげん」の維持管理の適切性に資する観点から，

プール水冷却浄化系の除熱機能及び後備冷却機能である余熱除去系の停止に係る検討を行った。 

本検討においては，プール水冷却浄化系の除熱機能を停止した状態で使用済燃料貯蔵プールの

水温の変化を実測及び解析のそれぞれの方法により確認し，プール水温は，原子炉設置許可申請

書に記載の余熱除去系の機能維持が必要となる 52 ℃及び上限値である 66 ℃を超えることがな

いことを評価した。 

 

1．プール水温に係る実測評価 

(1) 実施内容 

外気温の高い夏季である平成 28 年 7 月 15 日（金）から平成 28 年 8 月 29 日（月）まで

の 46日間にかけて，プール水冷却浄化系の除熱機能を停止した状態でのプール水温等の推

移について実測作業を実施した。実測作業期間中のプールの冷却に関連する機器類の停止

及び起動並びにプールへの水張りに係る時系列は以下のとおりである。 

 ・7月 15日（金）9:40 B－プール水冷却循環ポンプ停止 

9:50 燃料貯蔵プール建屋エアカーテン送風機停止 

 ・8月 18日（木）10:00から 21:00までプール水張り 

（水位が 12.21 mから 12.30 mまで上昇） 

 ・8月 22日（月）10:08 燃料貯蔵プール建屋換気系（以下「換気系」という。）停止 

（水温の上昇率が低下したため） 



194 

 

 ・8月 23日（火）15:45 換気系起動（燃料貯蔵プール建屋内に結露が発生したため） 

 ・8月 29日（月）10:47 燃料貯蔵プール建屋エアカーテン送風機起動 

11:02 B－プール水冷却循環ポンプ起動 

 

プール水温の実測に際しては，プール内の温度の均一性を確認するために，別紙-1（1/2），

（2/2）に示すとおり，計 8箇所の水温計［プールの南北両側に深さに応じて 3箇所（燃料

体長さの中央，ラック上部より＋0.5 m及び水面より－0.5 m付近）］，プール中央付近に深

さに応じて 2箇所（ラック上部より＋0.5 ｍ及び水面より－0.5 m付近に設置）に設置して

測定した。 

 

(2) 結果 

プール水温の実測値は，別紙-2 に示すとおりプール内の 8 箇所で有意な差はなく（最大

で 0.3 ℃程度），均一であることを確認するとともに，外気温の高い夏季においてもプール

水温は最大 37℃程度で平衡状態に達することが判明した。 

このことから，プール水温が原子炉設置許可申請書に記載の余熱除去系の機能維持が必

要となる 52 ℃及び上限値である 66 ℃を超えることがないことを確認できた。 

 

2．プール水温に係る解析評価①（実測との比較） 

(1) 実施内容 

1項に示す実測で得られたデータやイベント（換気系の停止・起動，プールへの水張り等）

の条件を踏まえ，プール水温の推移に係る解析評価を実施し，実測値との比較を行った。別

紙-3に計算体系を，別紙-4に計算条件を示す。 

 

(2) 結果 

プール水温の解析値は，実測期間中と同様の条件で求めた結果，別紙-5 に示すとおり最
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大で約 37 ℃程度までの上昇で平衡状態に達し，余熱除去系の機能維持が必要となる 52 ℃

及び上限値である 66 ℃を超えることがないことを確認した。 

また，プール水温の解析値の経時変化は実測と同等であり，本解析評価が実測値を評価す

る手法として妥当であることも合わせて確認した。 

 

3．プール水温に係る解析評価②（保守的評価） 

(1) 実施内容 

ここでは 2 項の評価にて妥当性を確認した解析方法を用いて，プール水温に大きな影響

を与える外気温等の計算条件を保守的に設定した場合のプール水温の推移評価を実施した。

別紙-3に計算体系を，別紙-4に計算条件を示す。 

 

(2) 結果 

外気温等の計算条件を保守的に設定した場合のプール水温の解析値は，別紙-6に示すと

おり，最大でも約 47 ℃で平衡状態に達し，余熱除去系の機能維持が必要となる 52 ℃及

び上限値である 66 ℃を超えることがないことを確認した。 

 

4．結論 

上記の実測評価及び解析評価の結果から，外気温の高い夏季において，プール水の除熱機能を

停止した状態でも，プール水温が原子炉設置許可申請書に記載の余熱除去系の機能維持が必要と

なる 52 ℃及び上限値である 66 ℃を超えることがないことを確認した。 

このことから，使用済燃料貯蔵設備に係るプール水冷却浄化系の除熱機能を除外でき，後備冷

却機能である余熱除去系の供用終了が可能である。



別紙-1(1/2) 
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解析評価における計算体系 

 

使用済燃料貯蔵プール内の使用済燃料の崩壊熱による発熱は，プール水冷却浄化系が停止した

状態では，以下のプロセスによって除熱される。 

 

(1)使用済燃料の崩壊熱による発熱がプール水へ伝達する。 

(2)プール水の熱が水面から燃料貯蔵プール建屋 2階の空気へ伝達するとともに，プール水の蒸

発に伴う蒸発潜熱として除去される。 

(3)燃料貯蔵プール建屋 2階の空気と外気との熱の移動は，表 1に示すとおり，燃料貯蔵プール

建屋換気系の運転の有無によって 2パターンの場合に区分される。 

 

表 1 燃料貯蔵プール建屋 2階の空気と外気との間の熱の移動 

 

 

1 項に燃料貯蔵プール建屋換気系停止時に考慮する外気温の条件設定を，2 項に上記プロセス

を考慮し構築したプール水温等の計算体系を示す。 

補足

・「プール水温に係る解析評
価①(実測との比較)」では実

測作業の実績を考慮し，平成
28年8月22日 10:08から8月23

日 15:45までは燃料貯蔵プー

ル建屋換気系が停止し，それ
以外の期間では燃料貯蔵プー
ル建屋換気系が運転している
ものとしている。

・一方，「プール水温に係る
解析評価②(保守的評価)」で

は，燃料貯蔵プール建屋換気
系が常時停止しているものと
している。

燃料貯蔵プール建屋
換気系が運転している場合

燃料貯蔵プール建屋
換気系が停止している場合

燃料貯蔵プール建
屋2階の空気と

外気との間の
熱の移動

・プール室内の空気は滞留
しており，燃料貯蔵プール
建屋換気系を介した外気と
の入替もないことから，建
屋コンクリート壁，天井を
介して外気へ放熱される体
系。

・建屋コンクリート壁の温
度は，太陽の輻射熱により
外気温よりも上昇すること
を考慮し，外気温の代わり
に相当外気温度を用いて熱
伝達の計算を実施する。

・燃料貯蔵プール建屋2階の

空気が常時外気と入れ替わ
るため，外気と同条件とみ
なすことができる体系。

・建屋コンクリート壁，天
井を介した外気との熱伝達
は考慮しない。
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1．外気温の条件設定（相当外気温度） 

使用済燃料貯蔵プールに保管中の使用済燃料の崩壊熱による発熱は，建屋の壁や天井を介

して，最終的に外気に放熱されるが，外壁の日射により外壁温度は外気温よりも上昇し，外

気への放熱を小さくする要因となる。 

外壁への日射の影響については，図 1に示す概念図に基づき，太陽輻射熱による壁面（天

井）の温度上昇を考慮して，外気への放熱を評価する際に外気温 Taの代わりに以下の式で

表される相当外気温度 SATを用いる。 

SAT = α・I／h’ + Ta （※） 

 

ここで， 

SAT：相当外気温度 (K) 

α：外壁の日射吸収率 

I：外壁の全日射量 （W/m2） 

h’：外壁の表面熱伝達率（W/(m2・K)） 

Ta：外気温度（K） 

 

※出典：『空気調和・衛生工学便覧 Ⅱ巻－空気調和篇（1975年 空気調和・衛生工学

会）』 

 

図 1 相当外気温度の概念図 

 Ta 

室内 

外壁 

外壁の 

全日射量 I 

SAT 

屋外 
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2．プール水温等の計算体系 

解析評価は，図 2 に示す計算体系の概念図に基づき，汎用表計算ソフトを用いて，微小な

タイムステップ（※）ごとに各パラメータの経時変化を評価した。なお，以下に示す計算は

全て熱伝達等に係る理論式及び実験式を用いて実施している。 

※ 本計算では，十分に短いタイムステップとして，1タイムステップを 0.1時間に設定し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 2 計算体系の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

発熱量：Q 

Q：燃料の発熱量（kcal/hr） 

qr：プール水面からの熱伝達量（kcal/hr） 

qe：蒸発による除熱量（kcal/hr） 

Tw：プール水温（K） 

Cw：プール水温に等しい温度の空気 

の飽和水蒸気圧（hPa） 

C ’r：燃料貯蔵プール建屋 2 階の室内空気 

の水蒸気分圧（hPa） 

A：プール水面の面積（m2） 

Bi：天井や壁（i）の面積（m2） 

qr = h・（Tw － Tr）・A 

dTw = {（Q － qr － qe）／（c・W）}dt  

qe = L・D・（Cw － C’r）・A 

qaw = Σqawi = ΣHwi・（Tr － Ta）・Bi qaw1 

qaw2 

qaw3 

L：水の蒸発潜熱（kcal/kg） 

D：蒸発係数（kg/(m2・hr・hPa)） 

Tr：燃料貯蔵プール建屋 2 階の室温（K） 

h：プール水面の熱伝達率（kcal/(m2・hr・K)） 

c：プール水の比熱（kcal/(kg・K)） 

W：プール水量（kg） 

Ta：建屋外部の温度（K） 

Hwi：天井や壁（i）の熱通過率（kcal/(m2・hr・K)） 

qawi：天井や壁（i）を通して外気へ放熱される熱量 

（kcal/hr） 
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(a)水面からの蒸発による除熱量 

水面からの蒸発による除熱量 qeは，次式で求めた。 

qe = L・D・（Cw － C’r）・A 

ここで， 

qe：蒸発による除熱量（kcal/hr） 

L：水の蒸発潜熱（kcal/kg） 

D：蒸発係数（kg/(m2・hr・hPa)） 

Cw：プール水温 Twに等しい温度の空気の飽和水蒸気圧（hPa） 

C ’r：燃料貯蔵プール建屋 2階の空気の水蒸気分圧（hPa） 

A：プール水面の面積（m2） 

水の蒸発潜熱 Lは，以下に示すクラウジウス－クラペイロンの式を蒸発潜熱 Lの式に変

換し使用した。 

 

クラウジウス－クラペイロンの式 

ln（Cr／Cw） = （L／R）・（1／Tw － 1／Tr） 

この式を蒸発潜熱 Lの式に直すと， 

L ＝ R × ln（Cr／Cw）／（1／Tw － 1／Tr） 

ここで， 

L：蒸発潜熱（J/kg） 

R：水蒸気の気体定数（J/(kg・K)） 

Cr：燃料貯蔵プール建屋 2階の室温 Trにおける空気の飽和水蒸気圧（hPa） 

Cw：プール水温 Tｗに等しい温度の空気の飽和水蒸気圧（hPa） 

Tw：プール水温（K） 

Tr：燃料貯蔵プール建屋 2階の室温（K） 

 



 

203 

 

プール水温 Twに等しい温度の空気の飽和水蒸気圧 Cw，燃料貯蔵プール建屋 2階の室温 Tr

における空気の飽和水蒸気圧 Crは，以下に示す Tetens（1930）の式で算出した。 

Cw = 6.11 × 10^（7.5tw／（tw + 237.3）） 

Cr = 6.11 × 10^（7.5tr／（tr + 237.3）） 

ここで， 

Cw：プール水温 Twに等しい温度の空気の飽和水蒸気圧（hPa） 

Cr：燃料貯蔵プール建屋 2階の室温 Trにおける空気の飽和水蒸気圧（hPa） 

tw：プール水温 Twの摂氏温度（℃） 

tr：プール水温 Trの摂氏温度（℃） 

 

プール水温 Twに等しい温度の空気の飽和水蒸気圧 Cw，燃料貯蔵プール建屋 2階の室温 Tr

における空気の飽和水蒸気圧 Crを算出する際に，プール水温 Tw（K），燃料貯蔵プール建屋

2階の室温 Tr（K）は，次式を用いて摂氏温度（℃）に単位変換した。 

tw ＝ Tw － 273.16 

tr  ＝ Tr － 273.16 

 

(b)プール水面からの熱伝達量 

プール水面からの熱伝達量 qrは，次式で求めた。 

qr = h・（Tw － Tr）・A 

ここで， 

qr：プール水面からの熱伝達量（kcal/hr） 

h：プール水面の熱伝達率（kcal/(m2・hr・K)） 

Tw：プール水温（K） 

Tr：燃料貯蔵プール建屋 2階の室温（K） 

A：プール水面の面積（m2） 
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(c)建屋の壁や天井を介した外部への放熱 

建屋の壁や天井を介した外部への全放熱量 qawは，次式で求めた。 

qaw = ∑qai = ∑Hwi・（Tｒ － Ta）・Bi 

 

ここで， 

qai：天井や壁（i）それぞれの外部への放熱量（kcal/hr） 

Hwi：天井や壁（i）の熱通過率（kcal/(m2・hr・K)） 

Tr：燃料貯蔵プール建屋 2階の室温（K） 

Ta：建屋外部の温度（K） 

Bi：天井や壁（i）の面積（m2） 

 

天井や壁（i）の熱通過率 Hwiは，次式で求める。建屋の壁や天井を介した外部への放熱

は，外気と接する燃料貯蔵プール建屋の壁 2面と天井の計 3面を考慮することとし，各面

の熱通過率 Hwiを求めた。 

Hwi = 1／（1／hi ＋ Li／λ ＋ 1／ho） 

ここで， 

hi：コンクリート内表面熱伝達率（kcal/(m2・hr・K)） 

ho：コンクリート外表面熱伝達率（kcal/(m2・hr・K)） 

λ：コンクリート熱伝導率（kcal/(m・hr・K)） 

Li：天井や壁（i）のコンクリート厚さ（m） 

 

(d)プール水量及びプール水位の減少 

微小時間 dtにおけるプール水の蒸発量 dWeは，次式で求めた。 

dWe= D・（Cw － C’r）・A・dt 
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ここで， 

dWe：プール水の蒸発量（kg） 

D：蒸発係数（kg/(m2・hr・hPa)） 

Cw：プール水温 Twに等しい温度の空気の飽和水蒸気圧（hPa） 

C ’r：燃料貯蔵プール建屋 2階の室内空気の水蒸気分圧（hPa） 

A：プール水面の面積（m2） 

dt：経過時間（hr） 

       

プール水量 W は，上記のプール水の蒸発量 dWeを考慮し，次式で求めた。 

W（t）=W0 － We（t） 

ただし， 

We（t）= We（t － dt）＋ dWe（t） 

ここで， 

W（t）：時刻 tにおけるプール水量（kg） 

W0：プール水初期量（kg） 

We（t）：時刻 0から時刻 tまでのプール水の積算蒸発量（kg） 

We（t － dt）：時刻 0から時刻（t － dt）までのプール水の積算蒸発量（kg） 

dWe（t）：微小時間 dtにおけるプール水の蒸発量（kg） 

 

また，プール水位 Lは，上記のプール水の積算蒸発量 Weを考慮し，次式で求めた。 

L（t）=L0 － We（t）／（1000d・A） 

ここで， 

L（t）：時刻 tにおけるプール水位（m） 

L0：初期プール水位（m） 

We（t）：時刻 0から時刻 tまでのプール水の積算蒸発量（kg） 
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d：水の密度（kg/ℓ） 

A：プール水面の面積（m2） 

 

(e)プール水温の温度上昇 

以上の条件に基づき，微小時間 dtにおけるプール水温の上昇温度 dTwは，次式で求め

た。 

dTw＝｛（Q － qr － qe）／（c・W）｝dt 

ここで， 

dTw：プール水温の上昇温度（K） 

Q：使用済燃料の崩壊熱による発熱量（kcal/hr） 

qr：プール水面からの熱伝達量（kcal/hr） 

qe：蒸発による除熱量（kcal/hr） 

c：水の比熱（kcal/(kg・K)） 

W：プール水量（kg） 

dt：経過時間（hr） 

     

プール水温 Twは，上記の上昇温度 dTwを考慮し，次式で求めた。 

Tw（t）＝Tw（t － dt）+ dTw（t） 

ここで， 

Tw（t）：時刻 tにおけるプール水温（K） 

Tw（t － dt）：時刻（t － dt）におけるプール水温（K） 

dTw（t）：微小時間 dtにおけるプール水温の上昇温度（K） 
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(f) 燃料貯蔵プール建屋 2階の室温の上昇 

微小時間 dtにおける燃料貯蔵プール建屋 2 階の室温の上昇温度 dTrは，次式で求めた。 

dTr＝（qr － qaw）／（cr・Wr）dt 

ここで， 

dTr：燃料貯蔵プール建屋 2階の室温の上昇温度（K） 

qr：プール水面からの熱伝達量（kcal/hr） 

qaw：建屋の壁や天井を介した外部への全放熱量（kcal） 

cr：空気の比熱（kcal/(kg・K)） 

Wr：燃料貯蔵プール建屋 2階の室内空気の重量（kg） 

dt：経過時間（hr） 

 

燃料貯蔵プール建屋 2階の室温 Trは，上記の上昇温度 dTrを考慮し，次式で求めた。 

Tr（t）＝Tr（t － dt）+dTr（t） 

ここで， 

Tr（t）：時刻 tにおける燃料貯蔵プール建屋 2階の室温（K） 

Tr（t － dt）：時刻（t － dt）における燃料貯蔵プール建屋 2階の室温（K） 

dTr（t）：微小時間 dtにおける燃料貯蔵プール建屋 2階の室温の上昇温度（K）
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解析評価における計算条件 

補足

評価期間 ―

燃料貯蔵プール
建屋外部の温度

・燃料貯蔵プール建屋換気系停止
時は，外気温データを直接計算に
用いず，外気温データに基づき算
出した相当外気温度を用いる。
・解析評価②(保守的評価)では，

観測史上の敦賀市の月平均最高気
温である29.8℃に基づき相当外気

温度を計算した。

燃料貯蔵プール
建屋2階の湿度

―

燃料貯蔵プール
建屋2階の初期

室温

―

初期プール水温 ―

初期プール水位 ―

・解析評価①(実測との比較)及び

解析評価②(保守的評価)共に，実

測作業と同時期の平成28年6月30

日時点の評価値を採用した。

プールへの
水張り

―

100%(一定)

37.3 ℃

(燃料貯蔵プール建屋

外部の温度と同じ値に設定)

37.3 ℃

(燃料貯蔵プール建屋

外部の温度と同じ値に設定)

12.36 m

(使用済燃料貯蔵プール

補給水ポンプ自動停止設定値)

27.5 ℃

(実測データを反映)

12.358 m

(実測データを反映)

・実測作業でのプールへの水張り
実績を考慮し，平成28年8月18日

10時00分から21時00分にかけて

水位が0.008 m/hの速さで上昇す

るものと設定した。

計算条件

39.35 kW(一定)
使用済燃料の
崩壊熱による

発熱量

プール水温に係る
解析評価②(保守的評価)

100日間

(水温が平衡状態に達するのに

十分な期間として設定)

39.35 kW(一定)

考慮せず

プール水温に係る
解析評価①(実測との比較)

平成28年7月15日から

平成28年8月29日に

かけての46日間

(実測作業と同様)

・実測作業にて毎日1回測定して

いる外気温を1日の代表値として1

日ごとに設定した。

・実測作業にて毎日1回測定して

いる燃料貯蔵プール建屋2階の湿

度を1日の代表値として1日ごとに

設定した。

26.4 ℃

(実測データを反映)

37.3 ℃(一定)

(相当外気温度)



別紙-5 

209 

 

1
1
.0

1
1
.5

1
2
.0

1
2
.5

1
3
.0

1
3
.5

1
4
.0

1
4
.5

1
5
.0

1
5
.5

1
6
.0

1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

4
0
.0

5
0
.0

6
0
.0

7
0
.0

7/15

7/17

7/19

7/21

7/23

7/25

7/27

7/29

7/31

8/2

8/4

8/6

8/8

8/10

8/12

8/14

8/16

8/18

8/20

8/22

8/24

8/26

8/28

8/30

水位(m)

水温（℃）

プ
ー
ル
水
温
(解

析
)

プ
ー
ル
水
温
(実

測
)

プ
ー
ル
水
位
(解

析
)

プ
ー
ル
水
位
(実

測
)

プ
ー
ル
水
張
り

8
/1

8
1

0
：

0
0
～

2
1
：

0
0

（
水

位
0

.0
9

 m
上
昇
）

燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
建
屋
換
気
系
停
止

8
/2

2
1

0
：

0
8
～

8
/2

3
1

5
：

4
5

原
子

炉
設
置
許
可
申
請

書
で
定
め
る
余
熱
除
去
系
の
機
能
維
持
が
必
要
と
な
る
水
温
（

5
2

 ℃
）

原
子

炉
設
置
許
可
申
請

書
で
定
め
る
水
温
の
上
限
値
（

6
6

 ℃
）

8
/2

9
（
測
定
作
業
終
了
日
）
時
点
で
，

水
位

は
解
析
値

1
2
.0

5
 m

，
実
測
値

1
2

.2
3

 m
⇒

0
.1

8
 m

の
差

8
/2

9
（
測
定
作
業
終
了
日
）
時
点
で
，

水
温

は
解
析
値

3
6
.4

 ℃
，
実
測
値

3
5
.5

 ℃

⇒
0

.9
 ℃

の
差

プ
ー
ル
水
温
解
析
結
果
(実

測
と
の
比
較

) 



別紙-6 

210 

 

 

3
5
.0

4
0
.0

4
5
.0

5
0
.0

5
5
.0

6
0
.0

6
5
.0

7
0
.0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

水温（℃）

冷
却
停
止
か
ら
の
経
過
日
数
（
日
）

水
温

は
4
6

.8
 ℃

で
平
衡
に
達
す
る

原
子

炉
設
置
許
可
申
請

書
で
定
め
る
余
熱
除
去
系
の
機
能
維
持
が
必

要
と
な
る
水
温
（

5
2

 ℃
）

原
子

炉
設
置
許
可
申
請

書
で
定
め
る
水
温
の
上
限
値
（

6
6

 ℃
）

プ
ー
ル
水
温
解
析
結
果
(保

守
的
評
価
) 



211 

 

十二 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 

12.1 廃止措置に要する費用の見積り 

新型転換炉原型炉施設の廃止措置に要する費用見積総額は，約 747 億円で

ある。 

費用見積額                      （単位：億円） 

項目 見積額 

施設解体費 約 392  

放射性廃棄物処理費 約 84  

放射性廃棄物処分費 約 261  

重水輸送費 約 10  

合計 約 747  

注 1： 本見積額は，「総合エネルギー調査会 原子力部会中間報告（平成

11年 3月 23日）」等を参考に試算したものである。 

注 2： 本試算に当たっては，解体，処理・処分，重水輸送に係るものとし，

使用済燃料輸送費，再処理費，特定放射性廃棄物処分拠出金，用地借

料，諸費等は対象外とした。なお，汚染のないすべての地下の建屋及

び構造物並びに基礎を除いている。 

 

12.2 資金の調達計画 

新型転換炉原型炉施設の廃止措置に要する資金は，エネルギー対策特別会

計運営費交付金（エネルギー対策特別会計・電源利用勘定運営費交付金）及

びエネルギー対策特別会計施設整備費補助金（エネルギー対策特別会計・電

源利用勘定施設整備費補助金）により充当する計画である。 
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十三 廃止措置の実施体制 

13.1 廃止措置の実施体制 

新型転換炉原型炉施設の廃止措置の実施体制については，原子炉等規制法第

43条の 3の 24第 1項及び開発段階炉規則第 87条第 3項に基づき，保安規定に

おいて，保安管理体制を定め，廃止措置の業務に係る各職位とその職務内容を

記載し，それぞれの役割分担を明確にするとともに，保安管理上重要な事項の

審査をするための委員会の設置及び審査事項を規定する。定期事業者検査にお

いては,保安活動の重要度に応じて,中立性及び信頼性が損なわれないように

検査する要因の独立性を確保する。また，廃止措置における保安の監督を行う

者の任命に関する事項及びその職務を明確にし，その者に各職位の業務を総括

的に監督させるものとする。 

これらの体制を確立することにより，廃止措置に関する保安管理業務を円滑

かつ適切に行う。 

 

13.2 廃止措置に係る経験 

「機構」は，JPDR，JRR-2 等の原子炉施設等の解体実績を有し，廃止措置に

係る技術開発等の成果が原子力安全委員会指針である「原子炉施設の解体に係

る安全確保の基本的考え方（平成 13 年 8 月 6 日一部改訂）」に反映される等，

廃止措置に係る経験を有している。 

また，原子炉施設解体に関し，JPDR原子炉施設の解体実地試験のほか，国か

らの受託事業として，発電用原子炉の廃止措置に係る解体作業中の事故時評価，

公衆及び放射線業務従事者の被ばくに関する検討，平常時及び事故時の周辺公

衆の被ばく線量評価精度向上のための放射性物質の海洋拡散評価・検討等を行

ってきており，廃止措置に係る十分な知識を有している。 

新型転換炉原型炉施設は，昭和 42年から設計，昭和 45年から工事を開始し
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て，昭和 52年には機器据付を完了し，昭和 53年 3月の初臨界から平成 15年 3

月の運転終了まで順調な運転を行ってきており，設計・建設及び原子炉運転中

における設備点検・補修等多くの保守管理並びに運転・保守における保安管理

の経験・実績を有している。 

廃止措置期間においても，これらの経験を基に適切な解体撤去及び汚染の除

去に係る保安管理，放射線管理並びに設備の維持管理等を行うこととする。 

 

13.3 技術者の確保 

平成 19年 10月 1日現在における新型転換炉原型炉施設の原子力関係在籍技

術者は 81 名であり，そのうち，廃止措置の監督を行う者の選任要件である原

子炉主任技術者の有資格者は 3名，核燃料取扱主任者の有資格者は 3名，放射

線取扱主任者（第 1種）の有資格者は 13名である。 

また，機構は，JPDR，JRR-2 等の原子炉施設等の解体実績を有する技術者が

おり，廃止措置業務の実施に当っては，必要に応じ廃止措置に係る知見・経験

を反映できる体制下にある。 

今後も廃止措置を行うために，必要となる専門知識及び技術・技能を有する

技術者を適切に確保していくこととする。 

 

13.4 技術者に対する教育・訓練 

新型転換炉原型炉施設の技術者に対しては，機構内原子力研修センター及び

外部研修等において教育訓練を行っており，今後も廃止措置を行うために必要

となる専門知識及び技術・技能を維持・向上させるための教育・訓練を行うこ

ととする。 
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十四 廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

廃止措置期間中における品質マネジメント活動は，廃止措置計画変更認可申請書

本文「１２ 廃止措置に係る品質マネジメントシステム」を踏まえ，原子炉等規制

法第 43条の 3の 22第 1項並びに開発段階炉規則第 64条及び第 87条第 3項に基づ

き，保安規定において，理事長をトップマネジメントとする品質マネジメント計画

を定め，保安規定及び新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マ

ネジメント計画書並びにその関連文書により廃止措置に関する保安活動の計画，実

施，評価及び改善の一連のプロセスを明確にし，これらを効果的に運用することに

より，原子力安全の達成・維持・向上を図る。 

また，廃止措置期間中における品質マネジメント活動は，廃止措置における安全

の重要性に応じた管理を実施する。
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十五 廃止措置の工程 

新型転換炉原型炉施設の廃止措置は，原子炉等規制法に基づく本廃止措置計画の

認可以降，本廃止措置計画に基づき実施し，2040年度までに完了する予定である。

廃止措置工程を表 15－1に示す。 

なお，廃止措置は長期に渡るものであることから，表 15－1 廃止措置工程の終

了時期以外の時間軸である年度展開については，厳密なものではなく，重水系・ヘ

リウム系等の汚染の除去期間，原子炉周辺設備解体撤去期間，原子炉本体解体撤去

期間，建屋解体期間の期間ごとに各工事を管理することとし，本表に記載した工事

の順序を遵守して工事を実施していく。 

 



表１５－１　廃止措置工程

2001
年度

2004
年度

2005
年度

2006
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

2022
年度

2023
年度

2024
年度

2025
年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029
年度

2030
年度

2031
年度

2032
年度

2033
年度

2034
年度

2035
年度

2036
年度

2037
年度

2038
年度

2039
年度

2040
年度

▼運転終了(H15.3.29)
▼恒久停止に係る大臣承認(H16.2.20)
原子炉内燃料体取出

▼廃止措置着手

(1)原子炉冷却系統施設解体撤去工事

(2)計測制御系統施設解体撤去工事

(3)気体廃棄物の廃棄施設解体撤去工事

(主排気筒，廃棄物処理建屋排気筒の解体撤去については「各建屋及び構築物解体工事」に含む)

(4)放射線管理施設解体撤去工事

(5)原子炉格納施設解体撤去工事

（構造に係る設備の解体撤去については「各建屋及び構築物解体工事」に含む)

(6)核燃料物質取扱施設及び貯蔵施設解体撤去工事

(7)液体廃棄物の廃棄設備解体撤去工事

(復水器冷却水放水路の解体撤去については「各建屋及び構築物解体工事」に含む)

(8)固体廃棄物の廃棄設備解体撤去工事

(固体廃棄物貯蔵庫の解体撤去については「各建屋及び構築物解体工事」に含む)

(9)重水系・ヘリウム系解体撤去工事

(10)原子炉補機冷却系・海水系・炭酸ガス系解体撤去工事

(11)非常用電源設備解体撤去工事

(12)原子炉領域及び生体遮へい体解体撤去工事

(原子炉建屋外壁の解体撤去については「各建屋及び構築物解体工事」に含む)

(13)換気設備解体撤去工事

(14)発電所補助系

・クレーン設備解体撤去工事

(15)各建屋及び

構築物解体工事

系統除染

重水回収

(1)-①重水系・ヘリウム系等の残留重水回収工事

(1)-②重水系・ヘリウム系等のトリチウム除去工事

(1)-③重水系・ヘリウム系の放射性腐食生成物の除染工事

(2)-①蒸気放出プールの除染工事

(2)-②燃料交換プールの除染工事

(2)-③使用済燃料貯蔵プールの除染工事

(3)熱交換器類の汚染の除去工事

(4)放射性廃棄物貯蔵タンク類の汚染の除去工事

(5)各建屋及び構築物の汚染の除去工事

凡例 ：廃止措置大工程
：廃止措置に係る工事等の工程

計 画

原子炉本体解体撤去

管理区域解除

建屋解体

主要設備・機器における
核燃料物質又は核燃料物質

に
よって汚染された物による
汚 染 の 除 去 工 事

核燃料物質又は核燃料物質
に

よって汚染された物の廃棄

建屋解体期間

2002
年度

2003
年度

運 転 終 了 に 係 る 項 目

廃 止 措 置 の 各 期 間

運転期間 廃止措置準備期間 重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間

認可前

原子炉周辺設備解体撤去期間

廃

止

措

置

に

係

る

項

目

主 要 施 設 ・ 設 備 の
解 体 撤 去 工 事

使用済燃料搬出

原子炉周辺設備解体撤去

原子炉本体解体撤去期間

2007
年度

2
1
6
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十六 廃止措置実施方針の変更の記録（作成若しくは変更又は見直しを行った日

付、変更の内容及びその理由を含む） 

No. 日付 変更の内容 変更理由 

－ 平成 30年 12月 25日 実施方針作成 － 

1 令和元年 8 月 23 日 

設備維持管理等の変更及

び放射性気体・液体廃棄物

の放出量の実績値反映に

伴う変更。 

新型転換炉原型炉施設

廃止措置計画の変更の

認可について（原規規

発第 1907223 号）の内

容を反映した。 

2 令和 3 年 6 月 21 日 

新検査制度への移行に伴

い,性能維持施設に関する

事項の追加,品質マネジメ

ントシステムに係る事項

等の追加に伴う変更。 

新型転換炉原型炉施設

廃止措置計画の変更の

認可について（原規規

発第 2105141 号）の内

容を反映した。 

３ 令和 4 年 4 月 15 日 

セメント混練固化装置の

導入に伴い、その機能維持

の方法及び性能に係る記

載の変更。 

新型転換炉原型炉施設

廃止措置計画の変更の

認可について（原規規

発第 2202215 号）の内

容を反映した。 

４ 令和 4 年 12 月20日 

原子炉補機冷却系の代替

冷却装置及びユニット型

空気圧縮機の導入、受電設

備の切替えに伴い、その機

能維持方法及び性能に係

る記載の変更。さらに、廃

止措置工程延伸の届出に

よる記載の変更。 

新型転換炉原型炉施設

廃止措置計画の変更の

認可について（原規規

発第 2211165 号）の内

容及び令04原機（敦廃）

009 による届出の内容

を反映した。 
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